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令和５年せたな町議会予算審査特別委員会 第１号

令和５年３月２日（木曜日）

○議事日程（第１号）

１ 会議録署名委員の指名について

２ 委員長の互選について

３ 副委員長の互選について

○出席委員（１１名）

委 員 長 熊 野 主 税 君 副委員長 吉 田 実 君

委 員 桝 田 道 廣 君 委 員 本 多 浩 君

委 員 橋 本 一 夫 君 委 員 道 高 勉 君

委 員 大 湯 圓 郷 君 委 員 横 山 一 康 君

委 員 石 原 広 務 君 委 員 平 澤 等 君

委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（０名）

１ 本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 松 原 孝 樹 君

主 事 大 辻 省 吾 君
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開会 午後１時１７分

○臨時委員長（菅原義幸君） 委員会条例の定めるところにより、臨時に委員長の職務を行

います。

よろしくお願いいたします。

ただ今の出席委員は１１名で定足数に達していますので本特別委員会は成立しました。

よって、せたな町議会予算審査特別委員会を開会いたします。

直ちに会議を開きます。

整理番号第１、会議録署名委員の指名を行います。臨時委員長において本多浩委員、橋本

一夫委員を会議録署名委員に指名いたします。なお、この指名は本特別委員会開会中の指名

といたします。

整理番号第２、委員長の互選を行います。互選の方法についてお諮りします。

議会運営委員会で確認のとおり投票により行います。

この方法にご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異議なしと認めます。

委員長の互選方法は投票で行うことに決しました。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただ今の出席委員は１１名です。

次に立会人を指名します。

臨時委員長において、立会人に大湯圓郷委員、横山一康委員を指名いたします。

投票用紙を配付します。

（投票用紙配付）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

○臨時委員長（菅原義幸君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。

窓側席の委員から順次投票願います。

（投 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○臨時委員長（菅原義幸君） 投票漏れなしと認めます。
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これで投票を終わります。

これから開票を行います。

大湯委員、横山委員立ち会いをお願いします。

（開 票）

○臨時委員長（菅原義幸君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１１票、これは出席委員数と符合しています。そのうち有効投票１１票、無効投

票はありません。有効投票のうち熊野主税委員１１票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票です。したがいまして熊野主税委員が委員長に当選されまし

た。

委員会室の出入り口を開きます。

（委員会室開鎖）

○臨時委員長（菅原義幸君） ただ今委員長に当選されました熊野委員が委員会室におられ

ますので、当選の告知をいたします。

熊野委員に申し上げます。

委員長に就任承諾のご発言をお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 皆さんの負託を受け当委員会の委員長を務めさせていただきます。

大変難しいことにはなろうかと思いますが、皆さん方の協力を得まして無事終わりたいと思

いますので、よろしくどうぞお願いいたします。

○臨時委員長（菅原義幸君） ありがとうございます。

これで臨時委員長の職務は全部終了しました。

ご協力ありがとうございました。

熊野委員長と代ります。

暫時休憩いたします。

休憩 午後１時２４分

再開 午後１時２５分

○委員長（熊野主税君） 会議を再開いたします。

整理番号第３、副委員長の互選を行います。

互選の方法についてお諮りいたします。

副委員長の互選方法も投票により行いたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） ご異議なしと認め、副委員長の互選方法は投票で行うことに決し

ました。

委員会室の出入り口を閉めます。

（委員会室閉鎖）
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○委員長（熊野主税君） ただ今の出席委員は１１名です。

次に立会人を指名いたします。

委員長において立会人に大湯圓郷委員、横山一康委員を指名いたします。

投票用紙の配付をいたします。

（投票用紙配付）

○委員長（熊野主税君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検いたします。

（投票箱点検）

○委員長（熊野主税君） 異状なしと認めます。

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載してください。

ただ今から投票を行います。

窓側席の委員から順次投票をお願いいたします。

（投 票）

○委員長（熊野主税君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 投票漏れなしと認めます。

これで投票を終わります。

これから開票を行います。

大湯委員、横山委員立会をお願いいたします。

（開 票）

○委員長（熊野主税君） 選挙の結果を報告いたします。

投票総数１１票、これは出席委員数と符合しています。そのうち有効投票１１票、無効は

ありません。有効投票のうち吉田実委員１１票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は３票です。したがいまして吉田実委員が副委員長に当選されまし

た。

委員会室の出入り口を開きます。

（委員会室開鎖）

○委員長（熊野主税君） ただ今、副委員長に当選されました吉田委員が会場におられます

ので、当選の告知をいたします。

吉田委員に申し上げます。

副委員長に就任承諾のご発言をお願いいたします。

○副委員長（吉田 実君） この度、熊野委員長のお手伝い、邪魔にされないように頑張り

ますので、よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） ありがとうございます。
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本日の附議された日程はすべて終了いたしましたので会議を閉じます。

次回、本特別委員会は３月１４日、午前１０時からの予定ですので、議場にご参集をお願

いいたします。

これにて散会いたします。

どうもご苦労様でした。

散会 午後１時２９分
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委員会条例第２８条の規定により署名する。

令和５年４月２８日

臨時委員長 菅 原 義 幸

委 員 長 熊 野 主 税

署 名 委 員 本 多 浩

署 名 委 員 橋 本 一 夫
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令和５年せたな町議会予算審査特別委員会 第２号

令和５年３月１４日（火曜日）

○議事日程（第２号）

１ 議案第３７号 指定管理者の指定について（温泉ホテルきたひやま）

２ 議案第３８号 指定管理者の指定について（せたな町営牧場）

３ 議案第３９号 指定管理者の指定について（せたな町貝取澗公営温泉浴場）

４ 議案第４０号 建物の無償貸付について（旧国民宿舎あわび山荘宿舎棟）

５ 議案第 １号 令和５年度せたな町一般会計予算

○出席委員（１１名）

委 員 長 熊 野 主 税 君 副委員長 吉 田 実 君

委 員 桝 田 道 廣 君 委 員 本 多 浩 君

委 員 橋 本 一 夫 君 委 員 道 高 勉 君

委 員 大 湯 圓 郷 君 委 員 横 山 一 康 君

委 員 石 原 広 務 君 委 員 平 澤 等 君

委 員 菅 原 義 幸 君

○欠席委員（０名）

１．せたな町議会委員会条例第１９条の規定により、議長を通じて説明のため出席を求めた者は次

のとおりである。

町 長 高 橋 貞 光 君

教育委員会教育長 小 板 橋 司 君

農 業 委 員 会 会 長 原 田 喜 博 君

選挙管理委員会委員長 大 坪 観 誠 君

代 表 監 査 委 員 残 間 正 君

（１）町長の委任を受けて出席する説明員

副 町 長 佐 々 木 正 則 君

総 務 課 長 原 進 君

まちづくり推進課長 神 田 昌 君

財 政 課 長 佐 藤 英 美 君

税 務 課 長 濱 登 幸 恵 君

町 民 児 童 課 長 髙 橋 純 君

認 定 こ ど も 園 長 伊 藤 悦 子 君
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保 健 福 祉 課 長 樋 口 靖 君

農 務 課 長 河 原 泰 平 君

水 産 林 務 課 長 杉 村 輝 明 君

建 設 水 道 課 長 平 田 大 輔 君

会 計 管 理 者 杉 村 彰 君

国保病院事務局長 西 村 晋 悟 君

総 務 課 長 補 佐 小 林 和 仁 君

まちづくり推進課長補佐 阪 井 世 紀 君

財 政 課 長 補 佐 井 村 裕 行 君

税 務 課 長 補 佐 奥 村 大 樹 君

町民児童課長補佐 上 野 朋 広 君

認定こども園副園 國 井 美 千 代 君

保健福祉課長補佐 浜 高 正 明 君

地域包括支援センター所長 長 内 京 君

農 務 課 長 補 佐 吉 田 有 哉 君

水産林務課長補佐 藤 井 卓 也 君

大成水産種苗育成センター副所長 栄 田 武 志 君

建設水道課長補佐 金 澤 喜 嗣 君

建設水道課長補佐 鈴 木 涼 平 君

国保病院事務局次長 手 塚 清 人 君

総 務 課 主 幹 中 山 康 春 君

まちづくり推進課主幹 竹 内 亜 希 子 君

まちづくり推進課主幹 伊 藤 哲 史 君

まちづくり推進課主幹 斉 藤 哲 章 君

税 務 課 主 幹 小 林 朱 央 君

町 民 児 童 課 主 幹 黒 澤 美 知 子 君

保 健 福 祉 課 主 幹 古 守 亜 珠 君

保 健 福 祉 課 主 幹 水 野 万 寿 夫 君

保 健 福 祉 課 主 幹 垣 本 利 子 君

地域包括支援センター主幹 今 川 勇 吾 君

農 務 課 主 幹 斉 藤 真 君

水 産 林 務 課 主 幹 油 谷 好 彦 君

建 設 水 道 課 主 幹 川 上 佳 隆 君

建 設 水 道 課 主 幹 桑 田 一 良 君

建 設 水 道 課 主 幹 大 野 秀 幸 君

出 納 室 主 幹 山 川 彩 子 君
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国保病院事務局主幹 三 浦 三 津 枝 君

国保病院事務局主幹 近 藤 智 博 君

職 員 厚 生 係 長 尾 野 裕 也 君

地 域 生 活 係 長 伏 見 尚 志 君

防 災 係 長 岡 島 譲 二 君

情 報 管 理 係 長 又 村 智 君

財 政 係 長 稲 船 洋 志 君

課 税 係 長 竹 内 佑 輔 君

戸 籍 年 金 係 長 西 田 幸 恵 君

環 境 衛 生 係 長 原 田 宰 君

児 童 福 祉 係 長 林 亮 輔 君

福 祉 係 長 河 野 葉 子 君

障 が い 福 祉 係 長 平 田 慎 太 郎 君

保 健 推 進 係 長 安 藤 麗 香 君

包 括 支 援 係 長 大 久 保 麻 未 君

地 域 支 援 係 長 金 澤 早 苗 君

地 域 支 援 係 長 田 畑 貴 子 君

農 政 係 長 栗 城 惇 史 君

業 務 係 長 北 山 典 孝 君

業 務 係 長 池 田 裕 之 君

建 築 係 長 高 橋 真 一 君

住 宅 係 長 吉 田 一 也 君

庶 務 係 長 大 庭 啓 君

《瀬棚支所》

支 所 長 増 田 和 彦 君

養護老人ホーム三杉荘所長 西 田 良 子 君

次 長 谷 川 一 志 君

養護老人ホーム三杉荘次長 平 賀 英 治 君

主 幹 栗 谷 一 樹 君

瀬 棚 保 育 所 長 沼 口 恵 子 君

福 祉 係 長 稲 船 奈 穂 子 君

《大成支所》

支 所 長 中 川 譲 君

次 長 佐 々 木 正 人 君

主 幹 藤 谷 希 君

大 成 保 育 園 長 浜 高 あ け み 君
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住 民 係 長 撫 養 和 伯 君

事 務 係 長 村 井 貴 大 君

（２）教育委員会教育長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 古 畑 英 規 君

次 長 山 本 亨 君

主 幹 長 内 解 人 君

主 幹 尾 野 真 也 君

学 校 給 食 係 長 山 崎 英 人 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 優 君

係 長 小 池 秀 樹 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君

書 記 次 長 小 林 和 仁 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 松 原 孝 樹 君

１．本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 松 原 孝 樹 君

主 事 大 辻 省 吾 君
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再開 午前１０時００分

○委員長（熊野主税君） 皆さんおはようございます。

定足数に達していますので予算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本特別委員会に付託された議案第１号から第１１号までと議案第３７号から議案第４０号ま

での計１５件の議案審査に入ります。

先に一般議案から審議いたします。提案理由は３月２日第１回定例会で説明済みですので内

容説明からといたします。

整理番号第１、議案第３７号指定管理者の指定についてを議題といたします。

内容の説明を求めます。

神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） それでは議案その２の６９ページでございます。議案

第３７号の指定管理者の指定でございます。公の施設の名称は、温泉ホテルきたひやま、指定

管理者となる団体の名称につきましては、株式会社北檜山観光振興公社、住所につきましては、

久遠郡せたな町北檜山区徳島４番地１６、指定の期間につきましては、令和５年４月１日から

令和８年３月３１日までとなっております。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

本案について原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第２、議案第３８号指定管理者の指定についてを議題といたします。

内容の説明を求めます。

河原農務課長。

○農務課長（河原泰平君） それでは議案の７１ページになります。議案第３８号指定管理者

の指定でございます。こちらにつきましては、まず公の施設の名称は、せたな町営牧場、指定

管理者となる団体の名称及び所在地は、新函館農業協同組合、北斗市本町１丁目１番２１号、

指定の期間は令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間でございます。
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以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りします。

本案について原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第３、議案第３９号指定管理者の指定についてを議題といたします。

内容の説明を求めます。

中川大成支所長。

○大成支所長（中川 譲君） それでは続きまして７３ページでございます。議案第３９号指

定管理者の指定についてでございます。まず１としまして公の施設の名称は、せたな町貝取澗

公営温泉浴場、２、指定管理者となる団体の名称及び所在地は、株式会社大成温泉公社、久遠

郡せたな町大成区貝取澗３８８番地、３、指定の期間は、令和５年４月１日から令和８年３月

３１日までの３年間でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

本案について原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第４、議案第４０号建物の無償貸付についてを議題といたします。
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内容の説明を求めます。

中川大成所長。

○大成支所長（中川 譲君） 続きまして７６ページをお願いいたします。議案第４０号建物

の無償貸付についてご説明いたします。はじめに１、無償貸付する建物でございますが、旧国

民宿舎あわび山荘宿舎棟です。主に１階の厨房と食堂、２階、３階の宿泊部屋などで面積は１，

５６３．９１３平方メートルでございます。２、無償貸付けする期間については、令和５年４

月１日から令和８年３月３１日までの３年間でございます。３、無償貸付の相手方でございま

すが、久遠郡せたな町大成区貝取澗３８８番地、株式会社大成温泉公社、代表取締役、稲船保

でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

討論を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りします。

本案について原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしました。

一般議案の審議が終わりました。

ここで皆さんにお諮りいたします。一般会計予算審議の進め方は、歳出から予算内容説明資

料により１款ごとに担当課長の説明を受け質疑を行い、歳入は予算書により１款から１１款ま

でと１２款から２１款までに分け、１款町税については税務課長から、そのほかの款について

は財政課長から説明を受け質疑を行い、質疑終了後、歳入歳出全款一括で質疑を受け、討論、

採決と取り進めたいと思います。また特別会計の説明は各会計予算概要説明資料により、担当

課長から歳出、歳入の順で一括説明を受け、一括質疑、討論、採決と取り進めたいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認め、そのように取り進めることといたします。

説明員に申し上げます。説明及び答弁を行う場合は、挙手を行い発言の許可を受けてから発

言をお願いいたします。

各委員に申し上げます。質疑のある場合は、発言許可のあと質疑内容が明確になるよう予算

書、または説明資料のページを申し示してから発言するようにお願いいたします。
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説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０７分

再開 午前１０時０９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

それではこれより各会計予算の審査に入ります。

整理番号第５、議案第１号令和５年度せたな町一般会計予算を議題といたします。

一般会計歳出予算内容説明資料により１款議会費の説明を求めます。

佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） それでは説明資料の１ページでございます。予算書では４２ペー

ジになります。１款１項１目共に議会費でございます。継続事業で議員報酬等４，８１２万９，

０００円、全額一般財源でございます。議員報酬、議員期末手当、議員共済組合負担金でそれ

ぞれ記載の金額でございます。１款議会費合計４，８１２万９，０００円でございます。

以上で１款議会費の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １款議会費の質疑を終わります。

次に２款総務費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） それでは説明資料同じく１ページでございます。予算書につきま

しては４３ページから６３ページでございます。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費、新規でございます。行政情報ネットワーク更改業務、予算額１，２２１万円、財源といた

しましては全額その他財源でございます。事業の内容でございます。グループウェアを現行ブ

ラウザ対応のものへ更改する。併せて平成２８年に更改した個人情報系サーバーを更改し安定

したシステム運用を図るものでございます。

○委員長（熊野主税君） 神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） それでは２目文書広報費でございます。継続事業で、

まちづくりモニター謝礼３万円、全額一般財源でございます。１５歳以上の町民からモニター

を募集しアンケートに回答してもらい、それに基づいて意見を町政に反映させるものでござい

ます。

続きまして新規事業です。行政情報発信用アプリ構築業務２３８万７，０００円、全額一般

財源でございます。町の公式ＳＮＳアカウントを開設し、きめ細かな情報発信を行い住民サー

ビスの向上を図るものでございます。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして５目財産管理費、継続で町有施設解体事業、予算

額３，９３０万円、財源内訳といたしまして全額地方債で過疎債を予定しております。施設の
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老朽化等による周辺環境の悪化防止及び安全安心な地域保全を図るため、大成区旧太田小学校

ほか全５棟を解体するものであります。

○委員長（熊野主税君） 神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） 続きまして７目企画費でございます。継続で友好交流

都市交流事業１３０万円、全額一般財源でございます。愛知県豊山町との友好都市交流協定に

基づいて交流事業を実施するもので、新年度につきましては中学生の派遣事業を新規で予定し

ております。

続きまして新規事業です。渡島地域半島振興広域連携促進事業３２０万円、国等支出金２０

０万円、残り一般財源でございます。せたな町と今金町で協議会を設立し、２町の農林水産物

を活用した特産品開発事業を実施するものでございます。

続きまして継続事業で、空家等除却事業補助金５００万円、国道支出金で２５０万円、残り

一般財源でございます。空家等を適正に管理し、町民の生命、身体、財産及び生活環境に対す

る被害の発生防止を図るものでございます。

続きまして継続事業でございます。賃貸住宅整備促進支援事業補助金５００万円、全額一般

財源でございます。整備費用の一部を補助することにより良質な賃貸住宅の供給を促進し、移

住定住人口の増加及び地域経済の活性化を図るものでございます。

続きまして次のページ２ページ目でございます。継続で、テレビ共同受信施設維持管理補助

事業１００万円、全額一般財源でございます。共聴組合が設置した共同施設を修繕または改修

する経費の一部を助成することにより共聴組合の負担軽減を図るものでございます。

続きまして継続です。テレビ共同受信施設大規模改修事業補助金１８万円、全額一般財源で

す。視聴が困難な地域の解消を図るため、ＮＨＫ共聴組合が行うテレビ共同受信施設大規模改

修に要する経費に対して助成するものでございます。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 次に８目住民運動推進費でございます。継続でございます。町内

会連絡協議会運営補助金３６２万２，０００円、全額一般財源でございます。内容につきまし

ては、町内会活動における町内会の自主的な事業及び花いっぱい運動推進へ補助金でございま

す。内訳といたしましては、町内会連絡協議会の運営費１９万６，０００円、環境美化運動推

進事業費３４２万６，０００円です。

次に継続でございます。防犯灯電気料金補助金４７０万円、全額一般財源でございます。夜

間の犯罪及び事故等の発生を防止し、住民の安全確保のため各町内会等が管理している防犯灯

電気料金の７５％を補助するものでございます。

○委員長（熊野主税君） 神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） 続きまして１２目地方創生推進事業費、継続で地方創

生推進事業費２，００２万９，０００円、その他財源で１０万円、残り一般財源でございます。

第２次せたな町創生総合戦略に基づき記載の４事業を実施するものでございます。

続きまして１３目町有施設維持管理費、継続で町有施設維持管理費でございます。２，２６

２万９，０００円、全額一般財源でございます。町有施設の芝生管理や草刈り、小破修繕など
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の適正な維持管理を図るものでございます。

続きまして新しい目を設置しております。１４目ふるさと応援寄附金推進費、継続でふるさ

と応援寄附金推進事業費８，０６３万２，０００円、その他財源で８，０１１万４，０００円、

残り一般財源でございます。寄附者のリピート率向上と新規寄附者の獲得のため、魅力ある返

礼品の充実や効果的な募集公告を実施し地域経済の活性化を図るものでございます。

○委員長（熊野主税君） 佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） 続きまして３ページでございます。１５目新型コロナウイルス対

策費、継続事業で新型コロナウイルス対策費１，１８４万４，０００円、全額一般財源でござ

います。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため消毒液や抗原検査キットなどの消耗品や

感染症対策用備品の購入のほか、介護施設等新規入所者へのＰＣＲ検査及び介護施設等の従事

者に対する抗原検査の受検費用を全額負担するものでございます。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 続きまして１６目新型コロナウイルスワクチン接種対策事業

費、継続で新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費４５１万円、全額国庫負担金でありま

す。町民へ新型コロナウイルスワクチン接種を実施し、感染症の重症化及び感染、発症予防に

努めるものであります。

次に１７目新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費、継続で新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費３１８万円で全額国庫補助金であります。町民への新型コロナウイ

ルスワクチン接種が円滑かつ適切に接種を行うことができるよう接種体制を確保するものであ

ります。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） １８目諸費でございます。継続です。犯罪被害者等見舞金４０万

円、全額一般財源でございます。犯罪被害者等支援条例の制定に伴い被害に遭われた方々の負

担が少しでも軽減され、安心して暮らせるよう適切な対応と寄り添った支援の取組の一環とし

て被害者及び被害者遺族に対しての見舞金でございます。遺族見舞金として３０万円、傷害見

舞金として１０万円でございます。

○委員長（熊野主税君） 神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） 続きまして継続でございます。結婚定住奨励金１００

万円、全額一般財源でございます。結婚してせたな町に定住する者に対して共通商品券を交付

し、若い世代の定住と婚姻を奨励するものでございます。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 続きまして継続でございます。公共施設等防犯カメラ設置工事８

９万９，０００円、全額一般財源でございます。防犯カメラを設置し、犯罪に対する抑止力の

向上及び安全で住みよいまちづくりのため推進を図るものでございます。設置場所については、

今年度は、せたな町民体育館と情報センターを予定しております。

○委員長（熊野主税君） 神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） 続きまして４ページ目でございます。継続で地域公共
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交通活性化協議会負担金２４９万４，０００円、全額一般財源でございます。持続可能な公共

交通体系の構築を目指し、せたな町地域公共交通計画を踏まえた地域公共交通の活性化を図る

ものでございます。

続きまして継続で、生活交通路線維持費補助金１，７６８万２，０００円、全額その他財源

でございます。生活交通路線の維持を図るため生活路線の運行に係る欠損額を補助するもので

ございます。

続きまして継続で、地域間幹線系統維持費補助金１，０４９万９，０００円、全額その他財

源でございます。生活交通路線の維持を図るため地域間幹線の運行に係る欠損額を補助するも

のでございます。

続きまして継続で、デマンドバス運行事業費補助金５，２００万円、全額その他財源でござ

います。せたな町地域公共交通計画に基づき、町内で実施するデマンドバス運行事業に対し補

助するものでございます。

続きまして継続で、通学定期運賃補助金５７０万円、全額その他財源でございます。定期券

により路線バス等を利用し通学する生徒を対象に補助するものでございます。

続きまして継続で、移住定住促進住宅奨励金８００万円、地方債で５００万円、残り一般財

源でございます。住宅を町内に建設する者または購入する者に対し奨励金を交付するものでご

ざいます。

続きまして継続で、住宅リフォーム等助成金３，０００万円、全額地方債でございます。住

宅リフォーム等に要する経費の一部を助成して地域経済の活性化を図るものでございます。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 次に新規でございます。特殊詐欺等被害防止対策電話機等購入費

補助金でございます。２０万円です。全額一般財源でございます。深刻化する高齢者の特殊詐

欺被害を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止等対策機能付き電話機等を購入される方を

対象に、機器の購入費用に対して２分の１以内を補助するものでございます。補助金額につい

ては、購入費、設置費用の２分の１以内ということで上限については１万円でございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 濱登税務課長。

○税務課長（濱登幸恵君） ５ページになります。新規事業で滞納管理システム更改業務で予

算額６９８万５，０００円で、内訳は全額一般財源でございます。平成２２年に導入いたしま

したシステムを更新改修をし、滞納状況等の把握、交渉記録等の滞納に係る管理の効率化を図

るものであります。

以上をもって、２款総務費の予算額合計は７億７，０６０万４，０００円となるものでござ

います。

以上で総務費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

道高委員。
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○委員（道高 勉君） 我が町のいろいろなことを考えながら何点か質問したいと思って述べ

させてもらいます。まず予算書の４３ページの報償費の中で、職員研修講師謝礼とあります。

これ総務課担当です。職員の研修については、毎年それぞれ計画に基づいてやられると思うん

ですけども、私はそれぞれの各職務に合った職員の研修いろいろ立てられると思うんですけど

も、講師を呼んで開催されると思うんですけども、全体的な研修計画というのはどのようなこ

とで考えられているのか、この研修については私は政策立案と言いますか、こういったものが

これから職員に大きく課せられてるそれぞれの町の個性ある、そしてまちづくりについていろ

いろな面での政策の力というものは職員には求められてると思うわけです。その辺どのような

研修計画、そしてまたこういった講師を考えられてるのかということをお伺いしたいと思いま

す。

○委員長（熊野主税君） 中山主幹。

○総務課主幹（中山康春君） ただいまの質問について答弁したいと思います。職員の研修に

つきましては、職務の遂行に必要な知識、技能、教養、向上並びに職務の民主的かつ能率的に

運営する公務意識の高揚を図り、町民全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めている

ところでございます。これまで我が町におきましては、平成２９年にはコンプライアンスの研

修、平成３０年にはハラスメント、令和元年にはコミュニケーション能力ということで研修会

を実施しておりますが、令和２年、令和３年につきましてはコロナの状況で開催することを断

念せざるを得ないという状況でありますけども、今年度、令和４年度につきましては、これま

で６月に財政状況の把握ということで、函館財務事務所による財政状況のヒアリング結果から

見える当町の財政状況を学ぶことで、職員に将来に向けた知識考え方の礎を築くことで、職員

のより一層な資質向上を目指した研修内容で実施しており、また今月、３月２２日なんですけ

ども、今のコロナの関係でマスクが個人に委ねられるということもありまして、若年層と窓口

職員を対象とした接遇の研修会を実施する運びでおります。また令和５年度以降も、これまで

の研修内容等を含めまして、いろいろと総務課内でも職員に対してどのような研修が必要かと

いうことを吟味して、今後も職員に対しての研修会を実施したいということで考えております。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 大変アフターコロナにおけるまちづくりというのはやっぱり新しい視

点の中で、まちづくりと言いますか、地域づくりというのは当然に必要になってくる。そうい

う面では答弁の内容にあったとおり財政担当、財政の状況というのを十分に理解しながら、ど

うそれを職員として、財政基盤の上に立ったまちづくりを進めていくことは大変これは理にか

なった研修の在り方だと私は思います。そういうふうに、やはり私はやっぱり職員の一つの公

務員としての自覚と意識というものは、ここ最近随分そういう不祥事が起きてる中でそういう

立派な職員の構築というものが、町民から誇られるような職員づくりというのは日頃からのそ

ういう意識と言いますか、そういう研修を常に行うということが大事だと思いますので、その

ように続けてもらいたいなと思います。

以上です。
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○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 予算内容説明資料では２ページ、担当まちづくり推進課の企画費で、

２ページの上段のテレビ共同受信施設維持管理補助事業になるのか、その下のテレビ共同受信

施設大規模改修事業になるのかはっきりしませんが、要は下のこの大規模改修事業補助金につ

いては、令和５年度対象地区は中歌地区で１２世帯、このことに関しては毎年質問させていた

だいてるんですが、もう大成区のほうでは課長ご存じのとおり、いち早くこのことに関しては

動きをしたんです。ＮＨＫの工事の都合にもよってなかなか改修は進んでないと。年々地区に

よっては人口減、地区の負担も、もしかしたら大きくなるんではないかと。町長に対して直談

判というか、要望も出したことがあるんです実は。ただ、今これは５年度の計画ですけど担当

課として要は大成地区の状況、あるいはその要望、今後の見通し等を含めてどこまでつかんで

るか、今の段階での課としての情報をお知らせいただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） 石原委員のご質問にお答えさせていただきたいと思

います。まず大成地区のこちらの共聴施設の大規模改修事業の現状につきましては、各町内会

長さんのほうからご相談を受けまして現状実態は把握させていただいております。それでまた

令和５年度対象地区が今回中歌地区の１２世帯ということで、こちらＮＨＫのほうに確認させ

ていただいた情報をもとに予算を計上させていただいております。今後の大規模改修のスケジ

ュールにつきましては、ＮＨＫのほうに確認したところ令和５年度中もしくは令和６年度中に

今後の計画を作っていきたいというようなことで回答を得ておりますので、今のところ未定と

いうことになっております。また追加で新しい情報が入りましたら各町内会長さんと連携をと

りながら改修事業の補助金等相談に乗っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 各地区で共聴組合を設置して要はその会費と称して集金なども行って

たんです。ただなかなか担当課ご存じのとおり人が減っていって、高齢化も進み共聴組合も維

持ができなくなっている現状も間違いなく押さえてると思うんです。ただこれからも要は不便

な地域でも住んでいきたいと、住みなれた地域に住みたいといった高齢者も多いので、その辺

の事情も踏まえちょっとした情報でも交換できるような形で取り組んでいただきたいと思いま

す。いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） 今後も各共聴組合のほうと連携を図りながら意見交

換等を含め進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 内容説明資料１ページでございます。財産管理費、町有施設解体事業

につきまして質問させていただきます。これにおきましては大成区では、学校校舎、屋体、瀬
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棚区では、コーポ會津の解体事業があるわけでございますけども、瀬棚区の場合のコーポ會津

の件でお聞きしたいと思います。このコーポは新築で何年くらいで解体ということになるか教

えてください。

○委員長（熊野主税君） 高橋建築係長。

○建築係長（高橋真一君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。コープ會津ですが、

建設年度は平成７年ですので経過年数は２７年となっております。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 町有財産とすれば２７年くらい使ってるということですけども、ちょ

っと寿命が短いかなと思っているわけでございます。また建っている場所もきっと町有地では

ないんじゃないかなと思うので、今後このような町有物を役場側でも建てるような話になるの

かどうか。いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋建築係長。

○建築係長（高橋真一君） ただいまの質問にお答えしたいと思います。土地は町有地でして、

あとコーポ會津は１０年ぐらい空き家になっている状況でした。やはり人が住んでいなければ

建物は傷むのがちょっと早くなってしまうので、この経過年数２７年が短いか長いかっていう

のは物によって状況によって違うと思います。あと町営住宅を建設する計画はあります。この

場所ではないですが、計画はあるということです。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） このような建物は大体木造建築なことで、今せたな町では鉄骨だとか、

長く持つような建物を皆さんに住んでいただいてるということなんですけども、こういうよう

なものを建てるような、これは今木造ですよね。それですから木造建てても寿命が短くなれば

費用対効果っていうのはどうかなと思ったから、今後の建てる方法と建てるのかどうかという

のを聞きたかったんです。

○委員長（熊野主税君） 平田課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 今回解体する建物といたしましては、定住促進住宅といいま

して町営住宅ではないんですが、今後、町営住宅長寿命化計画に基づきまして公営住宅の建て

替えを進めていこうと考えてますが、その中でも公営住宅は今木造のほうを主にやってますの

で、これから建てるのは木造で建ていきたいと考えてます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 内容説明資料の１ページの新規事業の企画費の中で、渡島地域半島振

興広域連携促進事業、新規事業でございます。この内容についてお伺いしたいと思います。こ

れについては新規事業ということで謳ってますが、この半島振興広域連携促進事業費補助金を

活用したせたな町と今金町の２町で連携して行うというふうなことで、特産品の開発、１次産

業のブランド化、付加価値を図るということになってますけども、この内容についてもう少し

説明を願いたい。まず１番最初に、この連携であるならば、せたな町の負担それから今金町の

負担という中で総事業費は幾らになるのか。そしてまた事業内容についてどういうことで、ど
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ういう開発に向けた事業を立ち上げたのか、その内容についてお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問でございますけれども、まず広

域連携で進める事業といたしましては、せたな町それから今金町の特産品を使って１次産品を

使って特産品を開発すると。でき上がった特産品につきましては、ふるさと納税などで販売の

ほうをしていきたいというふうに考えております。予算的には、町の予算としては３２０万円

になっておりますけれども、全体予算としては今金の負担金１２０万円も入りまして全体経費

としては４４０万円で見ております。そのうち３００万円につきましては委託料となっており

まして、その他、報償費ですとか、旅費とかの事務経費という形になっております。今金町と

連携を進めながらやっていきたいということで考えておりますが、構成員は、せたな町、今金

町、オブザーバーで新函館農協、今金町農協、それからひやま漁協ということで、こちらのオ

ブザーバーの３者につきましては、現在連携をとりながら進めていきたいと。もう既に話のほ

うを進めておりますので、４月に入ったらすぐ連携して事業のほうを進めたいというふうに考

えております。あと委託につきましては、業者になるんですけれども、いろいろとせたな町と

広域連携をしておりますオフィスキューさんと進めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 念のためにお伺いしたいと思いますが、今回出されている財源の内訳

の中で国道支出金が２００万、これは２００万、今金の議会のほうでどういうふうに設定され

てるかわかりませんが、せたな町がいただくんじゃなくて、これは今のお話によりますと、広

域連携促進事業でいただくということで、そして今金とせたなと同じ額１２０万ずつ出してあ

っての４４０万、そういう感覚になるんでしょうか。念のため伺います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 説明が足りず申し訳ございません。国庫支出金２

００万円につきましては、今金とせたな町両方の分で２００万円という形になります。事務局

を今金で持つんですけれども、会計としては、せたな町が持つという形でそれぞれ役割分担を

しながら今回この事業を進めていくという形になりますので、補助の申請につきましては、せ

たな町が全体を仕切って補助の申請をすると。せたな町が受けて協議会のほうに支出するとい

う形を取っていきたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 内容についてはわかりました。これがうちの会計上、今の中で普通の

会計であれば分離するんだけども、国からの補助金についてはせたな町に入ったものとしてそ

の分でやると。その分はきちんと間違えないように進めていただきたいと思います。そこでも

う一つ前に進んでいきたいと思うんですが、今懸案だった第１次産業の農産品については、６

次化に向けた今補佐がお話しいただいたように、いろいろな意味で前から特産品開発について

は取り組んできたということです。今回の場合には、ふるさと納税に係る返礼品というふうな

ことで先ほど言いましたが、そういったものを目的としてやるのか、また新たに第１次産業の
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収入アップのために６次化を図る、そういった意味でせたな、今金を含めた２町での特産品を

開発し、この第１産業振興を図るというふうなことで両方使えるのか、それとも先ほど言いま

した返礼品のための一つのブランド化を持った中で返礼品、関連あってまだ聞きたいことが次

の問題にふるさと応援寄附金もあるんですけども、それとリンクするんですが、その辺の解釈

の仕方はどっちのほうにしたらいいんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えします。最終的な目標

としては、ふるさと納税で販売できればいいなというふうに考えておりますので、目標として

は地域経済のために、もちろん外にも売り出したいと考えておりますし、この町内でも流通を

させていきたいと。ある程度価格を抑えれるような形をとりたいというふうに考えております

ので、物としては１次産品として使うものとしては正規品ではなくて、Ｂ級品そういったもの

を使った特産品を使って、なるべくこの価格を抑える形で町内でも流通させたい。そして最終

的にはふるさと納税とか、そういった部分で外のほうにも販売をしていきたいというふうに考

えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。私たち第１次産業に従事する者にとって、そういった

意味で付加価値をつけて販売するっていうふうなことが今初めて町が腰上げて、それもしかも

２町連携のもとに頑張るというふうな姿勢今示されましたので、これについては私ども大いに

期待したいし、この成果については期待したものがございますので頑張ってください。

関連ございますので、もう一つ聞きたいと思います。２ページの１番下のふるさと応援寄附

金推進事業費の中に、この中で報償費３，６００万あるんですが、先ほど言われた返礼品って

いうふうなことの中にこの報償費に含まれるって解釈でいいのか、どうなのかってちょっと私、

今混同してます。それでこの部分についての説明を願えればありがたいです。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 今のご質問ですが報償費については、ふるさと返礼品、寄附して

いただいた方に係る返礼品に対する代金でございます。なお今回の支出８，０６３万２，００

０円については、ふるさと納税の寄附額、歳入といたしましては予算書の３３ページでござい

ます。１億５，６００万の寄附金に対しての町が支出する経費となってございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 平澤委員の質問に関連することになるんですけど、私はふるさと応援

寄附金推進事業費、説明資料の２ページの１番下です。説明の中で、ここにも書いてるんです

が、ふるさと納税の返礼品、要は一般質問もしたんですが、いいものを作ると。平澤委員おっ

しゃったように１次産業に従事する方が、要は海産物含めていいものを作るという努力をする。

そして確かに収入としては産業従事者に収入として入るんでしょうが、広報の仕方、要は町と
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して率先して地域おこし協力隊も派遣されているようですけど、その広報の仕方に対して、こ

れ私は確認してないんですけど、言い方が少し乱暴になるんですが、率直に言葉をお伝えする

と、あんたたちの利益になるんだから、あんたたち自らこうしなさいというふうに伝わるよう

な言葉を町から言われたというふうに捉えてる一部の声があるんです。言葉の行き違いになっ

てるかもしれません。町としての大事なふるさと納税の収入になるんですから、そこはきちん

と連携した形で１次産業従事者が、町にも協力する、自らの収入も得る、そういったことも合

わせた中でぜひこれ進んでいただきたいと思いますけど、そういった残念な捉え方も一部でさ

れてるようなので、そこに関してのそれぞれの担当課の考え方、捉え方、今後の進め方、お知

らせいただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 今のお話なんですが、基本的にふるさと納税の周知の仕方はイン

ターネット上のポータルサイト、うちですと、さとふるさんと楽天さんということでやらして

いただいて、なおかつ例えばまちづくり推進課も含めほかの課で町外、道外へ出張する際に、

ふるさと納税の返礼品のカタログ的なものを持っていただいて、例えば東京でタイアップして

周知していただくということはございます。当然返礼品業者うちに登録１３社ございます。実

際令和４年度参加しないということで３社ほど辞めておりますので、令和４年度としては１０

社の業者が返礼品を取り扱ってございます。確かに個々にそのように業者さんでは外商で本州

でいろいろなイベントやってる業者さん等もいて、その際にそういう宣伝をしていただいてる

ケースもございますが、町のほうでその業者さんに、捉え方なのでいろいろな担当がいる中で、

そういうように間違ったとられ方があったとしたらこれは本当に大変申し訳ないことだと思い

ます。基本的にはそういうような姿勢ではやってございません。基本的にはポータルサイトを

通じて寄附を募る、パソコンの無い方はそれを見て私たちが手作業で進めてるということなの

で、なかなかそういったことはちょっと私たち直接、石原委員ご指摘のことは受けたことはな

いんですが、ないとは限らない話ですので、これには十分これから注意していきたいというふ

うに考えますし、また今後、今総務課でやってたものが、まちづくり推進課に専門のふるさと

納税係が移るということで、そこについては今、去年１０月に協力隊がふるさと納税担当とい

うことで着任いたしまして、今非常に今まで以上に積極的に返礼品業者さんとコンタクトを取

ってやってます。それでそういうような外部からのアイデアもいただきながら、現在２社なん

ですうちのポータルサイト、それを４社ほど増やして幅広く周知していきたいというふうにま

ずは考えてます。あとこの返礼品業者さん１０社あるんですが、実際上位３社で全体の９３．

７％を扱っているような形なんです。ですからもう少し私たちも返礼品業者さんにお願いして、

やっぱりともに魅力ある、ただいまのまちづくりのほうで今出たような話もございますので、

魅力ある商品の開発に協力していきたいというふうには考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 本当に、総務課長おっしゃるように言葉の行き違いは可能性としては

あるんです。ただ漁業に携わってそれなりに協力を持ちたいという思いの中で、町からこうい
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うふうに言われたっていう言葉が伝わるというのはすごく残念なんで、今総務課長おっしゃっ

たように、そこはきちんと連携した形で町のため、あるいはその１次産業従事者のため、本当

にこれ町民のためになる事業だと思うんです。そこを踏まえて今後も進めていただきたいと思

います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 石原委員に今受けたご指摘などに十分注意して、まさにふるさと

応援寄附金は貴重な財源でございますので、今後も一生懸命取り組んでいきたいと思います。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） １ページの空家等除却事業補助金についてお尋ねします。この事業は

もう既に何年も継続して行っていただいて、大変、町民のほうからもありがたい事業というこ

とで、お言葉をいただいておりますけれども、次年度の予算５００万円、１０件ということだ

ろうと思うんですけれども、複数年やってるということで年々件数的には落ちついてきてるの

かなとは思うんですけれども、としても１０件で済む、前年までの平均として１０件で済んで

いるのかどうか、昨年度まで平均何件ぐらいの解体があったのかお尋ねしたいと思います。１

０件以上あるんであれば、はじめからもう少し予算を組んだほうがいいのかなというふうにも

ちょっと思うものですからお尋ねしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 斉藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（斉藤哲章君） ただいまの質問にお答えいたします。除却の件数に

つきましては、今年度は８件になっておりまして平成２９年度から実施しておりまして、６年

間、合計で９０件、年間１５件ということになっておりますが、今年度８件で昨年度１４件と

大体１０件程度で推移してましたので今回は１０件ということで、足りなければ補正をお願い

したいと思っております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） わかりました。大成区でも非常に危険な家屋、一昨年１件解体が終わ

ったと認識してるんですけれども、まだまだ危険な家屋というのは、たくさんあるように思い

ます。そういう家屋に対して解体、またそういうふうな助言というものを町として行っている

のか、町民の方々からも除去の要望、また不安等の声を聞いておりますので、当然その建物の

持ち主という部分にかかることだと思いますけど、町としての働きかけがあれば教えていただ

きたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 斉藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（斉藤哲章君） こちらにつきましては、町内会のほうから危険な空

家があるとか、そういう情報提供を受けておりまして、そういうところについては町のほうで

調査して、持ち主に対して指示するということで基本的には個人の持ち物になりますので、誰

かから情報を受けて、そういうのを対応していくことになっております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。
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横山委員。

○委員（横山一康君） 説明資料の２ページ、地方創生推進事業費です。この中でお試しサテ

ライトオフィス運営事業のことについてお伺いしたいと思います。これ昨年度は４３万３，０

００円の予算措置がされていましたが、今回は９万１，０００円ということで、かなり減額さ

れているんですが根拠をお示しいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） それでは横山委員のご質問にお答えしたいと思いま

す。お試しサテライトオフィスの予算の減額につきましては、令和４年度につきましては、事

務所のオフィス部分のブラインドを設置するというようなことで、そちらのほうの備品購入を

つけておりました。今回、令和５年度で要望させていただく額につきましては、施設の維持管

理費と、あとＷｉＦｉの設置等の経費を上げさせていただいております。備品購入の部分がな

くなったということで減額されたような形になっておりますが、取り組みのほうはこれまでと

変わらず進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） これ私記憶してる中では、令和５年で多分３年か４年になると、そこ

の記憶定かではないんですが、コロナになったときに地方でのオフィスの需要があるんではな

いかということでこの事業を始めたと思うんですが、これまでサテライトオフィスにかけてき

た事業費と、お試しサテライトオフィスを利用した実績を教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） すみません。当事業費につきましては、ちょっと今

手元に資料がなかったのでお答えできないところはあるんですけれども、おおよそですが、令

和３年度につきましては、オフィス部分の施設改修ということで工事の部分が２６０万ほど、

これは備品か、申し訳ないです。利用状況につきましては令和３年度に一般の事業者さん１件

が入っておりまして、そちらのほうで一度お試しで利用していただきまして、意見交換等を含

めまして交流を図り、今後どういった施設にしていったほうがいいのかというようなことを検

討させていただいておりました。令和４年度につきましては、町のホームページで広報のほう

を進めておりましたが、利用実績のほうは今のところございませんでした。令和５年度につき

ましては、今後またホームページ等で広報をしていくんですが、檜山振興局のほうで檜山ワー

ケーション推進協議会というものが立ち上がりましたので、そちらのほうと連携しながら、ま

たコロナの考え方も変わってくるというようなこともありますので、そちらと合わせてサテラ

イトオフィスの在り方というものを考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 事業費に関しては、正確なものあとから出していただければと思いま

す。ただ多分これ旧馬場川小学校の職員室を改修したものと思ってるんですが、かなりの額か

かってると思うんです。今お聞きしたところ、今のところ令和３年に１件の利用があって意見

交換をしたということで、費用対効果から見るとかなりよくないような感じかと思うんです。

今、伊藤主幹のほうから檜山のワーケーションと連携しながら新年度はやっていくということ
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で、これはこれで非常にすばらしいことだなということは思うんですが、３年間、今このお試

しサテライトオフィス事業をやってきてるので、一つある程度の方向性、総括みたいなものを

新年度見せて行かないと、このまま今の形でやっていくというのはかなり無理があると思うん

ですが、その辺のお考えをお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） それでは確かに今までの広報で利用実績があまりな

いというようなことも問題だと思いますので、またちょっとでやり方等を考えながらサテライ

トオフィスないしワーケーションも含めて今後も検討していきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） アフターコロナということで、これから地方へ２拠点生活というんで

すか、都会と地方そういうような形の生活スタイル増えてくると思うんです。需要をしっかり

取り組むような取組としてこのサテライトオフィスというのは非常にいいことだと思いますの

で、ただ、今既存のこのお試しサテライトオフィスに関しては旧馬場川小学校ということで、

かなり市街地から奥に入ったところにありますので、やっぱりこの形で使っていくというのは

非常に私は厳しいんじゃないかなと思います。本来であれば利便性のいいところにサテライト

オフィスがあったほうが、多分来られる方も来やすいんではないかと思いますので、その辺り

もしっかりと、今後、新年度調べながら今まで投資した分もありますので、用途変更ももしか

したら必要なのかもしれませんが、その辺りをしっかり新年度考えながら進めていっていただ

きたいと要望しておきます。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） 馬場川小学校に限らず意見等をいただきまして市街

地部分にある施設等も利活用できるようなところがあったり、またそう要望がございましたら

そちらのほうも含めまして考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ４ページです。生活交通路線維持費補助金についてですけれども、こ

の久遠線というのは大成から北檜山に来る路線だろうと思うんですけれども、この路線に関し

ましては、デマンド化の話があったというふうに理解しているんですが、現在の状況を教えて

いただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 斉藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（斉藤哲章君） ただいまの質問にお答えいたします。久遠線につき

ましては、３月３日の協議会で交通計画が協議完了いたしまして、その中で令和５年、６年、

７年度の途中まで、２年半をかけてどういうデマンド化ができるか、一部なのか全部なのか、

もしかしたら路線のまま残すとか、いろいろな検討を２年半かけてやることになっております。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ということは令和５年度に関しては、現状の函館バスさんが運行する

ということでよろしいわけですね。
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○委員長（熊野主税君） 斉藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（斉藤哲章君） そのとおりでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 先ほどの横山委員の質問に関連してなんですけど、これも記憶間違っ

てたらそこの訂正も含めてご説明いただきたいんですけど。この馬場川小学校を使ったサテラ

イトオフィス運営事業、これ今教育長が手を挙げたくてしようがないと思うんです、当時担当

課長でしたから。私は委員会終わったあとに、要はこれを始める切っ掛けが町外から関心を持

った方がいて、それが切っ掛けでこういった形の事業展開するのが切っ掛けだったというふう

に私は認識してるんです。ところが突然ドタキャンって言ったらその事業者に失礼なんですけ

ど、私はどちらかといったら、この馬場川小学校といったら町にとっても地域にとっても本当

に学校としての形態も特徴があるし、それなりにせたな町のある意味特徴と捉えてもいいと思

うんです。横山委員おっしゃったように、確かに市街地から離れてるけど、そこも含めて私は

宣伝もしていただき、町外からそういった思いを持って、こういったサテライトオフィスです

か、これが事業展開できればいいじゃないですかと言った記憶があるんです。だからかなり担

当としても苦労されると思いますが、要は周知も含めて、建物改修もここまでしました、地域

にはこういった特徴もありますと、そういったものを合わせながら、課横断的に考えていただ

ければと思うんです。もちろん教育財産でしたから、今は教育長にまた相談も含めて、ぜひこ

れがきちんとその事業化できるような形で担当としても捉えながら進めていただきたいと思い

ます。これ合わせた答弁になろうかと思うんですが、よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） 石原委員のご質問にお答えいたします。当初、要望

のありました事業者におかれましては来ました。キャンセルではなくて実際利用されまして、

その意見交換会を行ったという事業者が当初希望されてた事業者さんでした。そちらの方と意

見交換会したあとに、そちら雑誌の編集もされてる方でしたので、ちなみに雑誌のほうにも載

せていただいて周知のほうもさせていただきました。現状あまり使われてないというようなこ

とで大変反省しなければいけない部分だとは思うんですけれども、今後またうまく利用できる

ように考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 失礼しました。一度切っ掛けを作っていただいた方と結局は先ほど横

山委員の質問に答えた意見交換が、その法人なのかわからないですけど意見交換をしたという

ことなんですね。失敗と言ったら語弊があるかもしれませんけど、これに懲りずというか、こ

れからも今までどおり進めていただきたいと思います。これは強く要望させていただきます。

○委員長（熊野主税君） 伊藤主幹。

○まちづくり推進課主幹（伊藤哲史君） 今後、有効に活用できるような施設の方向性等を考

えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。
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○委員（平澤 等君） 説明資料の２ページ、今の石原委員の質問のあったその上段になりま

す。産業等活性化補助金１，６００万これ予算計上されます。これは継続事業になってますが、

この中に新規起業者等応援補助金及び新規事業補助金、さらに雇用奨励補助金というふうな名

目で３項目になってます。この内容について説明を願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。新

年度予算といたしましては、新規事業者等応援補助金２件分で２００万円、それから新規事業

補助金につきましても２件分で２００万円、雇用奨励補助金につきましては２４人分１，２０

０万円という内容で計上をさせていただいております。ちなみに令和４年度、今年度につきま

しては、新規起業者等応援補助金並びに新規事業補助金は０件でございます。両方とも０件で

す。雇用奨励補助金につきましては１９人分で９５０万円という内容になってございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の説明でわかったんですが、新規起業者という意味では違った形で

基金からの補助金があったっていう記憶してるんですが、それから新規事業、例えば農業なん

かに対しても新規就農した場合っていうのは、そういった方に対する、応援金というのがある

んですが、それとは別に行われるっていう解釈でいいのかと思いますが、その説明についてお

願いしたいのと、それから雇用奨励補助金ってことで先ほど２４人で１，２００万、単純に１

人あたり５０万って形なんですが、これの支給のされ方はどういう人にどういうふうに支給さ

れるのか、その内容についてもうちょっと説明願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） まずこの産業等活性化補助金につきましては、ま

ず新規起業者等応援補助金については、町の担い手育成条例にかからない方、該当にならない

方を対象に、年齢要件とかありますので、そこから弾かれた方を対象にということでこれはも

う令和４年度で３年目になっておりますので、そういう中で事業を進めております。新規事業

補助金につきましては、これは既に農業、漁業それから商工業をやってる方で、新たに特産品

を開発したり、新たな事業を展開するときに申請して補助を出すという部分になります。雇用

奨励補助金につきましては、企業など新規学卒者、これは高校、専門学校、大学を卒業された

方を新規に採用した場合に、１年間雇用をすると５０万円、これを３年間継続すると年間５０

万円の３年間で１５０万円まで補助をすると、毎年５０万円ずつ精算はするんですけれども、

そういった事業内容となっております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。今の説明によると担い手の基金に活用されなかった、

該当しなかった人のために、今回のこの産業等活性化補助金っていう項目の中で１，６００万、

そしてまたそれに担う就労される方に対して、その担い手に該当しない方に対しての５０万円、

１人あたり５０万円の補助を出すという解釈でよろしいんですね。
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○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 雇用奨励補助金につきましては企業等で、社会保

険掛けたり、新規雇用、ずっと期間雇用ではなくて、期間のない正職員、正社員として採用し

た場合の補助金、これ３年間補助金出しますよということで整備している補助金になります。

お願いします。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） ちょっと飲み込み悪くて申し訳ないです。そうすると今の話聞きます

とあくまでも本人でなくて採用された企業、会社の経営者に対してのこれは補助金であるとい

う、そういうくくりでよろしいですか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） そのとおりでございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ２款総務費の質疑を終わります。

２５分まで休憩します。

休憩 午前１１時１７分

再開 午前１１時２４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

３款民生費の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは資料の５ページ民生費でございます。３款民生費、

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費継続で、福祉バス・ふれあいバス運行業務、予算額２４

９万１，０００円、全額一般財源であります。町内の社会福祉団体などの地域活動の推進を図

るため福祉バス及びふれあいバスの運行業務を委託するものです。

次に新規で、避難行動要支援者個別避難計画更新業務、予算額７６万７，０００円で、全額

一般財源であります。現行の避難行動要支援システムへの項目追加に伴う改修、並びに個別避

難計画の更新にあたり、町内の介護支援事業所などに訪問調査業務を委託するものであります。

次に継続で、社会福祉協議会運営事業補助金、予算額３，４５２万４，０００円で全額一般

財源であります。社会福祉協議会の運営に対し支援をするものであります。

次に継続で、福祉灯油購入助成費、予算額８９２万８，０００円で道補助金５０万円、残り

が一般財源であります。町内に居住する高齢者世帯等に対し、冬期間の暖房に必要な灯油代の

一部を助成し経済的負担の軽減を図るものであります。

続きまして３目老人福祉費継続で、敬老事業予算額２２１万３，０００円で全額一般財源で

あります。昨年度から事業を見直しており、今年度は対象者を７６歳以上とし、米寿、白寿を

迎えられた方に対し長寿記念品を、７５歳以上の方にはお祝いのメッセージを送るものであり
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ます。

次に継続で、介護保険居宅サービス（通所介護）事業補助金、予算額４，７０３万３，００

０円、地方債が４，７００万円、残りが一般財源であります。社会福祉法人雄心会並びに大成

慈恵会において実施するデイサービス事業の運営に対する補助であります。

次に継続で、老人クラブ運営事業補助金、予算額１５５万円で道補助金は７２万３，０００

円、残りが一般財源であります。老人クラブの活動費に対する助成であります。

次に継続で、高齢者入浴料金助成費、予算額９００万円、全額一般財源であります。高齢者

施策として町内３施設を利用する高齢者に対し入浴料金の一部を助成するものであります。

６ページでございます。次に継続で、介護サービス利用者負担軽減事業補助金、予算額４６

万円で、国道補助金が３４万５，０００円、残りが一般財源であります。介護保険サービスを

利用する低所得者の利用者負担金の軽減を行った社会福祉法人等に対する助成であります。

次に継続で、地域密着型小規模特別養護老人ホームせたな雅荘運営事業助成金、予算額５，

６００万円、全額一般財源であります。社会福祉法人雄心会が運営するせたな雅荘の運営事業

に対し、令和４年度から令和８年度まで５年間の債務負担行為に基づいて財政支援を行うもの

であります。

次に５目障害者福祉費、継続で障がい者地域活動支援センター業務、予算額９８９万５，０

００円、その他財源の１５６万円は今金町負担金分、残りが一般財源であります。センターの

運営管理をＮＰＯ法人せたな共同作業所ふれんどに委託し実施しているものであります。

次に継続で障害者雇用促進事業補助金、予算額３６万円、全額一般財源であります。障害福

祉の向上を図るため、新たに障害者を雇用する事業者に対し支援するものであります。

次に継続で、障がい者入浴料金助成費、予算額３０万円、全額一般財源であります。障害者

施策として町内３施設を利用する障害者等に対し入浴料金の一部を助成するものであります。

次に６目福祉施設管理費、新規で、小倉山へき地保健福祉館外壁改修工事、予算額１２３万

２，０００円、全額一般財源であります。福祉施設の維持管理を図るため外壁改修を行うもの

であります。

○委員長（熊野主税君） 西田三杉荘所長。

○三杉荘所長（西田良子君） ７目老人ホーム運営費、予算書は６９ページでございます。継

続で老人ホーム三杉荘運営事業、予算額７，１０７万２，０００円、財源内訳は、その他財源

が７，０６１万１，０００円、その他財源の主なものは、各町からの老人ホーム入所措置費負

担金となります。一般財源４６万１，０００円、老人福祉法の規定に基づき、入所者の心身の

健康保持や生きがいを持って健全で安らかな生活ができる環境を提供することで、入所者の福

祉の増進を図るものでございます。入所定員につきましては記載のとおりでございます。

○委員長（熊野主税君） 高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） それでは９目継続で、重度心身障害者医療費助成事業で、予

算額３，０５１万１，０００円、国道支出金１，１２５万５，０００円、地方債１，４７０万

円、その他は医療費立替収入で２８５万円、残りが一般財源でございます。一定の要件に該当

する障害者に対しての医療費助成で対象人数は２８０人を見込んでおります。
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続いて７ページになります。１０目ひとり親家庭等医療費助成事業で、予算額２８７万４，

０００円、国道支出金１２３万７，０００円、残りが一般財源でございます。ひとり親家庭の

親及び子への医療費の助成で、対象人数は、親、子合わせて１３０人を見込んでおります。

次に２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、児童手当で予算額５，２１９万５，０００円、

国道支出金４，３９７万６，０００円、残りが一般財源でございます。児童手当法に基づき、

国の基準により予算措置をしたところでございます。

続いて子供医療費助成事業では、予算額２，０６１万８，０００円、国道支出金３４７万２，

０００円、地方債７３０万円、残りが一般財源でございます。対象人数は、未就学児童から高

校生まで６９０人を見込んでおります。

次に未熟児養育医療給付事業では、予算額４０万１，０００円、国道支出金１９万７，００

０円、その他は徴収金で１３万９，０００円、残りが一般財源で２名分を見込んでおります。

次に妊産婦医療費助成費では、予算額１００万円、全額一般財源で過去の交付実績に基づき

予算計上しております。

次に２目保育所費、保育所運営費で予算額２，３８７万４，０００円、国道支出金５３万７，

０００円、その他は保育料などで２７９万９，０００円、残りが一般財源で常設保育所の運営

費でございます。

次に３目認定こども園費、認定こども園運営費で予算額５，１５１万４，０００円、国道支

出金２７０万９，０００円、その他は保育料などで６７５万３，０００円、残りが一般財源で

幼保連携型認定こども園を運営するものでございます。

８ページになります。新規で外壁木部塗装工事で予算額１５７万６，０００円は全額一般財

源であります。園舎の適正な維持管理を図るものでございます。

次に４目児童福祉施設費、学童保育所運営費で予算額１，７７３万９，０００円、国道支出

金１，００６万円、その他は利用料で３６６万１，０００円、残りが一般財源です。小学生を

対象に３区の学童保育所を運営するものでございます。

次に放課後児童健全育成事業補助金で予算額５０９万４，０００円、国道支出金３３９万６，

０００円、残りが一般財源で民間の学童保育所に対し運営費を助成するものでございます。

次に５目子育て支援費、子育て支援センター運営費で予算額１１万４，０００円、全額国道

支出金であり、認定こども園及び各保育所における子育て支援センターを開設運営するもので

ございます。

次に新規で、子ども・子育て支援事業ニーズ調査業務、予算額２３７万２，０００円で全額

一般財源でございます。第３期子ども・子育て支援事業計画を策定するためのニーズ調査を実

施するものでございます。

民生費の予算額合計は１６億７，５５７万５，０００円となります。

以上で３款民生費の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 説明資料の５ページ、社会福祉協議会運営事業補助金、これ令和５年
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度で３，４５２万４，０００円、問題になった令和４年度が３，４７６万７，０００円、いろ

いろ協議の中で年度途中で瀬棚、大成の両支所が廃止になって支所長がいないわけです。ざっ

と見積もっても両支所長の人経費は減額されるものなりと私はそういう認識だったんです。こ

れからいくと、ほかの事業も含めていろいろあろうかと思うんですが、数十万しか違わない理

由は一体何ですか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 石原委員のご質問にお答えいたします。令和４年度当初

人件費におきましては、瀬棚、大成両支所長の人件費分が計上されておりました。先般の３月

補正議会におきまして、改めて社協補助金の追加の計上させてもらい議決いただきましたけれ

ども、人件費精査ということで両所長の人件費分はそこから削除をされ、令和４年度の人件費

支出見込みでは約２，５００万という金額で支出見込みをしています。それでは令和５年度、

新年度予算におきまして人件費支出、当初の予算とあまり変わりがないというお話ですけれど

も、令和５年度の人件費支出においての内容でありますが、社協で策定された改善計画にも記

載をされているところでありますけれども、今後の事業展開の充実を図るというような考えか

ら正職員、新規採用職員を採用したいという計画に基づいて予算見積りが提案され、担当にお

いても町においてもその内容には了解をしています。新採用職員というのは、これから新たな

事業展開を行うにあたって、社会福祉士の資格を持ってる方を採用したいというような内容で

ありまして、この方１名の人件費分が今年度予算に見積もっていることから、令和４年度当初

とあまり変わらないという計上内容になっています。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 社会福祉士の資格を持った方を採用したいと。それに伴ってどのよう

な事業が展開される、展開するという考えなのかお示しください。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。その条件としては社会福祉士の資格

を持っている方を採用したいということでありますけれども、まず社協として今後どのような

事業展開をしたいのかという内容で担当においても確認をしています。具体的には、この事業

のためにというのは現段階ではありませんけれども、これまで町でも行っています事業内容が

ありまして、引き続き現在もですけれども社協にこのような事業をしてもらえないかというや

りとりをしている段階でありますけれども、考えてる内容は成年後見制度、現在は町が中心な

り進めている事業ですけども、この社会福祉士の採用によって成年後見制度の窓口においても

社協で担ってもらいたい。それと合わせて生活支援サポートセンター運営協議会という協議会

を包括支援センター事務局でやっています。この運営協議会は、これまでも移送サービスＤ型

やＢ型などの移動支援、移送サービス事業を行っているボランティアさんがいるんですけども、

合わせて昨日も一般質問で出てました買物支援事業、そのような生活支援事業を実施するにあ

たって、現在サポートセンター運営協議会というものでいろいろ進めていますけども、この窓

口を社協に担ってもらいたいというのは以前からお願いしているところでありまして、この社
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会福祉士採用によって、資格がなければならないというわけじゃないんですけれども、いろい

ろな知識や見聞を持たれた職員を採用することによって、このような事業展開も拡充できるの

ではないかということでは、現在も社協さんとも協議を進めているところです。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 社会福祉士、有資格者の採用の見込みというのは担当としてどういう

ふうに捉えてますか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。まずこの社会福祉士の採用にあたっ

ては、予算委員会で承認をいただいて予算を可決してもらってからの動きになるとは認識して

ますけれども、例えば町内のチラシ、ホームページ等ということだけでは担当は来てくれない

だろうというふうに当然認識してます。そしてこのような人材確保にあたっては、北海道社会

福祉協議会、道社協が窓口になっています北海道福祉人材センターというところがあります。

ここでは、それぞれマッチングというか、勤務したい方、それと勤務していただきたい方、受

け手と事業者と働き手がそれぞれ登録をして、それで道社協が窓口となっている人材センター

においていろいろ調整をしていただき採用に至るというような機関がありますので、社協には

こういうような機関も活用して採用に向けていろいろ執り進めてほしいということを進めてい

ます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 社会福祉士の資格を有した方、これはその改善計画にも示されている

ということですけど、先ほど町側として、長年にわたって要は人件費補助１００％充当するの

はいかがなもんだと、社協独自で事業展開してくださいと。これはもう担当としてずっと言っ

てきたというのは、私はそういうふうに認識してるんです。今縷々説明があった例えば、成年

後見制度はじめ移送サービス、買物生活支援、こういった社協で取り組めるべき事業、これは

もう社会福祉士の資格がなくてもできるというふうな説明があったと思うんですが、これ協議

しても具体的に、確かに予算が可決したあとの採用の、例えばホームページなりの募集だとい

う趣旨の説明がありましたが、これまずどうなんですか。まだこの予算の特別委員会ですけど、

やはり社会福祉協議会そのものをきちんとしなければ、またこれ空転するような気がするんで

す。仮に１００歩譲って予算措置がされて、社会福祉士を募集したと、手が挙がったと、手が

挙がったはいいが、そういった有資格の方がせっかくこちらに来ていただいて、それに伴って

何が今のせたな町社会福祉協議会でそういった事業展開がされるのかっていったら、私は申し

訳ありませんが不透明というか、あまり信用できるような状況ではないという認識です。これ

成年後見制度なりは、議会のほうから、副議長なりからも提案がありましたし、町からももち

ろん指摘はされたんでしょう。合併したあと、例えば、大成の社協支所のほうでも職員自ら成

年後見制度の講習に出向くなり、そういった動きがあったんです。でも社会福祉協議会として

は、こういった制度を取り入れなかったと。これは残念だったなというふうに思うんです。買

物支援は昨日も横山議員、菅原副議長からも説明がありましたけど、北檜山中心にこれ既に行

われてるんです。赤い羽根募金運動の財源をそこに充てて、だからどうなんでしょうこの３，
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４５２万４，０００円、繰り返しになりますけど両支所が廃止されて、両支所の支所長の人件

費は削減、その上で担当課として、これまたこのあとも大変かもしれませんけど、事業展開を

進めるにつれて、進めていく、町側も率先して協議すると、それに対して社協側が事業を展開

する、こういった事業に例えば有資格者が必要だと言ったときに、のちに町として人件費なり

を補助すると。そういった形で進めるべきだと思うんです。確かに補助金は一気に仮に可決し

たとしても３，４５２万４，０００円は、一気に行くもんじゃないというふうに私は認識して

るんですけど、そういった社協側の姿勢、本当に動き、担当、私の認識間違ってるかもしれま

せんけど今の状況で、要は今事務局長が昨年４月に本所の事務局長として就任されてますけど、

そこを中心にどうなんでしょう。そういった方が役場職員として従事している方がいないと予

算書、決算書までできないっていう話もかなり前から聞いてるんです。そういった基本的な体

制を立て直さない中で、今浜高補佐が一生懸命説明いただきましたけど、本質が変わらない中

で、この予算というのは私は到底承認できるものではありませんが、町長、今補佐からいろい

ろ説明ありましたけど、予算だけ見ると数十万しか違わないんです。これを新年度予算に上げ

てきた町長としての考えを示していただきたい。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） それではお答えを申し上げます。議会では特別委員会を設置しま

していろいろ審査の中でいろいろなご意見をいただいた中で昨年８月に改善計画が出てまいり

ました。それに基づいての運営がなされるものというふうに思っております。そういった中で

資格のある者、より知識の深い者を採用して様々な事業に取り組んでいきたいとこういうこと

ですから、私ども町といたしましては先ほど補佐から申し上げましたけども、その裏づけの一

つとして補助金を交付していきたいとこういうふうに思っているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今、私は町長を指名させていただいたんですけど、副町長からの答弁

でした。まだ特別委員会の調査終わってないんです。ましてや社協側の姿勢は会長名で議会か

ら指摘されるような問題は何もないというような、あり得ない強固たる態度なんです。確かに

形としては有資格者を採用すれば、それに伴って事業展開はできる可能性はありますけど、町

側から長年にわたって社協側に提言している事業に関しては、高い人件費をかけてそれが事業

として必要だということではない事業なんです。ただ本質そのものを変えないうちに、形だけ

そういったことを考えながら、今回のこの予算上程は残念というか、遺憾というか、社協側に

対して、担当はかなり苦労してると思うんです。それなりの指摘もしてきてるんです。でもそ

この改善もないまま、見込みのないそういった資格者の採用を見込んだ上での予算措置という

のは到底納得できるものではありませんが、その辺に関して副町長、町長を名指ししても副町

長の答弁だと思うんですけど、見込みも含めてどういうふうに考えてますか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 今ご質問の中で本質的なものの改善の見込みがないということで

ございますけれども、私はそうは思ってませんでして、議会のご指摘かなり受けた中での改善

計画、やっぱりこれに基づいて運営がなされていくというふうに思ってます。そして町から様々
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な事業の提案をしてますけれども、それは単に提案ということではなくて、町も行政指導まで

行くかどうかの強制力はわかりませんけれども、やはりそういった助言、指導なりをしながら

やっていかなければ社協の運営というのは成り立たないというふうに思っているところでござ

います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 見込みというのは、この有資格者の採用、そこも含めての私の質問で

した。繰り返しになりますけど、町長と言っても副町長答えるんでしょうけど、そういったこ

とが行政指導までいかないにしても、町側からきちんと指導して、それで改善されて社協独自

で事業展開すると、そういったときに初めてそういった資格を持った方が必要となったときに、

それなりに人件費補助を考えるべきではありませんか。何もないまま、動きもないまま、ある

いは担当からきちんと指摘しても事業ができるかどうかも不透明のままこういった予算措置は

するべきではないと思いますけどいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 社会福祉協議会の運営の裏づけとして、やはりこの補助金という

のは必要だというふうに理解しておりますので、この当初から約３，４００万の補助金を計上

させていただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 補助金、必要だというのは私も十分理解してるんです。私の言い方が

通じてないのかもしれませんけど、要は両支所長の人件費これ要らないんじゃないですかと。

ざっと見てその分がカットされるものなりと勝手な認識をしていましたということも冒頭質問

に合わせたんです。浜高補佐の説明では、社会福祉士の資格を持った方を採用したいと。じゃ

何を事業展開考えてるんですかと言ったら、その有資格者をせっかく採用されたとしても、資

格がなくてもできるような事業展開が、これ説明の中で縷々、ほぼそうじゃないですか。であ

れば副町長、補助金必要だって十分わかっているんです。だって補助金確保の事業一切してな

いわけですから。だからそういった動きが見えた上で社会福祉士の資格を持った方がこれ必要

だというふうに判断したときに、それなりの補助金の措置をすれば、それで済むことなんです。

という趣旨の質問だったんです。再度お答えいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず今回の提案でありますが、石原委員言われるこの今までよりもま

た一歩を前進をさせるということでの改善計画ができております。それに沿ってこの改善して

いく計画を実現するために様々な事業を展開すると。これに必要なマンパワーとして力のある

職員を採用してこれを実現するんだと。実現させていただきたいというしっかりとした計画に

基づいた提案ということで、町としても受入れて期待する姿をぜひ実現してほしいということ

ですから、この計画が無いということではなくて、計画があってそれを実現するためにという

ことであります。私たちとしても、やはり期待するからには提案をしてこられた内容、それを

実現するための予算ということをしっかり裏づけをきちんとしてあげないと、この改善計画が

実現しないというふうに思っておりますので、その辺は議員の皆さん方にご理解をひとつお願
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いしたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） ただいまの社会福祉協議会の運営事業補助金について、私は今回の説

明あった中でいけば、これは容認したいという考えを持ってます。その中でその内容として、

これはいろいろな今の情勢ございますけども、先ほど説明あった社会福祉士を利用した中での

成年後見制度及び生活サポートセンター運営協議会、そういった町の出先機関として活用した

中でやっていくということについては私は結構なことじゃないかと。確かに前年度の費用から

見れば結果的に令和４年から見れば増えてます。この人件費の分が社会福祉士にあたる費用で

あって、さらなる改善計画に基づいていくっていうふうなことの説明でございました。これに

ついては、内容については担当及び社会福祉協議会、また理事者、そしてまた財政課いろいろ

な面で精査した中で出された額だと思うんです。そこで私はこれ容認したいことを思ってるん

ですが、その中で今回の３，４５２万４，０００円の中で人件費としてどのくらいの額を想定

しているのか、内容について教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 平澤委員のご質問にお答えいたします。人件費で２，９

８０万４，０００円を見込んでいます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 人件費で今２，９８０万なにがしというふうなことでございましたけ

ども、とすると残額の費用についてはどのような配分になってますか、内容についてお答えく

ださい。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします言葉不足で申し訳ありませんでした。

人件費２，９８０万４，０００円で残りの４７２万円についてが事務費等ということで合計３，

４５２万４，０００円であります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 昨日の監査委員からもあったように、事業における収益を、その部分

を見込んだ中での人件費圧縮にかけるという、そういうのが望ましいんじゃないかというふう

なことの話もございました。その分についての見込みについてはどのように考えてますか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。歳入としまして、いろいろ会費収入

や事業収入があります。そのうち受託金収入ということでは、令和５年度においては様々ある

んですけれども、予算額としては１５５万円程度の北海道からの受託金と町で行っています訪

問型サービスＤという事業がありまして、ＢとＤという事業がありまして受託金６３万２，０

００円、合わせて２１８万円程度の受託金収入を見込んでいます。
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○委員長（熊野主税君） 平澤委員、質問の途中ですけども時間がかかるようなので、ここで

昼休みの休憩にしたいと思います。

暫時休憩です。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 ０時０２分

○委員長（熊野主税君） 会議を再開します。

今言ったとおり昼食に入るんですが、１時からこの委員会の協議会を開きたいと思いますの

で第１委員会室に１時に集合をお願いいたします。本会議のほうは１時３０分に開会したいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時２９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

お諮りします。

３款民生費の審査につきましては、社会福祉協議会運営補助金の質疑を保留し、ほかの事業

の質疑を進めたいと思います。その後４款、５款等々進め、最後歳入歳出一括質疑の際、最後

に社会福祉協議会運営補助金についてのみ質疑の場面を設けたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認め、そのように取り進めいたします。

それでは午前に引き続き３款民生費の質疑を受けます。

石原委員。

○委員（石原広務君） 説明資料の５ページ、老人福祉費の敬老事業、敬老会の関係事業とし

て担当課からも説明ありましたけど、今年に関しては、去年は担当課も苦慮してアンケートを

取るなり、コロナ禍の中どうにかこうにか開催できなかった地区もあるんですけど、今年はイ

ベント含めて通常どおり開催されるものなりと推察もするんですが、やはり不安を抱えている

敬老会対象者、これはこのあとも少なからずいるんだろうなと。開催の案内も何も出してない

中なんですけど、去年大成区に関してなんですけど、延期もして要は開催したんです。残念な

ことに町民センターが改修途中で中学校の体育館でやったんですけど、本当に寒いっていうの

が最初の苦情でした。開催して年明けてある敬老対象者からコロナ禍もあり参加しなかったん

だと。参加しなかった私たちにこれしかしてくれないんだよっていう声があったんです。だか

ら今の状況の中で、これ推測の域になるかもしれませんけど、開催するどうしても参加できな

いと。でも敬う気持ちを持った町の対応として不参加の方に担当として、どういった対応を考
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えているかお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 石原委員のご質問にお答えいたしいたします。敬老祝い

に関しては、令和４年度から敬老祝いのメッセージということで町長からのお祝いのメッセー

ジを７５歳以上の敬老者に対してご案内させていただきました。それと別に敬老会開催事業と

いうことで、昨年は予定してる全会場ではコロナ禍の影響でできなかったんですけれども、令

和５年度においても、今年度同様に敬老会は弁当を配布ということで考えておりまして、当初

申込みされて急遽参加できなかった方に対しては、昨年もお弁当を配布させてもらっています

けれども、最初から敬老会に申し込まれなかった方、事情があって申し込めない方もいると認

識してますけれども、そのような方に対しては特別に何かを配布するということは考えてはお

りませんで、７５歳以上の敬老者にはお祝いのメッセージで町長から敬老を敬うということを

させていただくことで考えています。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 町長メッセージ、今担当のほうから説明ありましたけど、高いもの欲

しいとかそういうことはないんです。ただそれに対して残念だっていう率直な声があるんです。

担当からは今メッセージということですが、町長そういった対応でしか考えられませんか。町

長の言葉で説明いただきたい。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これは敬老会事業ということでの予算でございまして、参加につきま

しては個人の判断で自由ということになります。したがいましてこの敬老会の事業は、今担当

のほうから言われましたように、対象としては７６歳以上でご案内をして実施したいというふ

うに考えているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 町長、敬老祝いメッセージのはがき、これで町長として止む無く欠席

する方々にも敬う気持ちを走れますかっていうことの率直な意見なんです。それに対して苦情

も出たというのは先ほど担当にも質問に合わせて言わせていただいたんですが、それでしか今

の段階でお考えになってないというふうに理解してよろしいですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 参加されるか、されないかというのはそれぞれのいろいろな事情があ

ってのことではないかというふうに思います。敬老を敬うという気持ちは、これはしっかりメ

ッセージでお伝えをさせていただきたいというふうに思います。事業いろいろあるわけですが、

なかなか、できるだけ事業に参加していただきたいというのは私たちの考えでございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 説明資料の６ページお願いします。障がい者入浴料金助成費、これ障

害者とそれから介助者の金額３０万円が町から補助出ています。それで私、介助者に対する料

金を無料にしてほしいなという考えでございます。この皆さんは働いてる方、介助者は報酬は
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いただいてるかもわかりませんけれども、介助者は報酬をもらっているけれども、それそうい

うことでございますけど介助者の無料ということにはならないでしょうか。お願いします。

○委員長（熊野主税君） 古守主幹。

○保健福祉課主幹（古守亜珠君） お答えいたします。障がい入浴料金助成の介助者のほうな

んですけど、こちらは家族になります。お仕事でヘルパー事業とかで同席される方については

今までもいますが、そういう方は入浴しないで介助については無料で介助のために入場してい

ます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 説明資料の８ページ、１番最後に子育て支援費、新規事業で子ども・

子育て支援事業ニーズ調査業務２３７万２，０００円という予算額が出てます。これについて、

この内容説明によると第３期子ども・子育て支援事業計画、令和７年度から１１年度というふ

うなことで長期に及ぶ計画を立てますが、現在令和５年度の予算編成する中で、今回この令和

７年度から１１年度の部分の５年間の計画立てて、この内容についてどういうふうな運びで計

画立てて、そしてまた今後どのように生かしていくのか、その内容について説明願いたいと思

います。

○委員長（熊野主税君） 林児童福祉係長。

○児童福祉係長（林 亮輔君） ただいまの質問にお答えいたします。子ども・子育て支援事

業計画といいますのが、まず保育関係の必要量ですね、園児をどの程度見込んでて、どの程度

の施設で賄えるのか、要は待機児童等を出さないために保育環境が整えてるかどうかっていう

部分がまず一つ大きな計画の中身となっております。このニーズ調査といいますのは、まず未

就学児を抱える親御さん、あと小学校就学されている親御さんにニーズ調査というものをしま

して、どういったニーズ、いろいろな意見あるんですけれども、個別の意見いろいろ集約して、

それもその計画に反映していくということで、中身的には量どの程度保育に必要なのかってい

う量の把握というのと、実際の親御さんの意見の部分をどの程度反映していくのかというので

計画を立てるということで、あとこの計画があることによって子ども・子育て支援の交付金等

の対象にもなってくるというような形になっております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） ただいまの説明で大体わかったような気がするんですが、何となく令

和５年度の予算編成してる中で、６年、７年あとのことに対して今調査するってことなんです

が、これは調査をして計画書を作るっていうところまで含めているのか。また今年度の計画の

中に２３７万２，０００円を一般財源から出すというふうなことになると、この中の今年の場

合、今年で１年でこの計画をまとめてしまうのかな。また７年度だから令和５年、令和６年度

２カ年にわたって調査、アンケートもしくは聞き取り調査してって、そしてまとめて、このま

とめた計画をどのように出すっていう、そういったシミュレーションについて説明を再度お願

いいたします。
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○委員長（熊野主税君） 林児童福祉係長。

○児童福祉係長（林 亮輔君） ただいまの質問にお答えいたします。すみません、先ほど回

答に一つ漏れがありまして、今回保護者対象にニーズ調査を令和５年度に行いまして、令和６

年度に計画の策定業務という形で、ニーズ調査をまとめたものを踏まえての策定をするという

ことで、来年度また改めて新年度予算で策定業務というものが出てきてくる形になります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） しつこいんですけども、これはそしたら今回出してるのはあくまでも

令和５年度にかかる２３７万２，０００円という感覚になるんですか。今話聞くと来年度は来

年度でするということなんで、この費用については、今年だけの費用で調査にかかるために令

和５年度の費用がかかる、令和６年度、来年は来年でまたこの費用がかかるというふうなこと

で、来年度はさらに今度そうすると計画書を作るってなるともっと大きな費用がかかるという

判断でよろしいんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 林児童福祉係長。

○児童福祉係長（林 亮輔君） このたびの予算については、ニーズ調査のみの予算となって

おりまして、策定業務につきましては、一応事前に見積りいただいている中では、この金額と

同程度の予算見積りいただいてますので、そのぐらいかかってくるというふうに押さえておい

ていただければと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 説明資料の６ページの２段目です。地域密着型小規模特別養護老人ホ

ームせたな雅荘運営事業助成金５，６００万円に関して、関連して昨日の菅原副議長の一般質

問で、要は今の雅荘を運営している雄心会のもとで、きたひやま荘が２月末で３６名、雅荘が

１９名、町長答弁では、再開した案内ホームページのみでやってて、新規の申込み等はチラシ

等はなかったと。今後は展開していくという趣旨の答弁はありました。確かに債務負担行為で

５年度は５，６００万円予算措置されるんですけど、これあれですか雄心会が経営することに

なったきたひやま荘と雅荘、これは国からの介護報酬の収入ですが、要は介護度３を基準にし

た上でどのぐらいの減収になる。それ担当のほうで押さえてるんであればお知らせいただきた

い。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 大変すみませんが押さえてはおりません。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 私もはっきりした数字は正直申し上げまして押さえていないんですが、

特別養護老人ホームだと３を基準に、利用料含めて大体１人あたり３０万何がしかの収入がそ

れぞれの法人にあるというふうに認識してるんです。地域密着型に関しては、多少上乗せで収

入が見込めると私は捉えてるんです調査したところ。ただ、きたひやま荘に関しては、いろい

ろな事情があって、雅荘の再開に伴って町長いわく入所者等家族が希望して雅荘に移転したっ
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ていうこともありましたけど、この雅荘再開、昨年１１月、要は雄心会の努力というか、それ

で町長いわく予定より早期再開ができたということの説明でしたが、当初、雄心会を紹介して

いただいたときに常任委員会では、それなりのノウハウがあるんだと。実績も要はやってるそ

れなりの力のある法人だという紹介だったんですが、当初、雅荘を運営していた恵福会と雄心

会の協議の中で、やはり雅荘は単体での運営は困難だと。それを理由の一つに５カ年計画を持

って１億２，５００万、で町長いわくそれが条件だったと。債務負担行為で確かに議会は議決

しました。でも昨日の２月末でのきたひやま荘と雅荘の入所者の数字を見ると確かにこれ雅荘

再開に対しての債務負担行為して５カ年計画で１億２，５００万円決めました。５年度に関し

ては５，６００万。これがあるから要は国からの報酬が減になっても、これは法人には影響は

ないものと私は個人的に解釈するんですけど、町長、逆に言えば私以前に一般質問しましたが、

５カ年計画、１億２，５００万円、これ債務負担行為で確かに議決されています。雅荘再開を

町長がおっしゃるように入所を決めた入所者、家族、喜んでる声もあります。雅荘再開に伴っ

て雄心会が独自に外国人労働者も確保できました。でほかの法人から雅荘の再開に伴って要は

雄心会の募集に関して、ほかの法人から仕事場を変えた方も実際に声も聞いてます。ただこの

単体で運営困難、これはノウハウを持ってる雄心会がそういった結論を出した中で、５カ年計

画、５カ年の間は町からお金が出るから、これ入所者の確保もかなり困難なんです。見通しも

持てないんです。町長この予算委員会の中で関連した質問になってるんですけど、これ今の状

況の中で６年目以降、もうこれ５，６００万は約束なさってるんでしょ。それだったら働く人、

雅荘を選んだ入所者、家族そこに安心を与える意味で、６年目以降の雄心会の考えあるいは町

長の考え、これを示しながら入所者確保、あるいは就労者の確保も含めてきちんと協議すべき

と。これ今からやらないと３年目、４年目になったら今のままだったら不安な声がまた出ると

思うんです。少し質問長くなりましたけど町長改めて申し上げます。きちんと６年目以降のこ

とも考え、雄心会側と協議すべきというふうに思いますがお考えをお示しください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 議会でもこの件の協議のときにお話してると思いますが、６年目以降

も協議をしておりました。５年目までの支援をいただくということが再開の条件ですから、当

然６年目以降は支援なしで自立していくという形でございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） その協議はいつなさったんですか。私一般質問の答弁は、そういった

時期ではないっていう旨の答弁だったと記憶してるんですが、私の認識の誤りですかね。大き

くうなずいてますね。６年目以降は、町からの補助がなくても雄心会が、地域密着型の小規模

特老雅荘の運営もノウハウを持ちながら補助なしで充実した形でやっていただけるというふう

なもう答えなんですかそれは。改めて確認させください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今の雅荘ときたひやま荘は、これは民間の社会福祉法人の経営の中で

やっております。そうでありますから、これは当然６年目以降も、施設ももちろん雄心会とい

うことでございますし、経営も雄心会ということでございますから町としては心配はしており
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ません。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） いやしつこく質問する気はなかったんですけど、それも当然理解して

るんです。繰り返しになるけど、最初雅荘いろいろあったじゃないですか。イムスグループと

の協議も破綻になったり、でも雄心会が手を挙げたと。昨日の一般質問ではないですけど、本

当に秘策ということで紹介だったんです。そのあとはノウハウを持った、それなりの力を持っ

た法人ですという紹介だったんです。ところが協議を重ねるにつれて雄心会の結論として、ノ

ウハウを持った雄心会の結論です。いわゆる小規模特養、地域密着型の雅荘に関しては、その

事業運営は単体では困難だと。だから５カ年計画をもとに１億２，５００万出してくださいと、

それを約束してくださいということだったんです。確かにそうなんです、雄心会でやってる施

設だって十分わかってるんです。でも町に補助を求めて、町長は出すという結論を出して議会

に諮ったわけじゃないですか。だからそういうのもなしに６年目以降は独立した形でやってい

ただけるというふうに理解してよろしいんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ６年目以降についてどうのこうのという、このお願いは受けておりま

せん。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） お願いを受けていないんではなくて、町の姿勢として入ってるのは町

民、町外からも来てるかもしれません。町長おっしゃったじゃないですか。議会からも要求が

あって町民からの要求があって、その上で雅荘がようやく再会できたと。入った方、家族、そ

こを仕事場として選んだ方、そういった方の不安解消のために、町長としてきちんと発信して

くださいということを一般質問のときもお願いしたんです。だからそこも含めて協議してくだ

さいっていうことを重ねて質問に合わせて言ってきたんですが、そういった心配はないという

ふうに理解できるような答えだったんですけどいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから先ほどから言っておりますように、雄心会のほうからそうい

う話はございませんので、私のほうから心配はするということにはなっておりません。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） ５カ年計画が終わった６年目以降は何ら心配も町長としてないという

ふうな考え方だということですか。確認させてください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 現時点では心配しておりません。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ３款民生費の質疑を終わります。

次に４款衛生費の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。
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○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは８ページ衛生費でございます。４款衛生費、１項保

健衛生費、１目保健衛生総務費、継続で母子健康診査等、予算額４９６万４，０００円で、道

補助金２８万４，０００円、残りが一般財源であります。母子保健対策として、妊産婦健診、

乳幼児健診等を実施し母子支援に努めるものであります。

次に継続で、患者輸送バス運行業務、予算額１，４７４万９，０００円、全額一般財源であ

ります。へき地保健医療対策として通院手段となる患者輸送バスを運行するものでございます。

次に継続で、道南ドクターヘリ運航経費負担金、予算額２４４万２，０００円、全額一般財

源であります。ドクターヘリの運航に係る自治体負担金であります。

○委員長（熊野主税君） 佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） 続きまして継続で、病院事業会計繰出金３億６，０６１万５，０

００円、全額一般財源でございます。交付税算入分ルール見込み分として１億８，３８８万３，

０００円を計上いたしました。内訳としましては、せたな国保病院１億６，２５６万５，００

０円、瀬棚診療所１，４２０万、大成診療所７１１万８，０００円でございます。建設改良、

不採算分ルール分以外として１億７，６７３万２，０００円を計上いたしました。内訳は、せ

たな国保病院１億２，１６４万６，０００円、瀬棚診療所２，２６３万６，０００円、大成診

療所３，２４５万円でございます。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 次に９ページでございます。２目予防費、継続で予防接種業

務、予算額２，２８２万８，０００円で、その他財源が１４９万５，０００円、残りが一般財

源であります。今年度から帯状疱疹の発症及び重症化を予防するため帯状疱疹予防接種を受け

る費用に対しての一部助成の実施、また乳幼児や高齢者等に対し予防接種法に基づく定期接種

及び任意接種を実施するとともに、エキノコックス症検査を行い公衆衛生の向上に努めるもの

でございます。

次に１０ページになります。３目健康づくり事業費、継続で健康づくり事業、予算額１，８

６２万８，０００円で、道補助金７９万９，０００円、その他財源として検診の自己負担等で

５１７万３，０００円、残りが一般財源であります。町民の健康づくり、健康保持のため各種

がん検診、健康診査、健康教室などを実施するものであります。

○委員長（熊野主税君） 高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） それでは４目環境衛生費、新規で狩場葬苑耐火煉瓦積替工事、

予算額５２４万７，０００円、全額その他で公共施設整備基金からの繰入れでございます。狩

場葬苑１号炉における耐火煉瓦を積み替えし火葬炉の長寿命化を図るものでございます。

次に新規で、大成火葬場主燃焼炉積替工事で予算額２６１万８，０００円、全額その他で公

共施設整備基金からの繰入れでございます。主燃焼炉の耐火煉瓦を積み替えし施設の維持管理

を図るものでございます。

合併処理浄化槽設置補助金で予算額１５０万円、全額一般財源でございます。補助金額の上

限を３０万円として５件分を見込んだものです。

資源ごみ回収奨励金、予算額１００万円、全額一般財源でございます。ごみの減量化と資源
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ごみの有効活用を推進するため、町内会などの回収団体に対して奨励金を交付するものでござ

います。

次に６目公営温泉浴場管理費、公営温泉浴場管理運営業務で予算額２，７８９万２，０００

円、その他財源は温泉入浴料で９０１万６，０００円、残りが一般財源です。瀬棚公営温泉浴

場の運営経費及び貝取澗公営温泉浴場の指定管理料でございます。

次に１１ページになります。公営温泉浴場維持管理業務で予算額３８４万円、全額一般財源

です。瀬棚公営温泉浴場及び貝取澗公営温泉浴場の維持管理経費でございます。

次に２項清掃費、１目清掃総務費、北部桧山衛生センター組合負担金で予算額３億９，０８

３万１，０００円、地方債１億８，５１０万円、残りが一般財源でございます。普通負担金と

して３億８，３６１万３，０００円、うち最終処分地施設整備事業費負担金が１億８，５１５

万２，０００円であります。算入費用負担金は７２１万８，０００円を計上いたしました。

最後に２目し尿処理費、し尿等処理事業で予算額３，５８５万４，０００円、その他財源は

し尿処理手数料で２，２７７万６，０００円、残りが一般財源でございます。し尿処理運搬業

務等で２，１１４万２，０００円、下水処理場し尿等処分負担金で１，４７１万２，０００円

を計上しております。

衛生費の予算総額は１１億５５２万６，０００円となります。

以上で４款衛生費の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） １０ページの合併処理浄化槽設置補助金、この補助金は１戸に対して

３０万円となっております。ずっとこの３０万という金額が変わっておりません。物価も高く

なっております。住宅を建てるにもいろいろと高くなってきておりますので、町の補助金３０

万から幾らか上げるような判断をしていただけないでしょうか。大分前に私お話したことなん

ですけども、いくらにすれとは言いませんけども、町民の意を酌んで幾らか上げていただきた

いと思いますけど、どうでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 原田係長。

○環境衛生係長（原田 宰君） ただいまの大湯委員のご質問にお答えいたします。こちらの

ほうは先ほど言いましたせたな町合併処理浄化槽設置補助に関する条例に基づきまして第５条

におきましてこの補助金の額が３０万円とすると決まっております。平成１８年設置以降、金

額は変わってないので、過去の交付の経緯からこのまま３０万ということで考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 今説明いただきましたけれども、状況に合わないようであればいろ

いろと職員の皆さんが研究して、町民の意を酌むような結果を出すようなことをしていただけ

ればと思いますので、すぐとは言いません。よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 高橋課長。

○町民児童課長（高橋 純君） この浄化槽の設置費用につきましては、大体設置費の３分の

１か４分の１程度町が補助している形になります。工事費の関係で工事費が高騰な状況が進め
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ば、今後この設置費用の負担金について協議してまいりたいと思っております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ４款衛生費の質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午後 ２時０６分

再開 午後 ２時０９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

次に５款労働費の説明を求めます。

神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） それでは１１ページです。５款１項共に労働費、１目

労働諸費、継続で渡島檜山北部通年雇用促進支援協議会負担金１７万８，０００円、全額一般

財源でございます。せたな町、八雲町、長万部町、今金町、それと各町の経済団体と連携した

協議会への負担金でございます。

５款労働費合計しまして２３万６，０００円でございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ５款労働費の質疑を終わります。

次に６款農林水産業費の説明を求めます。

河原農務課長。

○農務課長（河原泰平君） それでは資料１１ページ、予算書では８２ページからになります。

６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費です。農業委員会費８９３万１，０００円、

道補助金１０１万２，０００円、その他財源８万８，０００円は、各種事務事業の委託金など

で、残りの７８３万１，０００円は一般財源であります。農業委員１５名の報酬３８０万円の

ほか農業委員会の活動に係る経費であります。

続きまして３目農業振興費です。資料１２ページになります。新規就農者促進事業９５万１，

０００円、全額その他財源で担い手育成基金並びに農業実習等宿泊施設使用料で充当予定です。

農業の担い手育成確保を図るため、就農フェアへの参加や研修宿泊施設の管理を行うものであ

ります。

環境保全型農業直接支払交付金事業４５３万円、内訳は道補助金３４１万３，０００円、残

り１１１万７，０００円は一般財源です。法律に基づき地球温暖化防止や生物多様性保全など

一定の要件を満たした営農活動に対し支援するものです。今年度の取組を予定している農家は
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１１件、５８ヘクタールを予定しております。

北海道農業次世代人材投資事業４５４万円、道補助金４５３万８，０００円、残り２，００

０円は一般財源です。経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し資金を交付するもので

す。酪農で新規就農した夫婦２件に対し引き続き支援するものでございます。

中山間地域等直接支払交付金事業４，８６３万７，０００円、国道補助金３，６３６万１，

０００円、残り１，２２７万６，０００円は一般財源です。法律に基づき対象農用地の面積に

応じ交付金を交付するもので、交付金の使途は北檜山、若松、瀬棚の３地区の集落協定参加者

の合意により決定し活用されている事業でございます。

次に新規助事業といたしまして、新函館農業協同組合合併支援補助金１億３，７８２万３，

０００円、全額その他財源で産業振興基金による充当です。令和５年２月１日に新函館農業協

同組合と北檜山町農業協同組合が合併し新たな新函館農業協同組合となりました。今後、営農

事務所統合することにより一元化した強力な営農指導、地域ブランドの統一や拡大、集出荷体

制の効率化が見込まれ、さらなる農業振興の推進並びに生産者負担の軽減を図ることを目的と

し、旧北檜山町農業協同組合営農事務所の大規模改修に係る費用を支援するものでございます。

同じく新規市事業といたしまして、檜山北部広域農業協同組合連合会予冷庫整備事業補助金

４００万円、全額その他財源で産業振興基金による充当です。当町の振興作物を今金町と共同

出荷している当該広域農協連に対し、老朽化した予冷施設の更新に係わり必要経費を今金町と

共同で負担するものでございます。

経営所得安定対策等推進事業補助金５４万円、全額道補助金でございます。本制度の推進母

体であります、せたな町農業再生協議会への事務費の補助でございます。

続きまして資料１３ページをご覧ください。持続的畑作生産体系確立緊急支援事業１６７万

２，０００円、全額道補助金でございます。持続可能な畑作産地を形成するため種子馬鈴薯の

原種、採種圃におけるウイルス罹病率を低減する取組に対し支援するものです。今年度の取組

を予定している農家は８件、２０．９ヘクタールを予定しております。

続きまして４目畜産業費です。町営牧場指定管理事業６００万円。その他財源１５１万１，

０００円は、牧場草地の一部貸付けに伴う賃貸料で、残り４４８万９，０００円は一般財源で

ございます。長期供用ができる健康な牛を育成するために町営牧場の管理運営に対する指定管

理料です。

草地畜産基盤整備事業２，６８５万７，０００円、地方債５６０万円、その他財源１，３２

７万４，０００円は、全額受益者負担、残り７９８万３，０００円は一般財源でございます。

良質な粗飼料生産体制を目指し、北海道農業公社が実施する畜産農家や町営牧場の草地改良等

に対し支援するものでございます。事業期間は令和６年度までを予定しております。

せたな酪農ヘルパー利用組合事業費補助金１２０万円、全額一般財源でございます。酪農家

の休日確保のため、酪農ヘルパー利用組合の運営に対する補助でございます。

続きまして５目農地費でございます。基幹水利施設管理事業１，８５２万２，０００円、国

道補助金１，０５８万９，０００円で、その他４６１万５，０００円は受益者の負担分で、残

り３３１万８，０００円は一般財源でございます。真駒内ダムの機能を維持するための施設管
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理や点検整備に要する経費でございます。

水利施設管理強化事業６９７万９，０００円、道補助金５２３万５，０００円で、残り１７

４万４，０００円は一般財源でございます。土地改良区の農業水利施設管理を支援し管理体制

の強化を図るものでございます。

農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金２６０万円、全額一般財源です。老朽化した用水

路の改修について土地改良区が実施する国道補助事業に対し、団体営土地改良事業ガイドライ

ンに基づき支援するものでございます。

西兜野排水機場改修事業負担金、こちら道営事業でございます。７，２２０万円、全額地方

債でございます。老朽化した当該施設の機械及び電気設備の更新に向けた事業の今年度は機械

電気設備工事に係る負担金でございます。

ページめくっていただきまして資料１４ページになります。利別地区防災減災事業負担金、

こちらも道営事業でございます。２５０万円、その他財源８３万３，０００円は土地改良区負

担金で、残り１６６万７，０００円は一般財源でございます。土地改良区区域内の頭首工と農

業水利施設の遠隔集中監視装置を更新し、特に豪雨時の災害防止を図り、本年度については、

その調査計画を行うものでございます。

小規模土地改良事業補助金５００万円、全額一般財源でございます。国庫補助事業対象外の

簡易な土地改良事業に対し補助し、もって品質向上と安定した収量を確保するものでございま

す。

６目農業センター費でございます。農業センター業務運営費１，１１２万５，０００円、そ

の他財源の５８４万９，０００円は、土壌診断手数料や試験作物苗であります農産物売払収入、

農協運営負担金等でございまして、残りの５２７万６，０００円は一般財源でございます。施

設の管理運営に係る経費で、主な業務は生産部会や普及センターなどからの要望のある試験栽

培や土壌診断、苗の供給でございます。

７目農業施設管理費です。ふれあいプラザ消火設備改修工事５１７万円、全額その他財源で

ございます。公共施設整備基金を充当いたします。老朽化し動作不良のふれあいプラザ館内の

消火設備の改修工事でございます。

以上で農業費の説明を終わります。

○委員長（熊野主税君） 杉村水産林務課長。

○水産林務課長（杉村輝明君） ２項林業費です。１４ページからの続きになります。鳥獣被

害防止対策事業補助金６０万円、全額一般財源です。ＪＡ新函館との共同での補助事業で、ヒ

グマやエゾシカによる農業被害の防止対策として電気柵購入に対して支援するものです。

次に新規事業で、森林経営基盤情報整備業務１９８万円、全額その他財源で森林環境譲与税

基金です。既存の航空レーザー計測データを活用し樹下の地形を可視化することができ詳細な

地形、斜面方位、斜度がわかることで森林施業の事業計画立案など業務の効率化が図られるこ

とから整備するものであります。

豊かな森づくり推進事業補助金１，０３９万円、道補助金６３９万３，０００円、残りはそ

の他財源で森林環境譲与税基金です。北海道単独事業で森林伐採跡地など人工造林に支援する
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ものです。

一般民有林造林事業除間伐補助金３１０万円、全額その他財源で森林環境譲与税基金です。

町単独の上乗せ補助として森林の除間伐施業に対し補助するものです。

次に１５ページです。森林活性化間伐材等搬出支援事業補助金７００万円、全額その他財源

で森林環境譲与税基金です。パルプ材や低質材の運搬経費に対し１立方メートルあたり２，０

００円の助成をするものです。

次に新規事業で、伐採木保管支援事業補助金１００万円、全額その他財源で森林環境譲与税

基金です。町内の山林で伐採された原木を製材工場等へ出荷するため、瀬棚港のヤードに一時

保管しているが、それらに要する経費に対して支援するものです。

次に町有林施業です。新規事業で瀬棚区町有保安林皆伐工事１，２１９万７，０００円、そ

の他財源は材の売払収入８００万円、森林環境譲与税基金４１９万７，０００円、瀬棚区島歌

地区の町有林内で林齢５２年生と６０年生のトドマツ３．３６ヘクタールを皆伐するものです。

次も新規事業で、瀬棚区町有林トドマツ伐採跡地造成工事１９０万６，０００円、道補助金

１２０万円、残りはその他財源で森林環境譲与税基金です。昨年度、皆伐施業したトドマツ伐

採跡地２ヘクタールにカラマツ４，０００本を植林するものです。

引き続き３項水産業費です。檜山ナマコ栽培漁業定着事業負担金５００万円、全額一般財源

です。ひやま漁協及び沿岸６町で組織する檜山管内水産振興対策協議会が広域事業として実施

するナマコ種苗放流事業への負担金であります。

日本海ニシン栽培漁業定着事業負担金２１０万円、全額一般財源です。本事業も檜山管内水

産振興対策協議会が広域事業として実施するニシン種苗購入、放流事業への負担金です。

次に新規事業です。ウニ資源増殖事業補助金６０６万５，０００円、全額その他財源で産業

振興基金です。未利用資源のキタムラサキウニを採取し、海藻の豊富な漁場へ移植、放流する

事業に対しての補助と未利用漁場に生息しているキタムラサキウニ種苗並びに資源増大のため

のエゾバフンウニ種苗の購入に対し補助するものであります。なお購入数などについては、キ

タムラサキウニが５万粒、エゾバフンウニが４０万粒で補助率は３分の１以内であります。

次にトラウトサーモン海面養殖種試験事業補助金５８０万円、全額その他財源で産業振興基

金です。３カ年事業の最終年であります久遠漁港で試験養殖を実施しているニジマスの海面養

殖実証試験に要する種苗、飼料購入等に対する支援を行うものであります。

次に１６ページです。水産物供給基盤機能保全事業負担金７０６万７，０００円、過疎債７

００万円、一般財源６万７，０００円であります。鵜泊漁港船揚場改良工事のほか、狩場漁港

北船揚場改良工事に向けた実施設計に係る地元負担金となっております。

次に水産種苗育成センター運営業務２，３５７万５，０００円、その他財源４２万円はアワ

ビの売払い収入で、残りは一般財源であります。漁家経営の安定を図るため前浜資源の増殖に

向け、ナマコ種苗の生産供給並びにアワビ種苗の中間育成供給を行うものであります。なお設

備整備として取水ポンプ及び真空ポンプの更新を予定しております。

６款農林水産業費合計予算額５億４，５５５万５，０００円、以上で説明を終わります。

よろしくご審議お願いいたします。
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○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

今から４０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時２８分

再開 午後 ２時３９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

桝田委員。

○委員（桝田道廣君） １４ページの鳥獣被害防止対策について伺います。道内ではシカの被

害が大変深刻な状態だというふうに聞いております。また道南、またせたな町、また私の住ん

でる大成でも、その被害は非常に多いものがございます。ここに載っております事業として農

業、農家に対しての電気柵ということでございますけれども、一般の方、例えば家庭菜園的な

自分の食べるものを作っている方とか、とにかくいずれにしても農家以外の中でもシカ等の被

害が多数見られて苦情も出ておるのが実際であります。そういう中で、この鳥獣の駆除という

部分について、どのように町として考えているのかお尋ねしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 油谷主幹。

○水産林務課主幹（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。鳥獣被害対策に関して

は、この説明資料１４ページにあるとおり農業者に対しての電気柵の補助ということでござい

ますが、一般家庭菜園等につきましては侵入対策に対して予算措置っていうのはしてないんで

すけども、有害鳥獣捕獲員出動報奨金というのを予算措置しておりまして、その中で例えば被

害ありましたとかいった場合にハンターを出動させてそういう対応をしていきたいというふう

に思っております。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） シカだけでなくヒグマ等の問題もあろうかと思いますけれども、苦情

の窓口ということになると当然役場それぞれの地区の支所等になると思うんですけれども、住

民の方々にこういう場合というふうなことで周知することも必要なのかなと思うんですけども、

そういう対応というのは考えておられますでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 油谷主幹。

○水産林務課主幹（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。被害等のそういう情報

等については、まずは役場のほうに連絡してもらうとともに、担当課としてもその辺について

今後周知の方法とか含めて検討してまいりたいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 説明資料の１５ページ、町有林維持管理費の新規事業でございます。

瀬棚区町有林トドマツ伐採跡地造成工事、予算額１９０万に対して、この内容の中にトドマツ

伐採跡地に植林しとございますけども、この中の施業面積２ヘクタールの中にカラマツ４，０

００本とございます。この内容についてお聞きしたいと思います。質問したいのは、実はカラ
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マツは確かに落葉樹なんですけども、先般サケの循環型のなんですか、そういう集まりがあっ

てその中で落葉樹、特にその中でも広葉樹のものを植林することによって、その葉っぱの有機

質が循環して海洋に流れ、そしてまた藻場の育成もしくはサケとか沿岸漁業に対していい意味

での循環型の影響があるということでの話がございました。そうするとこのカラマツも確かに

落葉樹ではあるんですけども、カラマツの特性からいって、やはり広葉樹のほうが効果がある

んでないかなと思うんで、ただこれを全部この面積じゃなくて、この部分についての広葉樹の

植栽についての考え方っていうのはあるんだろうかというふうなことで、この中で今年実施す

るんであれば、一部この広葉樹についても植林を考えたほうが循環型漁業という面が考えてい

けば極めて有効でないかと思うんですけども、その辺の考え方についてお聞きしたいと思いま

す。

○委員長（熊野主税君） 油谷主幹。

○水産林務課主幹（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。まずなぜカラマツを植

えるかという話なんですけども、カラマツは針葉樹で今言われた広葉樹というのはシカとか野

ネズミ、野ウサギとかの針葉樹に比べれば広葉樹のほうがちょっと被害に遭いやすいというこ

とで、まずちょっと針葉樹のほうで選定させていただきました。それでなかなか苗木の手配と

いうんですか、その辺についても、なかなかすぐ手配できるかという部分もありますので、広

葉樹の造林につきましてはその辺ちょっと今後検討していきたいと思っております。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今担当から検討するという話でございました。植栽事業については毎

年サケを取り戻す会という形で広葉樹の植栽事業を毎年行ってます。そういうふうなことでい

けば、今２，０００本植えるという面積の中で、全てを植えるというふうなこと言ってないん

で、やはりそれに即したこういう公の中では、そういった広葉樹を植えるということを前向き

に考えて、いくらかでも循環型漁業、藻場の育成を考えた中では広葉樹の育成については一部

繰り入れるように、そういうことをお願いいたします。その辺については、どのように対応で

きますか。

○委員長（熊野主税君） 油谷主幹。

○水産林務課主幹（油谷好彦君） ただいまのご質問にお答えします。やはり苗木の手配とい

うのもございますから、その辺も実際、森林組合に事業発注してやってますので、その辺も確

認しながらもしできるのであればそういう対応はしてまいりたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 説明資料の１２ページをお願いします。１番下、経営所得安定対策等

推進事業補助金５４万円計上されています。これずっとここ何年も５４万円ですが、一昨年か

ら水田活用の直接支払交付金がかなりいろいろと制度が変わって事務量は膨大になってると思

うんです。これ５４万円で適正なのかどうか教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 栗城係長。

○農政係長（栗城惇史君） お答えいたします。予算については毎年度５４万円ですが、今横

山委員おっしゃられたとおり事業のメニューは増えているんですが、５４万でうまく回せてい
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るというのがこれまでの現状です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） ちょっと関連して深くお話進めていきたいと思うんですが、水田活用

の交付金、一昨年から制度変えてきました。去年も大分混乱いたしました。牧草地は一気にも

う１万円だよと。ただそれもまた変わって追播、種を１回蒔けば元どおり出す、このようにい

ろいろ変わってきております。去年の末から今年にかけて畑地化支援というような形で、国も

大幅な予算を令和４年度の補正予算で２５０億、令和５年度の予算で２２億合わせて２７２億

と私承知しているんですが、このようなものを付けています。せたな町でも１月２０日に畑地

化支援の説明会があったと思うんですが、このときもかなりの人数が来ておられました。参考

までにでいいんですが、畑地化支援、せたな町で今どれくらいの額が出ているのか教えていた

だければと思います。

○委員長（熊野主税君） 栗城係長。

○農政係長（栗城惇史君） 今おっしゃられました畑地化支援の要望なんですが、年明に生産

者のほうに周知させていただいて要望を取りまとめた現在の結果なんですけども、畑地化促進

事業といたしましては１１０件の要望がありまして、面積でいうと４４１ヘクタール、金額で

言いますと要望額は約７．６億円になります。合わせてこの畑地化支援の中で、土地改良区決

済金等支援、いわゆる改良区の除外金の支援というメニューもあるんですが、この要望につき

ましては６７件、面積でいうと２８１ヘクタール、要望額でいきますと約７億円、この２本を

合わせていわゆる畑地化の事業というふうに認識してるんですが、せたな町としては１４億円

ほどの要望があるといった状況なっております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 先ほど冒頭で私、国の予算額が２７２億そのうちのもう１４億がせた

な町で出てるということで、かなりこれ厳しくなってくるんじゃないかなということを予測さ

れます。せたな町は水田の転作非常に高い地域でありますので、この畑地化を期待していて、

もしこれに乗れなかった場合、非常に経営に混乱を来すと思うんですが、その辺りこれ乗れる

かどうかというところ農家への周知はどのように考えているか教えていただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 栗城係長。

○農政係長（栗城惇史君） 今の要望調査なんですが、国からの採択が３月中には事前の案内

では採択の結果が出るということですので、その採択が出次第、生産者の要望、手挙げしてく

れた方には合否と言いますか、お知らせする格好になるかと思います。今おっしゃられたとお

り今後はどうなるかっていう話なんですけども、この事業というのはポイント採択制なので、

もし落ちた場合については今までどおりの転作ケアですね、転作のほうの交付金に乗っていた

だくということで対応していただくことになろうかと思います。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） わかりました準備は万端に整えてると理解させていただきます。ただ

もし採択されなかった場合、今までどおりのケアに乗っていくということですので、多分ケア

に乗っていく額というのは、特に牧草の場合は大幅に減る可能性があって、地域経済の影響も
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非常に大きいと思いますので、その辺は抜かりなく周知していっていただきたいと思いますが

いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 栗城係長。

○農政係長（栗城惇史君） 牧草につきましては昨年度１万円、要は播種しないところ１万円

になりますよという話をさせていただいたのと、播種皆さんしていただいたので、令和５年度

は播種したところに再度播種という話にはなりません。そういう方が今畑地化をして転作ケア

に戻った場合１万円なんですけども、それはこの要望調査なりでも皆さんにはその話をさせて

いただきながら一応要望も受け付けたりもしておりますし、去年から播種しないところは１万

円という制度が始まって、そのときに担当としましてはかなり丁寧に説明をさせていただいた

つもりです。なので皆さんもその危機管理と言いますか、自分たちでも、もしそうなったらっ

ていうケースも想定しながら営農計画なんかも立てられてるんじゃないかと思いますので、た

だ生産者が不安にならないようにある情報、有益な情報はすぐに周知していきたいと思ってお

ります。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 説明資料の１５ページの水産業費、継続事業のトラウトサーモン海面

養殖試験事業補助金５８０万と載ってます。先ほどの説明で今年が最終年ということでありま

す。やはりこの養殖事業として新しく３年前から手がけて順調に来てるという報告は受けてい

るわけですけれども、これはもう全額町の補助金でやってるわけです。この２年間きちんとし

たデータを取りながら採算ベースが合うかどうかという、いろいろなことも考えながらやって

ると思うんですけども、今年最終年なんですけども、これが今後の新年度に向けた中でどうい

った課題だとか、令和５年度に最終年でございますのでそういった課題だとか、本当にベース

でやっていけるのかどうかということが、かなりこれは検討になるのかなと思うんですけども、

町の考えとしては、例えばこの事業が今年度がこのまま何とか補助金の範囲内でやったとして

も、ベース的に無理だということになったときに、その辺のことの町の考えというのはきちん

と漁業者とのいろいろな話し合いと言いますか、その辺も出てくると思うんですけど、その辺

の試験事業についての町の考え方というのは新年度でどのような考えを持って取り組むのかお

伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 藤井課長補佐。

○水産林務課長補佐（藤井卓也君） ただいまの道高委員のご質問なんですけども、今回現在

２期目ということで、去年と違った形で飼育等をしてます。今月また第３回目の成長測定あり

まして、そこで大きさを比べながら今後さらなる改良等をお話していくことになると思うんで

すけど、大きく変えていくのは、去年と今年、令和３年と令和４年度で餌の変化を与えたり、

またそれを今回検証してどっちの餌がいいのかというのもありますし、種苗についても令和４

年と令和５年度で全雌二倍体を使う方向で今関係機関と調整中となっております。それを見て

事業化できるかどうか、実施していただいている漁業者とお話しながら方向性を決めていきた

いと考えております。
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○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） まだ要するに先のことはわからないということですよね。採算ベース

に合うかどうかってことも含めた中での、３年経ってみないとわかんないってことでいいです

か。今の状況の中で２年間やった中でいろいろな面でこれが本当に漁師の新しい前浜資源の養

殖事業として成り立っていけるのかどうかということについて、その辺の見通しというものを

きちんと持っていかないと。最終的にやはり無理だからってせっかく３年間やってきたものが

ならないように、そこはきちんといろいろな支援だとかする必要があると思うんですけども、

それはもうちょっと見通しをきちんと持ちながらやっていかなきゃならんと思うんですけども、

その辺もう一度お伺いします。

○委員長（熊野主税君） 藤井課長補佐。

○水産林務課長補佐（藤井卓也君） 道高委員のご指摘のとおりだと思っております。ただま

だ２年目の結果も正直出ておりません。でも一方で町としても投資していってる経過もありま

すので何が何でもっていうか、最大限漁業者のやる気も今犇々と感じておりますので、何とか

事業化に向けて一緒に取り組んでいきたいと考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 何とかということで、見通しがいいのか悪いのかっていうこともまだ

わからないって話です。何とかせっかくこの新しいニジマスの養殖事業の取り組みでございま

す。これはせたな町ばかりでなくて、檜山の南部のほうでもやってるということで新聞に載っ

てました。そういう面で先進地として、八雲熊石に続く先進地として日本海において頑張って

もらいたいというふうに思いますので、ひとつ十分漁業者との連携を深めていただければと思

います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） １５ページの日本海ニシン栽培漁業定着事業負担金です。もう何年か

続けている稚魚放流事業でございますけれども、小樽に群来が来て身近なかもめ島、江差にも

群来が来ました。何とかしてこのせたな海岸にニシンの群来が来るように継続してこの事業を

進めていきたい。そしてまた群来が来たときには網の目を大きくして、小さいのを取らない、

そういうような方法で資源を大事にした魚の取り方を漁師さんとお話させていただいて、自然

に群来が来るような海にしたいと思いますけれども、来るまでこの補助金２１０万続けていた

だきたいと思います。いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 藤井課長補佐。

○水産林務課長補佐（藤井卓也君） ただいまの大湯委員のご質問なんですけども、事業自体

は記載されているとおり檜山管内水産対策協議会で実施しておりまして、せたな町内でも１６

万６，０００尾放しております。また今お話あったとおり各町で群来が見えたり、そういう確

認がされてるっていう話も伺っていまして、うちのせたな町についてはまだそういう情報は来

てないんですが、先日一部の漁業者とお話ししたときに、イカ釣りの針に鱗が着いてると。こ

れは多分ニシンじゃないかっていう話はいただいたんですが、ニシンの鱗自体ちょっとうちの
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ほうで確認できなかったもので、そういうものを確認しながらそういう体制もきちんと考えて

いきたいと思っております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 昨年も大湯委員がニシンのことで強く町に要請したのは記憶していま

す。私も間接的な情報ですけど、大湯委員おっしゃったように江差かもめ島、この冬の間に熊

石まで群来が発生してるんです。前浜の状況ですけど、これ間接的な情報ですが沖ではニシン

の反応あるようなんです。で試しに釣ろうと思って餌つけても１番下のサビキに食いついてき

たとか、そういう具体的な情報もあるんです。それと合わせてあまり油が乗ってない、あまり

おいしくないっていう情報も残念ながら合わせて入ってきたんです。昨年、私、江差で獲れた

ニシンご賞味させていただいておいしく食べさせていただいたんです。だから何らかの可能性

がようやくここに来て前浜にもあるんだなと。ただ沖にあって産卵のために海岸に近寄らない

っていうのはおそらく水温の関係と、あとは産卵するための藻場が可能性としてあるのかなと。

確かに藻場の、あとは磯焼けですか、それなりの対策はしていただいてるんですけど、今一歩

踏み込んだ形でデータ収集も含めて、大湯委員おっしゃるように前浜で群来が発生し、港が船

間が賑やかになるような形でデータ収集も含めて取り組んでいただきたいと思います。いかが

ですか、そういった具体的な情報もあるんです。もう１回踏み込んだ形で藻場の再生等も含め

て、漁業者と協議していただきたいと思いますけどいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 藤井課長補佐。

○水産林務課長補佐（藤井卓也君） ただいまの石原委員のご質問なんですけど、私も同じよ

うなことは伺ってました。町としても藻場造成はいろいろな取り組みをしてましてハード面で

は吹込地区で藻場の造成所も現在進んでおりますんで、その藻場の確認等もできたらしながら

今後どう取り組んでいくべきか関係機関と連携していきたいと考えております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） これはあくまでも要望になるんですけど、テレビで以前に見たんです

が、今人工の藻場もかなりいいものができてるっていうふうに私認識してるんです。ですから

これは政策判断になろうかと思うんですが、担当も含めて、要は海に影響あるような形では絶

対してほしくないんですが、逆にニシンなどのことを考えると、そういったことも検討の余地

があるのかなあというふうに思っています。これは強く要望させていただきます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 先ほど道高委員が質問された説明資料の１５ページ、１番下段のトラ

ウトサーモンの海面養殖試験事業補助金、今年度は５８０万、昨年は４５０万で先ほど補佐の

ほうから説明があった雌の二倍体を買うので金額が１３０万なり高くなったと思うんです。こ

れ桝田委員も議会の中で一般質問をされてました。これ私も一般質問、漁業振興策ということ

での町長の答弁に対して少しやりとりをさせていただいたんですけど、補佐から説明あったよ

うに今２年目の出荷に向けて今最終段階に入ってると思うんです。町長、１年目終わった段階
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で養殖部会のほうから間接的に、確かに町長は事業化できるかどうかの判断をするための３年

間だと一般質問の答弁ではっきりおっしゃってました。ところが今の段階で３年間、４年目以

降の町の考えがきちんと伝わらない中で、これも４年目以降これできないかなっていう声も多

少聞こえてきてるんです。道高委員がおっしゃったように先々のこと考えて、きちんと協議し

てくれと。昨年確か町長、漁業者と協議してますよね。話し合いも設けてますよね。１年目終

わった時点で、私一般質問のときに指摘させていただきましたけど、問題、課題これ町長、数

字的にも間違いなく捉えてますよね。合わせた中で先々を見込んで、要望も間違いなく出てま

す。道高委員が心配も含めて質問されたように、本当に漁業者が先々事業化できるような形で

私に対してはまた石原議員は反対したとおっしゃるかもしれませんけど、そういうやりとりを

抜きに今の問題、課題、そして要望を含めて事業化ができる支援、町長としてきちんと足を運

んで、きつい言葉ももしかしたらあるかもしれません。確かに先進事例、先進地、八雲でやっ

たあとに久遠は取り組みました。それと同時並行に江差でも、もう悔しいくらいきちんとした

計画を立てて、それなりに今進め始めたんです。そういったところに負けないような形で町長、

足運んできちんと話し合いを設けて本当に事業化できるような形で支援策も含め、町長の考え

として今２年目ですけど、今のうちにするべきと思いますけど町長いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず一昨年から稚魚を導入して試験を始めております。１回目はもう

既に出荷をして、２回目が昨年１１月に導入ということで、これは５月、６月に出荷というこ

とになります。私は、この養殖事業は決して不可能なことではないと。実際東北、青森、岩手

などでは既にもう事業化をされて実際にやられているということでございます。ですから、こ

れ今３年この試験をやるつもりでおりますが、この中でしっかり漁業者がそういったしっかり

とした技術をまず身につけるということですね。そういったことができれば、これは事業化可

能ということになると思います。何でもそうなんですが、このみんなが成功するというような

ことには多分ならないんだというふうに思います。いかに努力をされて技術を身に着けるかと

いうことに尽きるんだと思いますので、これはひやま漁協を中心に大成区において養殖試験を

やっておられますので、そういった実際に取り組んでいる漁業者のそうした部分でのますます

の技術の向上ということに期待するしかないなあと。町としても様々な多分ことが出てくると

いうふうに思いますので、その都度、担当ともよく相談をしながら養殖試験を進めてまいりた

いというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 町長これ技術の問題じゃないじゃないですか。話し合い設けて伝わっ

てくるその結果は全く後ろ向きだったと。要はゼロ回答というふうな形で伝わってるんですよ、

４年目以降ですよ町長。今これ３年間やったら町から補助金が出てるうちはできるけどという

ことまで、一般質問の時にも言いましたけど、本当に雨、風降ろうが、どんな吹雪だろうが交

代で餌やりに行っているんです。その中で４年目以降のことをお願いにも伺ってるんです。そ

れはあとあと聞いたんですけど。ここは担当課と協議じゃないんです。町長がきちんと自ら課

題、問題を把握してらっしゃるんですから、それに合わせて要望も既に出てます。それに応え
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られない理由、それも含めて膝を交えてきちんと話してください。また町長に恨まれるかもし

れませんけど、これ仮に４年目以降できなかったと。残念ながらできなかったと。その可能性

も養殖部会の方々には失礼かもしれません。でも私ははっきりと申し上げています。町長のこ

れそういったときになったら、私はその理由伺いますよ。３年間、町は支援してきたと前浜の

ために、漁業者のために支援してきたと。残念ながら漁業者自らが撤退を決めたと、誠に残念

ですって言われますよ。私養殖部会の一部の方にはっきり言ったんです。私に対していろいろ

あるなしにかかわらず、漁業者が今きちんと取り組んで、でも１年目終わった時点で４年目以

降の不安を抱え、それに対して要望を蹴られたと、それが叶うため何が問題か町長として考え

きちんと示す機会をぜひ次年度、令和５年早い段階で漁業者ときちんと協議する機会を必ず設

けてください。でなければこれ今まで以上におかしい話になりますから、そこだけは町長、強

くお願いします。わかりましたと明言してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） こうした試験事業の場合は、３年間やってみて事業化が可能かどうか

という検証はまずしなければなりません。事業化というのは、この補助金そういった支援なし

で自立して事業ができるということが事業化ということになりますから、これをどうやってそ

こに近づけていくかということになるんだというふうに思います。それは取り組まれる漁業者

の力もあるでしょうし、技術ばかりでなくて稚魚をどうやって安く導入するかとか、餌をどう

やったら効率よく飼料効率が上がるかとか、様々な技術的な問題ももちろんございます。そう

いった一つ一つクリアしながら自立できるかということになるんだというふうに思います。し

たがいまして３年間でその辺を漁業者の皆さん自らやっておられる事業ですから、漁業者の皆

さんが一生懸命取り組んで、漁業者の皆さんがそのあと事業化に向けて取り組めるという判断

をするか、いやこれやっぱり事業化はできないなという判断をするかということなんだという

ふうに思います。ですから事業化に向けて、これは事業化ができるというそういう方向で漁業

者がみんな一緒に取り組むというときになったらまたそれはその時点でまたいろいろと相談と

いうことにはなるんだというふうに思います。いずれにしましても、漁業者の皆さんが３年や

ってどういう判断をされるかということにかかるというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 止めようかなと思ったんですけど。町長どうやったら稚魚を安く買え

るか、これ八雲町で稚魚の生産っていうか、八雲町長の政策で進めようとしてたんです。八雲

町長は、管内の江差町長に直接うちから稚魚を買ってくれということもアクションとして起こ

したようなんです。せたな町長に対して八雲町長がそういうアクションを起こしたかどうかわ

かりませんが、その購入するにあたっての金額もあまりメリットのあるような形ではないって

いうふうに聞いたんですが、そういったことも含めて事業化できる形で要望あるいは課題そこ

も合わせて先ほど協議してくださいと。町長自ら足運んで協議してくださいということだけを

強くお願いしたんです。あまり詳しい話はいりませんから。そこだけ確約してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 稚魚の件につきましては、それはもう既にやっております。
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○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） やっておりますというのはどういうことですか詳しく。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 八雲町で稚魚の生産を今やっておりますから、せたな町でもその稚魚

が、当然八雲町で必要な部分をそれは八雲町が確保するというふうに思いますが、それ以外の

部分で、せたな町でもぜひ使わせてくれという話は、これはもう既に進めておりますのでそう

いうことでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 単価について何らかの今の段階での数字は何か提示ありましたか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） それはこれからでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） こちらから値切ることではないんでしょうけど、そういったもろもろ

も含めて、八雲町は道から出向してトラウトサーモンの事業に専門の職員も派遣して、今八雲

町にいるという情報も聞いてるんです。そういったもろもろ含めて町長、そういった単価交渉

も含めて本当に事業化に向けた形で前浜に足を運んでいただいて、課題、問題きちんと町長の

考えを示して４年目以降、それならならやってみよう、続けようかなと少しでも思えるような

形で、ぜひ話し合いをきちんと設けてください早い段階で。そこだけきちんと町長答えてくだ

さい。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今３年間の試験をしっかりと行ってそういうところに向かっていける

ように漁業と一緒に知恵を絞ってまいりたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ただいまの石原委員の質問に関連するんですけども、先ほどの町長の

答弁からすると、漁師のほうがやりたいと、やれるというのであれば、その時点で町としても

応援するかどうかを考えるというような趣旨の答弁のように聞こえてしまうんですけれども、

漁師のほうでは、養殖部会のほうでは何としてもこれは継続して進めたいんだと。今後も続け

ていきたいんだという思いは非常に強いものを持っております。そういう中で不安を持ちなが

らもそういう意欲を持っている以上、町としてもその意欲の部分に関して応援をするという形

の姿勢が必要ではないかというふうに思うんですけれども、今の答弁からすると、やるのは漁

業者であって、それに対して要請があれば応援をするという、実に一歩引いたような答弁のよ

うに思うんですけれども、町長ぜひとも石原委員が言ってましたように、町としても積極的に

支援するから漁師も頑張れというような対応をぜひともとっていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから、こういう試験事業の場合は農業でも水産でも一緒だという

ふうに思います。本当に意欲を持って事業化を目指すということについては私たちも真剣に応
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援をしてまいりたいと。ただ残念ながら私の経験からして、この意欲だけでは事業化はできま

せん。しっかりとしたそれを裏づける技術なり、様々な部分が必要でありますから、そういっ

た部分をしっかりこの試験の中で培っていただいて、この事業化に向けて頑張っていただきた

いというのが私の願いでございますし、この試験事業の目的でもございます。

○委員長（熊野主税君） 桝田委員。

○委員（桝田道廣君） わかりました。町長のおっしゃることはよくわかりました。というこ

とは漁業者が事業に向けてのことが解決しないまでも、目処が立つ、またそういう努力が見え

ると言った場合には、町としては積極的に支援をするというふうに理解してよろしいわけです

ね。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 実際に事業をやるということになると、これは当然自らの資金の拠出

も当然しなければなりません。ですからそういったものは、この３年でって言いますか、この

試験事業の中でよし、これは自ら出資しても、投資しても事業ができるというそういった確信

にぜひ試験を通じて、そういったものをしっかり実現をしていただきたいというふうに思って

おります。町としては、そういった部分についてしっかりと支援をしてまいりたいし、事業化

をできる見通しとなったということについては、これは引き続きしっかりいろいろな部分での

支援というのは当然、考えていかなければならないというふうに思っております。そういった

ことでこの３年間の試験をまずしっかりやっていただきたいというふうに思っているところで

ございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 町長、今桝田委員の質問に対して答えてるんですけどね。確かにそう

なんです。出資という言葉、今町長出しましたけど、そういったことがこの３年間の、町長い

わく事業化できるかどうかを判断するための試験だよというこの３年間の海面養殖の試験事業、

これそもそも計画そのものに出資、それからできるような形の計画ではなかったんです。ない

んです。だから１年目終わって、そういったもろもろも含めて町長は押さえてるでしょうから、

きちんとその課題問題も抱えて、要望も含めて何が試験から事業化できるか、判断できる材料

になるか、そこをきちんと膝を交えて話してくださいということを強く要求してるんです。そ

こだけ、しつこいって今始まったことじゃないですけど、町長そこだけきちんと答えてくださ

い。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 誤解されて困るのは、これは決して町主導でやっている試験事業では

ございません。漁協と漁業者の皆さんが試験をやっているということでございます。それに対

して町は全額この試験事業については支援をしているところでございます。この試験を通して、

まずそこまではご理解いただいているんですよね。

○委員（石原広務君） いや理解してません。

○町長（高橋貞光君） それでその試験事業の結果、事業化ができるという判断をしたときに
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は、やはり漁業者自らやる仕事に今度はなりますので、事業としてやりますので、それは当然、

漁業者の皆さんが投資をして、事業はいろいろあると思います。国の補助事業や道の支援もあ

るというふうに思いますが、そうした事業を使いながら事業化を進めていくということになる

と思います。その際、町はそういった事業者に対する支援と言いますか、そういったものを当

然当初はある程度考えていかなければならないというふうには考えております。事業化という

のは本来そういうものでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員、同じ質問ですか。

○委員（石原広務君） いや違います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員どうぞ。

○委員（石原広務君） 町長、協議するか、しないか明快に答えていただければよかったんで

す。形は確かに久遠漁業の養殖部会が立ち上がって３年間の試験事業に取り組みましたけど、

町長これ実際に電話で聞いた話なんです。町長と道議と八雲町の稚魚を抱える法人３人で話合

いを設けて、計画立ったのがそもそもの始まりだっていう情報があるんです。計画では１番先

に最初に資料出された稚魚の購入は八雲町の法人で８０万と。それが結局、流れてしまったん

です。そういうもろもろもあるんです情報として。そこはもういいです。そうでしょうって言

っても、いや違いますって言うふうに決まってるんですから。ただもろもろ課題抱えながら４

年目以降に向けて、町長の考えをきちんと示す意味で浜に出向いて話してくださいということ

だけなんです。そこだけやるかやらないか返事してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 私が浜に出向くということは、当然、今までもこれからもやるという

ことにはなると思いますから、それはそのとおりですが、実際のこの養殖事業の推進について

は水産が担当しておりますので、そこはさらにまた密接な連携を持ってやるということになり

ます。最初のスタートのときの話をされましたので誤解のないように申し上げておきますが、

最初はですね、こういった事業がありますよと紹介したのは私でございます。取り組まれたら

いかがですかという相談をさせていただきました。それによって取り組むと、浜もこういう状

態ですので、ぜひ取り組むということになったところでございますので、それは試験事業３年

ということで町が支援しましょうということでございました。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いや私ね今日初めて質疑するんですが、驚きましたよ。紹介したのは

私だってそれ本当なんですか。もう１回確認してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 養殖に関してこういったトラウトサーモンの養殖というのも実際に事

業化されているということは、お話をさせていただきました。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それは誰にいつ紹介したんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） 多分、漁協の理事だというふうに思います。やってくださいというこ

とじゃないですよ。こういう養殖を実際にもうやられているところがございますので、この檜

山でもやられたらどうですかという話はさせていただきました。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ですからそれはいつですかっていうことも併せて聞いてるんですよ。

それから理事の固有名詞出してくださいよ。固有名詞が思い浮かばないのであれば役職名だけ

でも出してくださいよ。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今日のところは理事とだけしておきます。そういう話をしたのは、そ

の前の年、最初にこの試験事業をスタートする前の年でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これ理事の役職なんで言えないんですか。理事何人もいるんですよ。

上ノ国から奥尻の果てまでいるんですよ。何か明らかにできない特段の理由があるんでしたら、

そのことも含めて説明してくださいよ。いつなんですかいったい。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午後３時３３分

再開 午後３時４４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

答弁を求めます。

町長。

○町長（高橋貞光君） 令和元年から八雲でトラウトサーモンの試験養殖を始めております。

その状況を視察をさせていただきました。それは令和２年の春早くだったというふうに思いま

す。時期はちょっと確認はできませんが、結構大きい魚でしたので令和２年の３月か４月とい

うことだったというふうに思います。そのときには八雲の職員、それからひやま漁協の組合長

も来てくださいましていろいろと勉強をさせていただきました。それをもちまして、この大成

でも、こういった隣の熊石でやってますので、この検討をしてみてはどうですかという話をし

たということでございます。その後、工藤組合長、久貴谷理事のほうから、この養殖試験をや

りたいので、この町の支援お願いできないかという話がございまして、それから令和３年の秋

から試験事業が始まったということになります。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 今の説明入り組んでてよくわかりません。要するに聞いてるのは、こ

のトラウトサーモンの実証試験に最初に提案したのは町長の側なのか。それとも漁業者の側か

らなのか。このことを確認したいんですよ。それはいつなんですかって聞いてるんですよ。単

純明快におっしゃってもらえませんか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。



- 55 -

○町長（高橋貞光君） ですから先ほどから言っておりますとおり、この八雲の熊石で試験事

業が令和元年から始まりました。それを視察させていただいて、そのときに組合長も来ており

ましたのでいろいろ勉強をさせていただきました。それをもって大成でも検討してみてはどう

ですかという話をさせていただいた。それは令和２年度に入ってからでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 何回聞いても同じような答弁だと思いますから、確認だけしておきま

す。要するに町長のほうから令和２年の時点で、組合長サイドに大成でもどうですかっていう

話をしたと、こういうことなんですよね。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 大成でもどうですかということでなくて、大成でも検討してみません

かという話でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） どこ違うんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ニュアンスの違いかもしれませんが、どうですかというのは、やった

らどうですかという話に私は受け止めております。検討しませんかっていうのは、この検討、

やるかやらないかを検討してくださいと。検討してみてはどうですかというだけの話です。他

意はございません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 同じこと言ってるじゃないですか。笑ってごまかしたらダメですよ町

長。進めたのは私のサイドだという答弁なんですね。一言で言えば。それでその答弁を動かさ

ないでくださいよ。後でひっくり返さないでくださいよ。大変、菅原議員には誤解を与えて申

し訳ありませんでしたと。そういう答弁聞きたくないですよ。よろしいですね。それで今、休

憩中に実は令和３年の第１回定例会、予算審査のときの会議録の１ページだけプリントアウト

してもらったんです。これは３４ページです。予算審査の会議録です。石原委員がこういう質

問してるんです。トラウトサーモンの海面養殖試験事業に関してですよ。ひやま漁協の組合長

が、わざわざこれでいくと、ひやま漁協協同組合の大成支所を訪れていただいて、熊石の事例

をお話しされて、それがきっかけで若い漁業者が俺もあいつも絡めてやりたいというのがきっ

かけだったということなんですけれども、町長も同じような認識ということで確認させていた

だいてよろしいですかという質問してるんです。町長の答弁はどういう答弁かと言いますと、

私どもとしては、その詳しい中身はわかっておりません。ただ、ひやま漁協大成支所のほうか

らそういった養殖の試験をやりたいということで、要望が出てきたということで、町としては

それを受けて対応したというところでございますと。このときの答弁は一貫して漁業者がやり

たいから予算つけてやったんだって言ってるんですよ。今の答弁と整合性とれますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 取れるというふうに判断いたします。これは検討してみてはどうです

かっていうことは申し上げましたが、実際に検討したのは、漁業者、漁協のほうでありますか
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ら、結論出したのも漁業者、漁協ということになるものというふうに思います。私がやれとか

という結論は出した覚えはございません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） １００％も１２０％も自己責任を転嫁してるじゃありませんか。そう

いう答弁通用すると思いますか。初動で提起したのは自分のほうだということでさっき答えた

んですよ。それを何で否定するんですか。私は初動はどちらなんだって聞いてるんですよ。最

初にアクションを起こしたのは誰なんだって聞いてるんですよ。ご自分でしょ。その答弁を変

えなでくださいよって言ってるんですよ。今の答弁はその部分を詐称して、すっかり否定して、

大成支所のほうからやりたいということだから受けて対応したとこういう答弁を令和３年の予

算審査の中であなた答弁してるんですよ。整合性が取れませんでしょって言ってるんです。何

でこれが整合性とれるんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 私がやるっていう話をしたということですか。

○委員（菅原義幸君） 誰もそういうこと言ってないでしょ。

○町長（高橋貞光君） 要するに検討してみてはいかがですかという話をさせていただいたと

いうことだけでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） だから進めたのは町長でしょうって言ってるでしょ。どうも町長がや

るって言ったって私言ってませんよ。そこが争点じゃありませんよ。最初に進めたのは誰なの

かっていう話をしてるんですよ。それで委員長、町長例によって徹底的に誤魔化すわけですよ。

いたずらに時間過ぎるわけですよ。私はそういうことは決して私の真意ではございません。で

すから今日、町長の答弁、会議録起こしてもらいたいと思うんです。その上で動かない証拠を

きちんと明確にした上で事の黒白をつけていただきたいというふうに思います。

以上です。

○委員長（熊野主税君）わかりました。

高橋町長何か。

○町長（高橋貞光君） 誤解のないように申し上げておきますが、進めたっていうね、進めた

っていうのは検討してみてどうですかという、検討することを進めたということですから、や

ることを進めたというのとはまた意味が違います。それで皆さんが検討した結果、ニジマスの

養殖については、やりたいということから支援の申出があったということでございます。

○委員（菅原義幸君） 同じことの繰り返しになりますから会議録の精査を求めます。

○委員長（熊野主税君） わかりました。菅原委員が起こした会議録と今日の町長の言ったこ

との会議録を精査してこのことは進めたいと思います。

それはまたあとのほうでやらせていただきますので中身を進めていきたいと思います。

６款農林水産業費の質疑を受けます。まだありますか。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ６款農林水産業費の質疑を終わります。
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説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時５６分

再開 午後 ４時０２分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

先ほど菅原委員から言われた議事録の精査ですが、出来次第それにまた入るということで６

款はとりあえずこれでもって締めて７款に移りたいと思います。よろしいですか。

いいんですよね出来てから６款に戻すということで。

○委員（菅原義幸君） どのくらいかかるの。

○議会事務局長（丹羽小百合君） 今、確認中です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 議事進行に関する発言を行います。これは今審議過程の中で出てきた

町長の発言の矛盾でありますから、それはそこを棚上げにして６款閉めて７款にということに

はなりません。会期から見ましてもスムーズに進んできてるわけですから、これは粛々と各款

きちんと前に進めるという議事進行にしていただきますように強く委員長には申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 今、菅原委員から申出からいきますと、今日これ以上質疑はできな

いと思います。議事録できてきませんので、ということなんで皆さんにお諮りいたします。

本日の会議はこれまでとしこの続きは明日３月１５日午前１０時から再開したいと思います。

平澤委員。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 私の空耳かもしれませんけども、先ほど本会議中に委員長が６款を閉

めて次に行くという発言したように記憶してます。もしそうであれば、そういった部分につい

てきちんと議事整理をしていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） わかりました。

暫時休憩します。

休憩 午後 ４時０７分

再開 午後 ４時１１分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

６款の質疑については閉めましたが、明日の予算審査特別委員会は、現在の問題になってい

る６款から始めるということでよろしいか、お伺いいたします。よろしいですか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） そのように進めたいと思います。

それではお諮りいたします。

本日の会議はこれまでとし、この続きは明日３月１５日午前１０時から再開したいと思いま
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す。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって本日の会議はこれで閉じ、明日３月１５日午前１０時００分から再開しますので、ご

参集を願います。

本日はこれにて延会といたします。

ご苦労さまでした。

延会 午後４時１２分
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再開 午前１０時００分

○委員長（熊野主税君） 皆さんおはようございます。

全員が出席しており定足数に達しています。予算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

昨日、菅原委員から要請のありました会議録の一部については自席に配付しておりますので、

ご確認ください。冊子となっている会議録めくっていただいて２ページ目、下から３行目以降

の部分について令和３年度予算審査の際の発言と整合性が取れないということで現在質疑中断

となっております。

整理番号第１、昨日に引き続き令和５年度せたな町一般会計予算を議題といたします。

６款農林水産業費、トラウトサーモン海面養殖試験事業補助金について質疑を再開します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 今会議録、全部目を通したわけではありませんが、１番の中心になる

のは２ページ目、最下段の２行目であります。ここに明確に町長答弁が出ておりますが、最初

は、こういった事業がありますよと紹介したのは私でございますと、明確に断言してるんです。

その上で取り組まれたらいかがですかという相談をさせていただきました。加えてそれによっ

て取り組むということになったところでございます。それは試験事業３年ということで町が支

援しましょうということでございました。これ終始一貫、町長サイドのアクションじゃないで

すか。この点について町長はどう思いますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 昨日あのあといろいろと整理をさせていただきました。その結果です

が、議員ご指摘のとおり整合性がとれないのではないかというご質問の件でありますが、それ

で令和３年３月１８日の石原議員への答弁なんですが、このこれにつきまして言葉足らずであ

ったなというふうに感じております。中身はこれでいいんですが、言葉足らずの部分を前段加

えますとこういうことでございます。菅原委員おっしゃるように、この初動の切っ掛け、検討

をする切っ掛けとなったのは私の話からという、これは八雲のような取り組みを紹介してこう

いったことがうちはできないのかなという話から多分始まったものというふうに思っておりま

す。それは初動の切っ掛けということでありますが、事業内容、実際に試験事業に取り組むと

いうのはこれはもちろん私たちではなくて漁業者でありますので、これは漁業者自身が判断を

されて取り組むということになったということを、この部分が言葉足らずというふうに思って

おりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 言葉足らずじゃないです。言葉が足りないんじゃなくて事実関係を基

本的に偽ったじゃありませんか。だから私は問題にしてるんです。もう一遍言います。紹介し

たのは私でございます。取り組まれたらいかがですかと相談をさせていただいたことによって

取り組むということになったと。だから３年間、町が支援しましょうということでございまし

たと、これが昨日の答弁であり、今、町長はそれが本当なんだとお認めになったわけです。そ

れでは令和３年の予算議会の石原委員の質問に対する町長の答弁はどうなのかと。言葉足らず
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ということじゃないでしょ。それからこれ事務局に申し上げておきますが、令和３年３月１３

日、予算審査特別委員会第４号っていうふうになってますが、これは言葉足らずだと思うんで

す。私の令和３年の予算審査特別委員会の会議録これ一式持ってます。全部コピーでね。これ

は１８日だと思います。１８日木曜日の会議録の３４ページですからこれは１３じゃなくて１

８だと思います。その中で正確に申し上げます。詳しい中身はわかっておりません。ただ、ひ

やま漁協大成支所のほうからそういった養殖の試験をやりたいということで要望が出てきたと

いうことで、町としてはそれを受けて対応したと言っているんです。これだけで言いますと、

自分は一切前提条件が何もなくて、全く白紙の状態の中から大成支所のほうから要望が出てき

たので、それを受けて対応したという答弁なんです。そう指摘しますと、だから言葉が足りな

かったんだとこうおっしゃいますけども、それじゃ同じ日の会議録の４８ページです。これは

今資料に出ておりませんが、私の手元にある資料で紹介しておきたいと思います。石原委員の

質問の流れを受けて、私がこの問題についてさらに掘り下げて相当の内容をもっていろいろお

尋ねさせていただいた経過がありますから、これはご記憶のことだろうと思います。その辺の

中でのやりとりについてでありますが、町長はこういう答弁してるんです。要望書については、

大成支所養殖部会ということで出てきておりますので、その要望に従って今こういう予算を提

案させていただいているということでございます。重ねて石原委員に対する答弁と同じことを

言ってるんです。その後、幾つかやりとりがありまして、これは会議録の４９ページでありま

すが、大事な発言ですよ。町長の答弁です。こういった新しい取り組みをする場合には、いろ

いろな切っ掛けがあるというふうに思います。それは一々どういう切っ掛けでそういう発想に

なったかということは、私も伺っておりませんでしたって言っているんです。もう１回言いま

すよ。どういう切っ掛けでそういう発想、つまり試験事業をやりたいという発想になったかと

いうことは、私も伺っておりませんでした。ただひやま漁協の大成養殖部会でこれに取り組み

たいということでありますから、それはぜひ私も応援してあげたいということでございます。

これ言葉足らずですか。肝腎要の事実を伏せていたんじゃないですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 事実を伏せていたというつもりは全くございません。１８日の件の質

問でございましたが、事実、要望書が出てきて、要望書が出てきたということは漁業者の皆さ

んがこういった試験をやりたいという意思の表れでございますので、それはそれに沿ってこの

事業を立ち上げるということは、事業を予算化する側としては、そういう手法になるというふ

うに思っております。それからこの新しい事業の切っ掛けでございますが、これは初動の切っ

掛けとしては、常々私は産業振興、漁業振興におきまして様々なことを考え相談をするという

ことにしておりますので、そうした中でそれが切っ掛けということは、先ほど言葉足らずとい

う話でお話をさせていただきましたが、その後、漁業者の皆さんは、いろいろと何回も協議を

重ねて、そういった結論を出されたというふうに思っておりますので、そうした意味において

この中身については、なかなか私も出ておりませんのでわからないということでございます。

ということでご理解いただければというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。
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○委員（菅原義幸君） 答えになってますか。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時１３分

再開 午前１０時１４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

事務局からまず一つ皆さんに配付しております令和３年３月１３日という議事録ですが、菅

原委員が指摘のとおり１８日であるということでまず訂正を願います。それから今のやりとり

の中でほかの議事録も明示されましたが、皆さん方にそれをあえて今配付するような問題では

ないと私は考えます。３月１８日の詳しい中身はわかっておりませんという言葉に対しての、

昨日の私が紹介したんだという、この差異は誰が見ても誰が聞いても多分、私が考えるまでも

なく違うんじゃないですかっていうのは思います。これについてご答弁できるのは本人しかお

りませんので、それについての答弁の調整を１０時半まで、ご相談してお願いいたします。よ

ろしいですか。

暫時休憩します。

休憩 午前１０時１７分

再開 午前１０時３４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

答弁を求めます。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） お答えをいたします。一連の話は、先ほどの言葉足らずでもお話いた

しました。４８ページの先ほどの件、それから次の４９ページの件でのご質問でありますが、

私としては、この初動の切っ掛けというのは、あまり重要視はしていなかったというのが事実

でございます。もちろんそれによって、どっちに向くかということは皆目見当つかないことで

ございました。それよりも、私たちが重視したのは、一生懸命汗を流されて話をまとめて要望

書が出されたと、この事実を重視いたしまして、その気持ちを何とか大事にして、この試験事

業に取り組んでいただけるような私たちとしては、そういった予算を提案したということでご

ざいまして、全くそういった悪意があった答弁ということではございませんので、ひとつその

辺はご理解をいただきたいというふうに思いますし、そういった誤解を招いたということにつ

きまして、お詫びを申し上げたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういう答弁しかできないからこれを結びがつけれないんです。私誤

解しておりません。それから悪意があるってことも言ってません。昨日の答弁と令和３年の予

算委員会の答弁の事実関係が違うんじゃないですかってことを言ってるんです。要するに虚偽
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の答弁したわけです。虚偽であるかないかということをきちんと町長が認めて、謝罪し取り消

すということを、なぜできないんですか。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時３７分

再開 午前１０時４６分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

答弁を求めます。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 令和３年３月の予算委員会での答弁でございますが、今こうして見さ

せていただいて感じるのは、十分議員の質問の内容を理解しないまま自分の思い込み、思い過

ごしによる答弁であったというふうに深く反省をしております。こうしたことで今後このよう

なことのないよう、しっかり答弁をさせていただきますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 何を謝ったのかわかりませんよ今のなら。蒸し返しのことをするつも

りはありませんから、もう町長には期待しません。２年前の答弁は事実に反する答弁をしたん

です。昨日は本当の答弁なんです。その事実を認めて率直に申し訳ありませんでしたと。今朝

そういう答弁をすれば片づいた問題なんです。先ほどの発言も全くその問題に触れてないじゃ

ありませんか。それでなぜこの問題が大きな問題なのかということを申し上げておきたいと思

うんです。町長よく聞いておいてください。初動がどこにあったかっていうことは基本問題な

んです。初動というのは、この養殖の実証実験をやる切っ掛けはどこにあったかということな

んです。町長の２年前の答弁は、どういう切っ掛けでそういう発想になったかということは、

私も伺っておりませんでした。ただひやま漁協の大成養殖部会でこれに取り組みたいというこ

とでありますから、それはぜひ私も応援してあげたいということでございます。これが私の質

問に対する答弁であります。４９ページの上段です。切っ掛けはどういう切っ掛けで発想にな

ったか私も伺っておりませんって言ってるんです。しかし昨日の答弁では、紹介したのは私で

ございますと。取り組まれたらいかがですかという相談をさせていただいて、ぜひ取り組みた

いということになったところでございます。それで町が支援しましょうということになったと。

全然事実関係が違いますでしょ。私は誤解もしていないし、悪意のある発言だとも言ってませ

ん。事実が違うからそこは整理しなさいって言ってるんです。最後まで整理できない町長であ

ったということを確認しておきます。

それでもう一つ申し上げたいのは、漁業者は結局町長から提案あったし、そういうことを進

めてくれる以上は、行政側の応援もらえるんだろうというふうに考えるのが普通なんです。そ

ういう前提があっての行動だったと思います。しかし町長は昨年の浜の協議でも、浜の皆さん

の要望に必ずしも応えるという姿が、浜の関係者の皆さんには理解されていないようでありま
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す。それから実証試験３年やってみてその先はわからないんだと。それが実証実験なんだと。

それはある意味でそのとおりなんです。ある意味ではですよ。しかし漁業者が手を着けたとい

うことは、事業化するという一つの大きな目標、展望があって手を着けたということなんです。

その思いに町長は最後まで責任を持つかどうかということなんです。３年間だけやってみてダ

メならあとはおまえたちが判断しなさいと、投資もしなさいと、そういう趣旨の答弁昨日して

るんです。そこには大きな食い違いが出てきますから、それは町長の行政執行者としての自己

責任において納得できる対応をすべきだということを申し上げておきたいと思うんです。

それから本当はそこまで申し上げたくなかったんですが、この機会ですから、もう一つ経過

を触れておきたいと思います。私は令和２年度におきまして、せたな町銀ザケ海中養殖実証試

験これを町も共同参加した中で、ぜひ漁業者と成功させたいと考えていました。試験場の場所

は瀬棚港のマリンタウン静穏海域区域であります。そのときに町長に５回にわたって申入れを

いたしました。ところが最終的には、せたな町銀ザケ海中養殖試験には参加いたしませんと、

町長の職名で職印を押して私のほうに回答書を寄こしてるわけです。私は自治体が共同研究に

入ってこなければ、資金の面からも実際の将来の事業化の展望からいっても極めて難しい問題

だし、先進地は全部自治体が噛んでるんです。全て自治体が参加して共同の実証試験やってる

んです。それに研究機関や様々な同等の協力協働の関係ができると、漁業者だけでやりなさい

っていう事業ではないんです。これを町長は蹴ったんです。俺は参加しないっていって、その

一方であなた何やりましたか。トラウトサーモンについては検討しなさいということをひやま

漁協を通じて大成支所に提起したじゃないですか。そういうことを令和３年度の予算議会で伏

せたんです。誤解でもないし、私は悪意で言ってるわけでもないです。そういう事実関係があ

るのにそれらの経過を一切伏せて、何かあたかも漁業者が自主的に自分たちの自己責任で事業

を決定して要請してきたかのようなそういう答弁をしたと。これは私は虚偽答弁だって言って

も構わないくらいです。そういう経過があるっていうことなんです。だから単なる誤解でもな

いし、言葉のやりとり違いでもない。町長の基本姿勢に関わる根本的な問題だということを私

は指摘してるんです。そこに一言も触れることのできない町長の限界と正体を私はまざまざ見

せていただいたと思います。これ以上やりとりしても無駄ですから私の質疑としてはこれで収

めます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 町長何かありますか。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 申し訳ございませんでした。

○委員長（熊野主税君） これで６款農林水産業費の質疑を終わります。

１１時５分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時５５分

再開 午前１１時０４分
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○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

７款商工費の説明を求めます。

神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） それでは説明資料の１６ページでございます。７款１

項共に商工費、１目商工振興費で継続事業でございます。商工会補助金１，１５０万円、全額

一般財源でございます。商工会の適正な運営による商工業の振興を図るとともに、経営改善普

及事業等による会員の経営安定、負担軽減を図るものでございます。

続きまして継続でございます。中小企業経営安定資金融資利子補給費補助金１１万４，００

０円、全額一般財源でございます。貸付金利の一部を補給し経営の安定化を図るものでござい

ます。

続きまして継続で、新型コロナウイルス対策資金融資利子補給費補助金１６３万８，０００

円、全額一般財源でございます。コロナ禍における国及び道の制度資金融資に伴う利子補給を

行い、事業者の経営安定と負担軽減を図るものでございます。

続きまして２目観光振興費、継続です。観光協会補助金５６０万７，０００円、全額一般財

源でございます。観光協会の体制を強化し、町内の観光産業の地盤づくりを進め観光産業の振

興を図るものでございます。

続きまして継続で、イベント事業補助金７７８万８，０００円、全額その他財源でございま

す。記載の４つのイベントへの補助でございます。

続きまして３目観光施設管理費、継続で観光施設及び各種公園等運営及び維持管理事業４，

５６４万４，０００円、国道支出金で１万３，０００円、その他財源で５３７万１，０００円、

残りが一般財源でございます。観光施設及び各種公園等の適切な運営を図るものでございます。

続きまして１７ページでございます。４目温泉ホテルきたひやま管理費、継続で温泉ホテル

きたひやま管理運営事業２，０５２万４，０００円、全額一般財源でございます。温泉ホテル

きたひやまの適切な管理運営を図るもので指定管理料等となっております。

続きまして新規事業でございます。温泉ホテルきたひやま長寿命化事業１，４９６万円、地

方債で１，４２０万、残りが一般財源でございます。温泉ホテルきたひやまの長寿命化改修工

事実施設計業務を実施し、適正な維持管理に努めるものでございます。

続きまして新しい目の設置でございます。５目ゼロカーボン推進費、新規でゼロカーボン推

進事業費９２５万６，０００円、全額一般財源でございます。２０５０年のゼロカーボンシテ

ィ実現に向け、地域エネルギービジョンや地球温暖化対策実行計画を基に町内におけるゼロカ

ーボンの推進を図るものでございます。

７款商工費、合計いたしまして１億３，４２９万３，０００円でございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） １７ページのただいまの説明にありましたゼロカーボン推進費という
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ことで、わからない言葉が多いのでわかるように説明していただきたいと思います。ゼロカー

ボン推進協議会、それからゼロカーボン推進アドバイザリー業務、ゾーニングマップＧＩＳ化

業務、その３つをわかりやすく教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。

まずゼロカーボンにつきましては、これは国のほうで宣言をいたしております。ゼロカーボン、

実質ゼロと、二酸化炭素の排出をゼロ、実質ゼロにするということで、これは二酸化炭素のほ

かにも温室効果ガスあるんですけれども、そういったものの排出を抑制しながら、これゼロに

するってことは無理ですので、吸収減となる森林こういったものを合わせて実質ゼロにすると

いう取り組みになってございます。それからゼロカーボン推進協議会につきましては、現在ビ

ジョンの策定、それからゾーニングマップ、これは令和３年、４年これは２カ年で実施をさせ

ていただいておりました再生可能エネルギー協議会という協議会を２年間やらせていただいて

おります。今回そのビジョンの策定と、それからゾーニングマップができ上がります。それら

の今度はいろいろな計画の進む方向性、そういったものを新たに立ち上げますゼロカーボン推

進協議会の中でいろいろ取り組みを行っていきたいということで、今回新たに令和５年度に協

議会のほうを設置させていただきたいと思っております。それからゼロカーボン推進アドバイ

ザリー業務につきましては、現在先ほど申しましたビジョンの策定、それと地球温暖化対策実

行計画を策定しております。それらを今度実行に移すためには職員だけではなかなか専門的な

分野もございますので、これは実績のある事業者のほうに委託をしまして一緒に進めてまいり

たいということでの委託料になっております。それからゾーニングマップのＧＩＳ化業務とい

うことで国の補助を受けてゾーニングマップのほう今年度完成しました。それをパソコンの画

面上でいろいろ動かしたり、確認したりという作業ができるような、このパソコン上で動かせ

るようなシステムを構築してもらうそのための業務ということで今回このＧＩＳ化業務、これ

も委託をして構築のほうをしたいというふうに考えております。

以上でございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 同じく１７ページ、２段目の温泉ホテルきたひやま長寿命化事業、長

寿命化改修工事実施設計業務１，４９６万円、これ直接この改修工事と関係ないのかもしれま

せんが、これ町長にお尋ねします。これ総事業費３億何がしかで長寿命化計画やられるという

ことで常任委員会で伺いましたが、町長、以前に宿泊施設、指定管理施設、特に宿泊施設は、

将来的に指定管理を町から払わなくても独立していただきたいという考えを示したことがあり

ましたが、今でもそのお考えは変わりませんか。というのは、こういったこの大規模改修によ

ってそれなりに独立した形、今きたひやま温泉ホテルを運営する法人が、法人なりの考えで将

来にわたってこういった宿泊施設を維持できる、そういった方向にも持っていけるような考え、

町の指定管理施設から外れるというふうな方向に向かうのかなと推察するんですが、その指定

管理についての今での考えお知らせいただきたい。
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○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず本施設は、町の観光宿泊施設としては観光の要という施設でござ

います。したがいまして、これにつきましてはしっかり今管理をお願いしているところでござ

いますが、これはしっかり管理をしていただきたいということは思っております。ただそれに

しても年月が経過して老朽化が目立ってきているということからして、今回長寿命化を進める

ということで提案させていただいたところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 指定管理施設１つなんです。今は残念なことに大成区の国民宿舎あわ

び山荘は条例廃止になってしまいました。それと伴って以前に常任委員会で町長はっきり示し

てるんです。宿泊施設に関しては、指定管理から外れて独立した方向で進んでいただきたいと

いう考えを示したんです。ですから、こういった改修工事をしたのちは温泉ホテルに対しても

指定管理から外れて独立的に自由な発想で、これからも観光の拠点として運営できるような形

で、そういった方向で進めるのか。そこをきちんとお答えいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） １番いい形はそういうことだというふうに思いますが、ただ現実問題

としてそれが可能かどうかということはこれから見極めていかなければならないというふうに

思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 予算説明資料の１６ページ、観光施設及び各種公園等運営及び維持管

理事業４，５１４万４，０００円の件でございます。これは合併以来、直営でやってきており

ます。大変経費的に民活から直営ということによって人件費等の削減いろいろな中なんですけ

れども、直営でずっとやってきておりますけれども、例えばパークゴルフ場でありますと、草

刈作業員として数名の方が主にやって、そしてまた、ほかのこういうこのように公園関係の草

刈りの場所が結構忙しく夏場なんてやってるということになります。こういった直営の場合職

員がきちんと現場に行って指導なり、管理してるということが当然には出てくるわけですけど

も、聞くところによるとなかなか職員が直接来れなくて、それも現場の慣れたベテランの作業

員が先に立ってやってると。そこでいろいろな何かそういったトラブルもあるという話も聞い

ておりますので、そこはこれからの在り方としてきちんとした管理体制、そしてまた直営から

民間に任せるものは民間に任せるというそういう視点も今１度検討する必要があるのかなとい

うふうには思うんですけれども、その辺どのように考えておられるのかお伺いしたいと思いま

す。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。

町としては財政の健全化ということで民間委託してたものを直営でやらしていただくようにな

ったと。これが１０何年も、今資料が無いのであれなんですけれども、経っていると。実際に

管理している範囲というのもかなり広くなってきてございます。職員がずっとついて回るわけ
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にも現在のところいかない状況もありますので、今後の課題としてそういった民間事業者への

委託も含めて今後検討をさせていただければというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） だんだん職員の数も減ってきてる中においていろいろな面で負荷もか

かってきてると。本来やるべき仕事はたくさん出てきてるわけでありますので、その辺の事業

の見直しというものを事業評価の中できちんとすべきだと思います。あとはパークゴルフ場も

民間から借りてずっと来ているわけであります。ここは最近はコロナの影響もあるので利用者

も減ってきてるということで、２つのコースありますけども、その辺の見直しというものも含

めた中で、民間のをずっと借り上げしてることがどうなのかということもこの時期に考えるべ

きだと思うんですけども、その辺も含めて今どういうふうな状況なってるのかお伺いします。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 今のパークゴルフ場の土地の件だということでご

理解してます。令和４年度の予算のときに、いろいろこの土地の借上の件内部で検討させてい

ただいております。この土地を仮に返した場合、これは今の契約上、元に戻してこれは返さな

きゃならないということになっております。元に戻すための工事がどれくらいかかるのかとい

うことで業者のほうに見積りをお願いした段階ですけれども、令和４年の時の価格で約５，０

００万ほどこれが元に戻すのにかかるということで、現在のところ、これこのまま返して元に

戻してコースの切替えとかそういったものも検討するとなると、それ以上のお金がかかってし

まうということもありますので、実際に今このまま借りて運営をしていくということでの判断

ではあります。ただ将来的にこれが今後、人件費とか今上がってることもありますので、この

辺も含めて検討のほうはさせていただきたいと思いますが、現状では戻してっていう対応がな

かなか今の時点では厳しいというふうに判断はしております。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） これ長年の懸案事項の一つであると思います。約年間１００万近くの

賃貸で払いながらやってきてるわけですけども、何て言いますか５，０００万かかるというこ

とですけども、これはやはりこれからの町の行財政改革の中で、やはり大きな負担とならない、

だって利用しないで下がってるものをずっとそのままということにはならないと思うわけです。

ですからそれは身の丈に合ったこういったプレーの場というのは必要ですけれども、本当に今

のような広さがこれから必要かとなったときに、やっぱりそういう面では人件費だとか、今言

ったようにそれから草刈りにかかるそういういろいろな機械だとか、いろいろトータルで考え

るとどうなのかという、その辺をしながら何が町にとってメリットなのかということを十分検

討しながら、やっぱり長々ともうこれ以上ということには、いつ対応するのかって言ったら今

でしょうということもありますので、その辺きちんと対応していただければというふうに思い

ます。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 今のご提言をもとに今の現状と、それから今後ど

れくらいの規模のお金が必要になるのかということも比べまして検討のほう進めたいというふ
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うに考えます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） １６ページのイベント事業補助金に関連して、情報としてお知らせい

ただければ結構なんですが、町の４大イベントと言わせていただきますけど、現在の情報で結

構ですが、もう今年はやると、通常通りやるという確定した、検討も含めて現在の情報、何か

あればお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 現在、コロナが今２類相当ということになってお

ります。これが５月８日から５類に変わるということもありますので、現時点では観光協会と

もお話をさせていただいて、イベントについてはできるのではないかという方向で今進めてい

るところでございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ７款商工費の質疑を終わります。

次に８款土木費の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは説明資料の１７ページ中段からでございます。予算

書につきましては１０１ページから１０８ページであります。

８款土木費、１項土木管理費、２目熱源供給施設管理費、継続で源泉施設点検整備業務、予

算額３，７４７万６，０００円、財源内訳といたしましては全額公共施設整備基金であります。

内容といたしましては、各施設に浴用、暖房用として温泉水を供給する各井戸の源泉ポンプ、

揚湯管、水位センサーを引上げて点検整備を行い温泉水の安定供給を図るものであります。内

訳につきましては記載のとおりでございます。

次に２項道路橋梁費、１目道路維持費、継続で北檜山流雪溝施設整備事業、予算額３，２８

０万円、財源内訳といたしまして国道支出金３，１６５万２，０００円、残り一般財源でござ

います。流雪溝等に係る維持管理経費でございまして、国道、道道、町道等の設置延長の比率

でそれぞれの管理者が負担するものでございます。なお経費内訳、負担割合については記載の

とおりとなっております。

次に１８ページ継続で、町道支障木対策事業、予算額７００万円、全額一般財源でございま

す。車両通行に支障となる張出枝葉の枝払いを行い通行障害の解消を図るもので１０路線を予

定しております。

次に継続で町道交通安全施設整備事業、予算額１１０万円、全額一般財源でございます。交

通安全施設の適切な補修を行うことで町道の交通安全確保を図るものであります。

次に継続で町道排水改修事業、予算額１，１７０万円、財源内訳といたしまして、地方債１，

０１０万円、残り１６０万円は一般財源であります。町道排水の補修や改修を行い町道の適切

な維持管理を図るものであります。記載の３路線を実施するものでございます。
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次に継続で、町道山麓通１号線道路改良工事、予算額２９０万円、全額一般財源であります。

町道排水の改良を行い適切な維持管理を図るもので、道路改良延長５０メートルを施工するも

のであります。

次に継続で、町道付属物改修事業、予算額２，０４０万円、財源内訳といたしまして、地方

債１，８３０万円、一般財源２１０万円であります。町道公園通線の転落防止柵２２８メート

ルの改修工事及び丹羽豊田線防雪柵のワイヤーロープ３３４本の取替工事を実施するものでご

ざいます。

次に２目地方道改修事業費、継続で町道橋長寿命化修繕事業、予算額５，４２０万円、財源

内訳といたしまして、国道支出金３，１０２万円、地方債１，８４０万円、一般財源４７８万

円でございます。橋梁長寿命化修繕計画に基づきまして、補助事業を活用し橋梁修繕を行うこ

とで、橋梁の安全確保と維持管理費の縮減を図るものでございます。内容といたしましては、

委託料では、橋梁長寿命化修繕計画策定及び雲内線補修設計、工事請負費では、丹羽地区の中

村橋補修工事を実施する予定です。

次に継続で町道舗装補修事業、予算額５，８００万円、財源内訳といたしまして国道支出金

３，６０３万６，０００円、公共施設整備基金として１，３９０万円、残り８０６万４，００

０円は一般財源であります。内容といたしましては、委託料では、町道路面性状調査、工事請

負費では、昨年度に引き続き、苔谷地線の舗装補修工事を実施するものです。

次に継続で、町道花畑線防雪柵新設工事、予算額８，６００万円、財源内訳といたしまして

国道支出金４，９２０万円、地方債３，６８０万円です。吹雪による視程障害が著しい町道花

畑線の固定式防雪柵２０６．５メートルの整備を行うものであります。

次に１９ページになります。３項河川費、１目河川維持費、継続で準用河川最内川・第１最

内川浚渫工事、予算額１，３００万円、全て地方債でございます。大雨による冠水被害防止の

ため河道に堆積した土砂を取り除き、適正な河川流下機能の回復を図るもので瀬棚区最内川及

び第１最内川の浚渫を実施いたします。

○委員長（熊野主税君） 杉村水産林務課長。

○水産林務課長（杉村輝明君） 次に４項港湾費、新規事業です。瀬棚港東荷さばき地舗装改

良工事１，８６０万円、全額過疎債です。既存のアスファルトが経年劣化による損傷が著しく、

現状のまま使用すると漁網を損傷するおそれがあり、漁業活動に支障を来すことから再舗装す

るものです。舗装面積につきましては５，０００平方メートルで、舗装の厚さは３センチとな

ります。

瀬棚港修築事業負担金４，９５０万円、全額過疎債です。地方港湾瀬棚港東外防波堤の延伸

工事の負担金であります。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして７項住宅費、１目住宅管理費、継続で町営住宅改

修事業、予算額１，１５８万３，０００円、全額公共施設整備基金でございます。老朽化した

町営住宅の改修を行い適正な維持管理を図るもので、記載の３団地の改修工事を実施するもの

でございます。
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次に２目住宅建設費、継続で町営住宅等長寿命化改善事業、予算額６６０万円、財源内訳と

いたしまして国道支出金２９７万円、残り３６３万円は一般財源です。町営住宅等長寿命化計

画に基づきまして、老朽化した屋上防水の改修を行うもので瀬棚区の夕陽が丘団地１棟４戸の

防水改修工事を実施するものでございます。

８款土木費合計で１０億２，８７７万円でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

横山委員。

○委員（横山一康君） 説明資料の１８ページ、１番上段です。町道支障木対策事業の件につ

いてお伺いいたします。昨年は、支障木の伐採が１路線と枝払いが４路線、今年は１０路線が

枝払いのみとなっているこの理由を教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） ただいまの質問にお答えいたします。昨年は町道の法面

の伐木を１路線で、あと町道の４路線の枝払いを行ったものでございます。今年度は、昨年か

ら年次計画によりこの町道の部分の枝払いを実施するものでございまして、今の予定ですと令

和８年まで全４４路線を枝払いする予定でおります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 多分この町道、割と山沿いのところが多いと思うんです。今農家の方

もトラクターが結構大きくなって、かなりトラクターのキャビンに当たるっていう支障木が出

てトラクターを傷つけるというようなことなんです。そういうこともあるんで枝払いで十分な

んですけど、できればもっと下のほうから切ったほうが効率的ではないかなと思うんですが、

枝払いだけだとあっという間にもう木っていうのは、一定程度まで成長してると成長が早いの

で、もっと下から伐採という形にできないのか、そこを教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） ただいまの質問でございますけども、道路敷地内の木で

あれば伐採も可能かと思われますが、民地のほうから大きくなって枝葉が町道に被ってきてる

っていうところもございますので、その辺は枝払い、また年次計画でという計画ですけども、

例えば、この計画あとのほうであっても、うちの任用職員もおりますので対応してまいりたい

と考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 民地と町有地ということで非常に厳しいのは理解できます。であれば

枝払いといっても、できるだけ下のほうから切っていただくというような工夫をしていただい

て、できるだけ効率性を上げていただきたいと思います。あともう１点だけ、これ町道４４路

線とおっしゃってましたが、令和８年まで年次計画を立てている。そうすると１路線あたり何

年ぐらいで次回ってくるのか教えていただきたいと。１回やったあと何年後に来るのか。
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○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） この計画は、昨年ひと通り路線を確認して計画を立てた

ところでございますけども、単純にいくと次やるのは５年後という形になりますが、常にパト

ロールなりして支障があるようであれば前倒してでもやりたいと考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） ５年に１度ぐらい回ってくるという感覚であれば、まあまあ道路環境

は十分維持できるのかなというように推測できます。これ本当にせたな町広い面積でいろいろ

ご苦労はあると思うんですが、やはりこういう生活環境というのは常に整えておくというのが

町の役目だと思いますので、この辺りをしっかり考えて計画を立てていって実行していただき

たいと要望しておきます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 関連になるんですけど、金澤補佐の説明だとパトロールっておっしゃ

いましたけど、これは職員自らなのか、あるいはその管理してる業者にお任せなのか、そこを

ちょっと確認させてください。

○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） 常にパトロールだけで見回るということはまずほとんど

ないんですけども、現場に行ったついでとかですとか、そういうときに職員が見て回りたいと

思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今４０数路線があると今横山委員の質問で、改めて確認したんですけ

ど、農作業のことで横山委員触れてましたが、これ町道で除雪車、要は本当に背の高い、ギリ

ギリまで業者が掻く時に、それこそ枝が張り出してミラー壊したとか何とかいろいろあるよう

なんです。そういったことも含めて総合的な視野というか、そういうことで、ぜひ忙しい中、

細かいところまでパトロールしていただいて、最小限の影響もないような形でぜひ対応してい

ただきたいと思いますけど。

○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） 一生懸命パトロールしながら確認しますし、また今除雪

車の話も出ましたので、業者にも確認しながら対応してまいりたいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 予算書の１０４ページの河川維持費の中でそれぞれ河川の草刈り関係

の業務がありますけど、それで桜堤の下に排水工あるよね。あそこ去年の水害で大変な面あっ

たんですけど、あれ川ですよねあそこね、あそこにもう木も失っちゃって、もう流れになって

そういうとこがあるんですよ一帯。それずっとねもう１０年以上やってませんもね。そういっ

たとこっていうのは、見て対応ということを考えてるのかどうか、その辺ちょっとお願いした



- 18 -

いと思います。

○委員長（熊野主税君） 金澤課長補佐。

○建設水道課長補佐（金澤義嗣君） 確か昨年も道高委員からご指摘あったかと思うんですけ

ど、今、道高委員の家の近くもそれぞれ管理者がおりますので、築堤の内水側はあれは排水路

で開発管理ということになりますので、そちらは開発局さんへの要望、またちょっと斜めに入

っていく部分、あれは長渕川、あれは北海道管理の部分っていうふうにございますので、各機

会に適切に要望してまいりたいとそう思っております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 説明資料１８ページの２つ目、町道交差点安全施設整備事業で、前に

私、真駒内神社下の国道と町道のぶつかるところの交差点に手押しの信号がございます。それ

が手押しであるんですけども、一時停止ラインが近藤さん側と、それから真駒内神社のほうに

あるんですけどもなかなかわかりにくい。これだけ高齢者の運転手が増えるとなると、やっぱ

りきちんとした自動の信号機を両方に付けていただかなかったら、全くあそこの場所、前にも

私お話したと思いますが事故の多い場所なんです。国の仕事になかる、どこの仕事なのかわか

りませんけれども、町側としては何とかして早く要望していただいて、１年でも早く作ってい

ただくようなことをしていただければ事故少なくて済むと思うんですけれどもどうでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 平田課長。

○建設水道課長（平田大輔君） ご指摘の場所の信号機なんですが、警察の公安委員会の管理

になりますので、その辺は改めてうちのほうからもそういう話がありましたということで公安

委員会のほうに伝えたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 確か２回か３回言ってますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

橋本委員。

○委員（橋本一夫君） 何ページということではないんですけども、ここに建設水道課がおり

ますので、道の河川の管理のことに関してなんですけども、これは町の建設水道課にやってく

れというわけではありません。道への強い要望をどうにか出してもらいたいなと。というのは、

去年あたりから大水が出てかなり流木が海に出ていってると。そういう面から見て太櫓川の太

櫓川水系小川、あの辺はすごくもう道路自体も傷んでるし、川自体もすごいんですよね。あれ

が去年並みの水量で水が出てくるということになると、大きな柳の木がまたどっと日本海に出

るのでないかと思われるんです。その辺、道のほうへ要望してもらいたいなというふうに思い

ます。地域で農家やってる人も強くその辺、私自身も言われてますので、その辺よろしくお願

いします。

○委員長（熊野主税君） 平田課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 道河川の関係は毎年やってる地区懇談会でも各地区、同じよ
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うなことを言われて、その都度、私たちのほうも要望はさせてもらっているんですけど、北海

道のほうも予算の関係ありますので順序立ててやっていきますという返事を毎年もらってるだ

けなので、重ねてまた今回もこういうご指摘ありましたということで報告したいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

８款土木費の質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４４分

再開 午前１１時４５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

次に９款消防費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） それでは説明資料１９ページでございます。予算書につきまして

は１０８ページから１１０ページでございます。９款消防費、１項１目とも消防費、継続でご

ざいます。檜山広域行政組合消防費負担金、予算額３億８，７９１万７，０００円、全額一般

財源でございます。内容につきましては、檜山広域行政組合消防費負担金でございます。内訳

につきましては、本部経費分として８４７万８，０００円、消防署経費分として３億２，７８

４万４，０００円、消防団経費分といたしまして３，６８１万８，０００円、消防施設経費分

として１，４７７万７，０００円となってございます。

次に２目災害対策費、新規でございます。総合防災訓練実施事業、予算額９０万円です。全

額一般財源でございます。北海道南西沖地震による被災から３０年が経過することから、地震

津波などの自然災害を想定し総合防災訓練を実施するものでございます。内容につきましては

町内会や自主防災組織を主体として、町内一斉に訓練を実施し住民自らが避難場所や避難経路

等の確認がなされるとともに、関係機関相互の連絡体制の確立と町民の防災意識の高揚を図る

ものでございます。

次に新規でございます。防災マップ作成業務、予算額５１０万４，０００円、全額その他財

源でございます。現行の防災マップは作成から５年以上が経過しているため、危険箇所や避難

場所など最新の防災情報に更新した防災マップを全戸配布し、災害時の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るものです。また、併せてパソコンやスマートフォン等でも閲覧可能なウェブ版を整

備することにより一層の防災意識の向上を図るものとなってございます。

○委員長（熊野主税君） 平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） 続きまして２０ページになります。新規事業で真駒内川さけ

観察広場用水場整備工事、予算額３６０万円、全額一般財源でございます。大雨による冠水被

害防止のため、迅速に効率的な排水ポンプ設置ができるようサケ観察広場内に揚水場を整備す

るものでございます。

９款消防費合計で４億２，６６１万円でございます。
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以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） １９ページの総合防災訓練実施事業についてお聞きします。この事業

は新しいものでございますけれども、町内会や自主防災組織を主体として町内一斉に行われる

ということになってますけれども、今までの訓練では、消防団員が参加するってことにはなっ

てませんでした。この事業に関しては、消防団員も全員が出るわけじゃないんですけれども、

ぜひ消防団員の出れる方は作業服を着て、ヘルメットか帽子かわかりませんけどもそういうも

のを着て参加していただければというふうに思うんですけれどもいかがでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） この総合防災訓練については、今の参加関係機関といたしまして、

当然檜山広域行政組合せたな消防署さんにも協力要請をおかけして、今委員おっしゃったよう

なことも考慮しながら、これからまだ日程等詰めてもございませんので、予算が付き次第きち

んとした形、今委員からご指摘あったようなものを踏まえ消防署と協議したいと思います。

○委員長（熊野主税君） 大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） ありがとうございます。そうであれば地元の消防団員が避難場所を知

ってるわけでございますから、職員が行くよりは消防団員と一緒に避難訓練したほうがいいと

思いますので、その点よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） １９ページの防災マップ作成業務、これについては質問はないんです

が、これについてはもう今の時期に旬なものだというふうな形で大変結構なことで、早期に整

備して地域に発布していただきたいと思います。私が聞きたいのは、先ほど大湯委員が質問し

た内容でございますけども、総合防災訓練を実施した場合の９０万という費用ですけども、こ

の内訳についてわかる範囲で教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 岡島防災係長。

○防災係長（岡島譲二君） ご質問にお答えいたします。予算の内訳といたしましては、参加

者に対して配布いたします参加記念品としまして啓発資材及びその他消耗品として７０万円と

なっております。また瀬棚港の訓練を実施する予定がございまして、その機材等の借上といた

しまして２０万円、計９０万円という形で計上させていただいております。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 町民の意識というのが非常に大事だと思うし、３０年を経過し風化し

てるっていう流れの中で、今後あるかもしれないという災害に備えた総合防災訓練、非常に有

意義なことと思うんです。ただ民間の町民に対してのそういった意識を持っていくっていう点

でいけば、先般ちょっと自分の記憶何年前か忘れましたけども、防災訓練地域でしたことがあ

るんですが、なかなか住民の参加が少なかったっていうふうなことがあるんです。やはりこれ
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は全町挙げての今回の総合防災訓練というようなことでもっていくためには、やはりそれぞれ

の住民が意識を一つにして訓練をするというふうな運びが必要じゃないかと思うんです。今説

明あったように参加者についての、総合防災に関するものに対しての配布を考えているという

ふうなことでございますけども、基本的に多くの町民が参加する、皆さんに協力してもらう。

先ほど大湯委員がおっしゃいました消防団も含めての話でございますけども、その辺を含めて

の皆さんが町挙げて総合防災訓練に参加するというふうなことの皆さんの何ていうんすか、表

現うまくいきませんけども、全町挙げてするというふうなことのそれに対する掛け声ですか、

それに対するやり方っていうんですか、実施の仕方について何か案があれば教えていただきた

いと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） これについては、まず日程を定めてから日程が決まり次第これ熊

野議員の一般質問にも答弁させていただきましたが、まず日程をまず決めて早く周知徹底、町

内会いろいろな形で周知徹底を図っていきたいということで考えてます。それで実施なんです

が、基本的には先ほど岡島係長が説明したとおり自主防災組織を中心に、それは各地域でやっ

ていただいた中で、総合防災訓練として今瀬棚港での要するに災害に使う車両ですとか、海上

保安庁ですとか、開発建設部に協力を仰いで、そういうのはちょっとイベント的になっちゃう

んですけども、防災意識高揚を図るために大きな部分を考えてございます。当然それについて

は前回もそうなんですが、各区からの交通手段の確保ということも考えていかなきゃならんと

いうことで、まずは日程を決めて周知の徹底を図っていきたいということで考えております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 私も災害２０年のときに私も当時ぎりぎりのところで災害訓練やった

立場なんですけども、あの時を思いますと、結局、南西沖地震の想定ということでありました。

やはり海岸線の瀬棚区、それから大成区のそこをきちんと、そういう津波のそういうことでき

ちんとあの時の災害を忘れないということのために、この３０年経って本当に住民の方々も高

齢化が進んでるという中において、本当にもしあったときには大変な、裏山に逃げれというこ

とですけども体力も落ちた中でこれどうなのかと、大変現実的にどうなのかなと。太櫓の後ろ

の階段どうやって登っていくのかとかいろいろ考えます。だからそこは今総務課長言ったよう

に、イベント的にただやればいいでなくて、本当にあった時にどうなんだということのリアル

的な考え方も町民の方々と一緒に考えながら本当に命を守るというための自覚と言いますか、

そのためにどうあるべきかと。１０年前の２０周年の時にやったときのものと、３０年経った

時の経過があって、そういった現況が違ってきてるわけですから、そこは１０年前にやったも

のを参考にしながらですけども、でも今の社会情勢、環境を十分考えた中での対応策というの

はやっていかないとならないと思うんです。やはり瀬棚区、それから大成区の住民の方は本当

にそういう前が海ですから、本当にそういう面での危機感というのはあると思うし、北檜山区

については、太櫓関係はありますけど、市街地関係は遠いわけです。でも北檜山市街地の災害

というのはやっぱり大災害になる大雨による被害的なものということもあるわけですから、そ
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の辺その区によって違ってくるのかと思われますので、そこをきちんとうまく対応調整を図り

ながら住民にそういう危機管理的なものを訴えていくということもぜひ必要じゃないかと思い

ますので、そこで十分に意を酌み取っていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） ただいまの意見を参考にしながらそういう形で進めさせていただ

きたいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 先ほどの質問でちょっと質問し忘れたことございますので合わせて質

問いたします。総合防災訓練、非常に結構なことですけども、今ほかの同僚議員からお話あり

ましたように、以前に私も参加したことあるんですが、非常に日中の天気のいいときだったん

です。そのときにサイレン鳴らして避難しましょうってことだったんですが、やはり前回の南

西沖地震はたしか夜の９時か１０時頃だったと思うんです。その頃に災害があったというふう

なことで、今消防関係の方は夜間訓練とかっていうのをたまたましてる場合もあるようですけ

ども、やはり時間帯、例えばこの暖かい時期じゃなくて、冬の寒い時の災害に遭遇したときの

避難の仕方、それから雪の中、それから夜間とかって言ったものを想定した中での避難訓練、

もしくは出来ないならばそれに準じた避難の方法、そういったものはマップのほうで紹介され

ると思うんですが、そういったものも含めた総合訓練の中に織り込んだものをするべきでない

かなと思うんですがいかがでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） おっしゃる意味も十分理解するんですが、ここに書かれてるとお

り、まずは住民自ら、当然、自分が避難する場所、避難経路の確認ということをまず大前提に

考えてございます。そういう中でおっしゃるのは本当に前回の南西沖地震１０時何分とか暗い

時期でした。確かにそういうときに訓練するのが本当の訓練だとは思いますが、まずは訓練す

るという初歩的な部分を今回は徹底させていただきたいと。そういう中で私たちも自主防災組

織設置してる町内会さん等については、随分町の補助金使って訓練されてる町内会等もござい

ます。今回の意義としては３０年、前回２５年に実施しております。それから１０年以上経っ

た中で再度もう１回自分の避難経路、避難場所等を確認していただくということで、町内会独

自いろいろな条件違うもんですから、そういう部分とさっきちょっと語弊があったら困るけど

も、防災意識の向上、高揚を図る意味で多少イベント的に取られるかもしれませんが、瀬棚港

での総合訓練、それについては災害車両だとか、いろいろな形を考えているということで、今

訓練時期については暖かい時期を町としては考えてるところです。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ９款消防費の質疑を終わります。

昼食休憩として１時まで休憩いたします。
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休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

次に１０款教育費の説明を求めます。

教育委員会古畑事務局長。

○教育委員会事務局長（古畑英規君） それでは教育費の説明をいたします。説明資料２０ペ

ージでございます。予算書につきましては１１０ページからとなっております。

１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、継続でございます。指導主事等配置、予算

額３，２０６万５，０００円、全額一般財源でございます。指導主事につきましては、学校教

育や学校経営に関する指導助言を図るために１名を配置するものでございます。次に外国語指

導助手につきましては、英語教育の充実を図るため小中学校に派遣をするものでございます。

人数は２名でございます。次に英語指導助手につきましては、小学校の外国語の指導充実、語

学力向上を図るため講師を配置して小学校へ派遣するものでございます。人数は１名でござい

ます。次に学習支援につきましては、小中学校の学習障害など発達に特性のある子供の学習支

援のため配置するものでございます。人数は３名でございます。次に特別支援教育支援員につ

きましては、小中学校の注意欠陥多動性障害、自閉症など発達に特性がある子供の学習生活支

援のため配置するものでございます。人数は１３名でございます。

次にスクールバス運行業務、予算額７，５２１万７，０００円、全額一般財源でございます。

児童生徒の遠距離通学の足を確保するものでございます。

次に新規でございます。教育用サーバー更新業務、予算額３，６３０万円、全額その他財源

は地域振興基金でございます。小中学校の情報を一元管理するため、平成２７年度の学校教育

ネットワーク構築時に導入されたものでございますが、今後ますます学校教育のデジタル化が

進むことにより取り扱う情報量が増加することから、よりセキュリティー対策や情報処理能力

などを備えたサーバーに更新するものでございます。

続いて新規でございます。学習用ソフト使用料、予算額２８２万８，０００円、全額一般財

源でございます。１人１台端末を有効活用するため、全児童生徒にＡＩ型学習教材としてＡＩ

ドリルを導入するものでございます。

次も新規でございます。教員用パソコン購入事業、予算額１，１０４万１，０００円、全額

一般財源でございます。各小中学校教員用のパソコン３５台を更新するものでございます。

続きまして３目教職員研修費、継続でございます。研修会等補助金、予算額１１１万２，０

００円、全額一般財源でございます。学校教育研究会、へき地複式教育研究会、特別支援学級

教育研究会への補助でございます。

続きまして２１ページになります。２項小学校費、１目学校管理費、継続でございます。ス

クールハイヤー使用料、予算額６００万円、全額一般財源でございます。児童の遠距離通学の

足を確保するものでございます。

続きまして２目教育振興費、継続でございます。要保護及び準要保護児童就学援助費、予算
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額３５５万２，０００円、全額一般財源でございます。経済的援助を必要とする世帯に対して

の学用品費等の支援を行うものでございます。

続きまして３目学校施設整備費、新規でございます。予算額３９４万９，０００円、全額そ

の他財源は公共施設整備基金でございます。老朽化した瀬棚小学校の地下重油タンクを地上タ

ンクに替え設置するものでございます。

続きまして３項中学校費、１目学校管理費、継続でございます。スクールハイヤー使用料、

予算額４００万円、全額一般財源でございます。生徒の遠距離通学の足を確保するものでござ

います。

続きまして２目教育振興費、継続でございます。中学校活動事業補助金、予算額７４０万円、

全額一般財源でございます。中学校体育連盟が主催する檜山大会及び文化事業等への出場経費

について補助するものでございます。

継続でございます。修学旅行貸切バス支援事業補助金、予算額１５４万２，０００円、全額

一般財源でございます。子育てしやすい環境づくりを目的に、保護者負担軽減を図るため修学

旅行の貸切バス料金を補助するものでございます。

続いて継続でございます。要保護及び準要保護生徒就学援助費、予算額５３４万８，０００

円、全額一般財源でございます。経済的援助を必要とする世帯に対しての学用品費等の支援を

行うものでございます。

３目学校施設整備費、新規でございます。北檜山中学校長寿命化計画策定業務、予算額３９

９万３，０００円、全額一般財源でございます。老朽化により暖房機の故障など修繕費が多く

なっている北檜山中学校の計画的な改修を進めるため、長寿命化計画を策定するものでござい

ます。

次も新規でございます。学校施設整備事業、予算額５２４万７，０００円、その他財源は公

共施設整備基金で３９６万円、残りが一般財源でございます。老朽化による瀬棚中学校体育館

外壁等改修工事及び大成中学校重油タンク撤去工事を実施し、生徒の安全確保、学校の環境整

備を図るものでございます。

４項社会教育費、１目社会教育総務費、継続でございます。生涯学習講座等講師謝礼、予算

額１１８万５，０００円、全額一般財源でございます。各種生涯学習講座等に係る講師の謝礼

でございます。

続きまして２２ページになります。継続でございます。芸術鑑賞事業等開催業務、予算額１

９０万円、その他財源はスポーツと文化振興基金で１５０万円、残りが一般財源でございます。

小学生対象の芸術鑑賞事業及び全町民向け文化講演会を開催し、すぐれた芸術文化の鑑賞機会

を提供するものでございます。

継続でございます。社会教育団体補助金、予算額２１６万円、全額一般財源でございます。

文化協会等各種社会教育団体への補助でございます。

続きまして５項保健体育費、１目保健体育総務費、新規でございます。部活動地域移行体制

整備事業、予算額３９万円、国道支出金２６万円、残りが一般財源でございます。令和５年度

以降における休日の部活動の段階的な地域移行を円滑に進めるための準備として、検討会議並
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びに先進地視察などを実施するものでございます。

継続でございます。社会体育団体補助金、予算額５５３万８，０００円、その他財源はスポ

ーツと文化振興基金で３３７万８，０００円、残りが一般財源でございます。スポーツ協会そ

の他各種社会教育団体等への補助でございます。

続きまして２目体育施設管理費、新規でございます。真駒内球場外周フェンス改修工事、予

算額２０１万３，０００円、全額一般財源でございます。腐食が進んでいるフェンスを改修す

ることで利用者の安全確保並びに施設の適正な管理を図るものでございます。

１０款教育費合計いたしまして４億３，９３１万２，０００円となっております。

説明は以上でございます。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

横山委員。

○委員（横山一康君） 説明資料の２２ページ保健体育費、新規事業の部活動地域移行体制整

備事業についてお伺いいたします。私、昨年一般質問でやらせていただきました。このように

新しい事業を組んでくださったことをありがたく思います。そこでこの検討会議ですとか、先

進地視察どのような内容をお考えになっているのか、お聞かせいただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） お答えいたします。部活動の移行の件なんですけど

も、現在先行して進めております登別市、当別町辺りを私たちのほうでは予定しておりまして、

またこの間、伊達市さんのお話も聞いたのでその辺も含めて検討していきたいというふうに思

っております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 登別ですとか伊達っていうのは、もう年明けましたら一昨年ぐらいか

ら文科省の実証試験というか、部活動の地域移行の実証試験やっててかなり進んでるとこだと

思いますので、そういうところをしっかり見てきていただきたいと思います。

もう１点どのような方が参加されるのか、職員だけで行くのか、学校の先生ですとか、地域

の方が行かれるのか、そこもお聞かせいただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） お答えいたします。現状では職員等をメインに考え

ておりまして、可能であれば学校の先生たちとか、あと関係する指導者等も入れながら行けた

らいいなというふうには考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） わかりました。予算の範囲内でだと思いますけど、できれば先生です

とか、地域の実際係わる方も行けるようでしたら行っていただいてより議論を深めていければ

と思います。

もう１点なんですが、今朝の北海道新聞の報道の中で、乙部町議会の報告が出ていました。

新聞報道によりますと、評議会を立ち上げて生徒や保護者、スポーツ団体から地域移行に関し



- 26 -

て意見集約を行う。そして令和５年度中に推進計画を策定すると報道されていました。町とし

ては新年度このように体制整備事業をとっていくというのは十分わかるんですけど、その先、

それを見て乙部町のように意見集約を行って推進計画まで持っていくのかどうなのか、その辺

りのお考えがあればお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） 推進計画につきましては、先ほど言ったような視察

を行って報告会を行いまして私たちも準備進めます。それで準備整い次第そういった推進計画

のほうにも取りかかっていきたいというふうに今の状況ではそういった考えでおります。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 関連してなんですが、檜山管内で既にこの新年度から先駆けて進める

計画になってるっていう情報掴んだんですが、何か掴んでいればお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） 実は先日１０日に檜山管でのようやく担当者の説明

会がありまして、その中で情報交換したんですけども、私が聞いた中では今金町さんで推進計

画の策定したという話を聞きまして、今日の新聞報道でもあったように乙部町さんでは５年度

に策定するといった情報を聞いておりまして、それ以外には私はちょっと把握しないところで

ございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 地域のスポーツというと、かなり以前から地域の方々の協力をいただ

いて、特に中学生は健全な部活に繋げているっていう事例も、特に北檜山なんか本当に進んで

るっていうふうに私の感覚では思えるんです。ですから先進地視察も可能であれば、もう既に

取り組んでらっしゃる地域の方もいるんで、そこを巻き込んで先駆けた形で檜山で１番狙って

もいいと思うんですよ。そういった方向でぜひ進めていただきたいと思います。教育長、意気

込みをお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 教育長。

○教育長（小板橋司君） これ去年、横山議員の一般質問にも答弁したんですけども、そうい

う今石原委員おっしゃるように、先駆けてやりたい気持ちもあるんですけども、相手のいるこ

とですので、やっぱり慎重にやっていきたいと思いますけども、地域のまずはその現状と要望

等々を聞きながら、今回先進地視察等々も予定しますので、それらを踏まえて慎重にやってい

きたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 次の質問に移行させていただきますが、教育長、今子供たちも少なく

なっているんで、なかなかスポーツ、部活も叶わないところもあるんです。ただ１人、２人の

子が本当に今芽が出てきて花が開いてる小学生等もいますんで、そこも目配りしながらぜひ取

り組んでいただきたい。

次の質問、委員長させていただきます。１番下段の真駒内球場外周フェンス改修工事、今回
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は３塁側のフェンス４６メーターあまりですか。これ確認も含めて説明いただきたいんですけ

ど、かなり前からバックネット、これはもう今始まったことじゃないんです。北檜山地区の野

球関係者からもおいおいという話も以前から私にまでも入ってきてたんですが、このバックネ

ットの状況どういうふうに教育委員会のほうで捉えて、今後どういうふうにするのか、お考え

があればお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） お答えいたします。今年３塁側のフェンスのほうの

修繕を行うんですけども、その前に今委員おっしゃられたようにバックネットの改修の件も関

係者のほうに相談させていただいたんですけども、まず３塁側のフェンスのほうが危険な状況

だということで先行して３塁側のほうを今回やらせていただくことになりました。状況を見な

がら次はバックネットのほうに取りかかりたいというふうには担当のほうでは考えているとこ

ろです。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 真駒内球場は、私は今退いてますけど、少年野球から中学校の中体連、

あるいは以前は甲子園にも出てた学校がキャンプというんですか、そういう形で檜山北高の野

球部と連携して本当に真駒内球場で練習試合とかしてたんです。ですから使用の仕方は社会人

も含めて今後もあろうかと思うんです。ですから前向きな形で、ぜひ恥ずかしくないような形

で、バックスクリーンも検討の中に入れていただきたいと思います。いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） お答えいたします。私たちも委員と同じような考え

を持ってますのでバックネットもありますけども、バックスクリーンのほうも老朽化で私たち

も把握しておりますので、その辺も関係者と協議しながら優先順位を付けながらやっていきた

いと思っております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 思わずバックスクリーンと言ってしまったんですけど、かなり前にな

りますけど檜山管内で宝くじ助成も絡めて実現した町もありますので、ぜひ実現するために

様々な補助も含めたそういったところも取り入れて、ぜひ実現に向けてご努力いただきたいと

思います。

○委員長（熊野主税君） 尾野主幹。

○教育委員会事務局主幹（尾野真也君） 私たちも補助金等ありますけども関係機関と協議し

ながら危険な箇所の修繕を計画的にやりながらなるべく皆さんに迷惑かからないような形でや

っていきたいと思ってます。よろしくお願います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

大湯委員。

○委員（大湯圓郷君） 予算に伴わないことで教育長にお尋ねさせてください。スキー授業小

学校、中学校それぞれ行われておりますけれども、その中でスキーを持ってない子供っている

のかな。スキーの道具の合わない子供っているのかなって思ったりしております。それで例え
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ば転勤で雪のないところに行く親がスキーをどうしようかなというときには、学校かあるいは

教育委員会でも預かるだとか、それから中学校で卒業したらスキーもうしないわって子のスキ

ー道具一式を置いていったらきちんとせたな町の子供に使わせてもらうから置いていってくだ

さいという方法というのが今まであったのかどうなのか。もしなかったとしたらこういうこと

を大々的に町内にお知らせして、町にあるいは学校に寄附していただくっていう方法というの

はできないかなと思っております。

それでもう一つ、小さい子供に新しいスキーを履かせても無理なんで、短いスキーで２年生

くらいまでは十分だということも親に教えておいてください。そのほうが子供もスキーを嫌い

になりません。ですからそういうのを合わせてそういうのも学校側からお知らせいただければ

スキーが楽しいものになりますので、まず余ったスキー、要らなくなったスキーをどうでしょ

うか、そういうふうな方法で残るって方法で宣伝してほしいなと思いますけど、教育長いかが

ですか。

○委員長（熊野主税君） 教育長。

○教育長（小板橋司君） 先日たまたまそのような話を大成のスキー協会の方から聞きまして、

大成区ではそういうのをやってるっているというのを聞きましたので、今大湯委員からもそう

いう話しをいただきましたので、学校ともそういう話を保護者なり、町内の方にそういうのを、

町内の方には教育委員会から言いますかもしれませんけども、そんな話を学校のほうには問い

かけてみたいというふうに思います。今言いました低学年のスキーの話につきましても学校の

ほうにはその旨伝えたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） せっかく教育長お答えいただいたんで関連質問させていただきますけ

ど、今触れる前に教育長のほうから大成のスキー協会、もう数年前からそういったことは地域

として取り組んでるんです。ただ保管場所についても教育委員会のほうで抱える住宅なりの提

供もおそらく要請してたかと私は認識してるんですが、そういった保管場所も含めて支所と連

携して教育委員会のほうでも、ぜひそういった活動に協力をしていただきたいと。これは強く

要望させていただきますけど教育長どうですか。

○委員長（熊野主税君） 小板橋教育長。

○教育長（小板橋司君） 保管場所等につきましても、可能であれば場所を一緒に探して対応

していきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １０款教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の説明を求めます。

佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） それでは２３ページでございます。１１款１項共に公債費でござ

います。１目元金、２目利子、継続事業で公債費、予算額１０億９，１１８万２，０００円で

ございます。その他財源６，４９３万９，０００円は、住宅使用料、港湾使用料でございます。
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内訳は長期債元金、長期債利子及び一時借入金利子で、それぞれ記載の金額でございます。

１１款公債費合計１０億９，１１８万２，０００円でございます。

以上で１１款公債費の説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １１款公債費の質疑を終わります。

１２款職員給与費の説明を求めます。

原総務課長。

○総務課長（原 進君） それでは説明資料同じく２３ページでございます。予算書につき

ましては１２５ページから１２７ページとなってございます。１２款職員給与費、１項１目共

に職員給与費でございます。継続でございます。職員給与費、予算額１０億３，４８７万５，

０００円、財源内訳でございます。国道支出金１，７７５万６，０００円、その他３，５５１

万８，０００円、一般財源といたしまして９億８，１６０万１，０００円でございます。内訳

といたしましては、特別職３人４，５３１万１，０００円、一般職１３２人、９億８，９５６

万４，０００円でございます。

次に継続でございます。会計年度任用職員給与費、予算額２億２，１４５万６，０００円、

財源内訳でございます。国道支出金４２０万円、その他といたしまして６５万９，０００円、

一般財源として２億１，６５９万７，０００円、内容につきましては、地方公務員法等の改正

により、令和２年度から臨時的任用職員や非常勤職員は会計年度任用職員制度へ移行しており、

適切な任用、勤務条件を確保するものでございます。会計年度任用職員としては５９人、内訳

については説明資料の２５ページとなってございます。

１２款職員給与費予算額合計１２億５，６３３万１，０００円でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １２款職員給与費の質疑を終わります。

１３款災害復旧費の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは説明資料の２３ページ続きになります。予算書につ

きましては１２７ページであります。

１３款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋梁施設災害復旧費、新規事業

で道路橋梁施設単独災害復旧事業、予算額１，７００万円、全額一般財源です。昨年８月発生

の大雨により被災した記載の３路線の復旧工事を実施するものでございます。

続きまして新規で、道路橋梁施設補助災害復旧事業、予算額１億２，８００万円、財源内訳
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といたしまして、国道支出金８，５９７万２，０００円、地方債１，９３０万円、一般財源２，

２７２万８，０００円でございます。昨年８月発生の大雨により被災した記載の７路線につき

まして、公共土木施設災害復旧事業国庫負担金を活用しまして、復旧工事を実施するものでご

ざいます。

１３款災害復旧費合計１億４，８３０万円でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １３款災害復旧費の質疑を終わります。

１４款予備費の説明を求めます。

佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） それでは２４ページでございます。１４款１項１目、予備費でご

ざいます。予算額５００万円で全額一般財源でございます。

以上で１４款予備費の説明を終わります。

１款議会費から１４款予備費まで令和５年度せたな町一般会計予算総額は８６億７，５４２

万３，０００円でございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） １４款予備費の質疑を終わります。

説明員交代のため暫時休憩します。

休憩 午後 １時２９分

再開 午後 １時３２分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

次に歳入１款町税から１１款交通安全対策特別交付金までの説明を求めます。

濱登税務課長。

○税務課長（濱登幸恵君） それでは予算書１６ページをお開き願います。町税についてご説

明申し上げます。町税の積算につきましては、前年度の徴収実績を勘案し計上しております。

１款町税、１項町民税、１目個人分でございますが、本年度予算額２億８，２１４万６，００

０円、１節現年課税分では２億７，９７９万３，０００円、２節滞納繰越分は２３５万３，０

００円の計上でございます。

次に２目法人分でございます。本年度予算額は５，２３６万６，０００円、１節現年課税分

では５，２２４万６，０００円、２節滞納繰越分では１２万円の計上でございます。
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次に２項固定資産税でございます。１目固定資産税は本年度予算額３億６，８６８万４，０

００円で、１節現年課税分は３億６，７８７万７，０００円、２節滞納繰越分では８０万７，

０００円の計上でございます。

次に２目国有資産等所在市町村交付金でございます。本年度予算額は６３７万７，０００円

で、これは北海道森林管理局や北海道など４件の交付金でございます。

次に３項軽自動車税でございます。１目環境性能割は、本年度予算額１４７万１，０００円、

２目種別割は、本年度予算額２，４５０万５，０００円でございます。１節現年課税分では２，

４４３万３，０００円、２節滞納繰越分では７万２，０００円の計上でございます。

次に４項町たばこ税では、本年度予算額５，８３９万２，０００円、５項入湯税では、本年

度予算額１６６万８，０００円となっております。

以上、町税について計上させていただいたところでございます。

○委員長（熊野主税君） 佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） 続きまして２款地方譲与税から１９ページの９款地方特例交付金

までにつきましては、国の地方財政計画で示された伸び率や前年度の交付見込額などを勘案し

積算しております。金額については、それぞれ記載のとおりであります。

次に２０ページでございます。１０款１項１目共に地方交付税４７億６，４９１万円でござ

います。地方財政計画で示された地方交付税の伸び率や国勢調査の人口減少の影響などを考慮

し積算したものでございます。普通交付税では４３億４９１万円を計上し、特別交付税では４

億６，０００万円を計上したところでございます。

次に１１款１項１目共に交通安全対策特別交付金は、前年度同額の１００万円を計上してご

ざいます。

以上で歳入１款から１１款までの説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 歳入１款から１１款までの質疑を許します。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 町民税、要するに固定資産税、これらは貴重な自主財源ということで

あります。個人町民税につきましては１，３００万ということで増と、そしてまた固定資産は

逆に減っているということであります。これについての主な原因について伺います。

○委員長（熊野主税君） 竹内係長。

○課税係長（竹内祐輔君） 道高委員のご質問にお答えいたします。町民税の主な増額となっ

た要因につきましては、基本的に前年度の徴収実績、実際に入ってくる調定額、この実績をも

とに翌年度の予算を計上する段階でするわけでございますけども、その際にやはり当町の人口

減少などいろいろな要素を勘案し、今までは前年の９９．５％という減耗率を掛けて翌年度の

積算を行っておりましたけども、ここ５年間の実績を見ていきますと、大きな減というものが

住民税の関係には見られなかったとして、減耗率のほうを１００％という形で見直す形で、よ

り実績値、決算値に近いような数字での予算の計上を今年度はさせていただいたということに

なります。一方固定資産税につきましては約１，０００万ほど変わっているとこでございます
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けども、これ前年度の予算積算の段階で大規模な償却資産が実は当町ございまして、そちらの

計算の中で計数のミスがありまして、少しちょっと差額が出まして、その分を今年精査して正

しい数値に直した結果、このような数字になったということでございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 徴収実績と言いますか、そういったことの基本的な見直しということ

での要因だということであります。町民税については前年度の所得関係が出てきて、またこれ

からでございますので出てませんけども、これは本当に浮き沈みあるわけでありまして、増え

るということは大変いいことであります。それで固定資産については今言ったように償却資産

の上げ幅、下げ幅というものがあって、我が町は風車の関係でいろいろかなり何億もというこ

との、１億以上ということで話をしたら町長から伺った件もあるんですけども、やはりあれは

原価率が結局下がるわけでございますので、その辺はあんまり過大な期待もできないのかなと

いうことを申し上げたいなと思ってんですけども、その辺これからどうなんでしょうか今、立

象山の上に立てますけどもその辺の影響というのはこれから減っていくって言いますか、どの

くらいの償却資産額が減っていくのか、その見通しっていうのはあるんですか。

○委員長（熊野主税君） 竹内係長。

○課税係長（竹内祐輔君） 委員の質問にお答えいたします。一応当町に入ってきている、そ

れぞれの法人さんから出される数字に基づいて、もちろん現年毎年少しずつ減っていく部分も

ありますし、設備投資される事業者さん、大きな事業者さん以外にもありますので、そういっ

たところの状況を見据えながら、今後の予算の持ち方、計算の仕方っていうのを見ていってい

るところでございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 要するに増減確かにあるんですけども、当面は増えるほうが、そうい

った償却資産自体が増えていく見込みだと私は思っているんですけども、そこは減るのもある

んでしょうけども、トータル的にいえばある程度確保できているのかと思うんですけども、そ

の辺の見通しというのは持っているんですか。

○委員長（熊野主税君） 竹内係長。

○課税係長（竹内祐輔君） 委員の質問にお答えいたします。こちらにつきましては年々下が

っていきます。ただ特例という部分もございますので、その特例が５年とか決まった期間で外

れますので、その時にはまた一部はね返って増えるタイミングもやってきますけども、それ以

後はやはり年々下がっていくのが償却資産の考え方でございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 歳入１款から１１款までの質疑を終わります。

次に１２款分担金及び負担金から２１款町債までの説明を求めます。

佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） それでは２０ページでございます。１２款分担金及び負担金、１

項負担金の主なものは、１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金の老人ホーム入所措置費負
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担金１億４１０万５，０００円。

２１ページでございます。２目農林水産業負担金、１節農業費負担金の草地畜産基盤整備事

業受益者負担金１，３２７万４，０００円などでございます。１項負担金の予算額合計は、前

年度と比べ６４８万円増の１億５，４９３万７，０００円を計上いたしました。

次に１３款使用料及び手数料、１項使用料の主なものは、２２ページの３目衛生使用料、３

節公営温泉浴場使用料８８８万９，０００円、２３ページの６目土木使用料、６節住宅使用料

の町営住宅使用料８，３３３万１，０００円でございます。

次に２４ページでございます。１項使用料の予算額合計は、前年度に比べ２８万３，０００

円減の１億３，８０１万６，０００円でございます。

２項手数料の主なものは、２目衛生手数料、１節保健衛生手数料のし尿等処理手数料２，２

７７万６，０００円でございます。２項手数料の予算額合計は、前年度に比べ１０万８，００

０円増の２，８８７万円でございます。

次に２５ページでございます。１４款国庫支出金、１項国庫負担金の主なものは、２目民生

費国庫負担金、１節社会福祉費負担金、障害福祉サービス等給付費負担金１億６，０８０万６，

０００円、３目災害復旧費国庫負担金、１節公共土木施設災害復旧費負担金の公共土木施設災

害復旧事業国庫負担金８，５９７万２，０００円でございます。

１項国庫負担金の予算額合計は、前年度に比べ８，０６５万８，０００円増の３億３，８０

７万４，０００円を計上いたしました。

２項国庫補助金の主なものは、２６ページの４目土木費国庫補助金、１節社会資本整備総合

交付金の４事業合わせて９，６７０万６，０００円でございます。２節道路メンテナンス事業

補助金の橋梁長寿命化補修事業補助金３，１０２万円でございます。

２項国庫補助金の予算額合計は、前年度に比べ４，００６万６，０００円減の１億５，０８

９万８，０００円を計上いたしました。

次に２７ページでございます。３項委託金の主なものでは、３目土木費委託金、１節道路橋

梁費委託金の北檜山流雪溝施設管理委託金２，９２５万７，０００円でございます。

３項委託金の予算額合計は、前年度に比べ１，８３９万６，０００円減の３，４０４万１，

０００円を計上いたしました。

次に１５款道支出金、１項道負担金の主なものは、１目民生費道負担金、１節社会福祉費負

担金の障害福祉サービス等給付費負担金８，０４０万３，０００円でございます。

２８ページでございます。１項道負担金の予算額合計では、前年度に比べ５４１万円減の１

億８，２２７万５，０００円を計上いたしました。

２項道補助金の主なものでは、２目民生費道補助金、１節社会福祉費補助金の重度心身障害

者医療給付事業補助金１，１２５万５，０００円でございます。２節児童福祉費補助金の子ど

も・子育て支援交付金１，１７３万１，０００円でございます。

２９ページでございます。４目農林水産業費道補助金、１節農業費補助金では中山間地域等

直接支払交付金３，６３１万４，０００円、基幹水利施設管理事業補助金１，０５８万９，０

００円でございます。
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次に３０ページでございます。２項道補助金の予算額合計は、前年度に比べ３７８万５，０

００円減の１億１，２９４万円でございます。

次に３項委託金の主なものでは、１目総務費委託金、２節徴税費委託金の道民税徴収委託金

１，０００万５，０００円でございます。

３１ページの６目１節共に消防費委託金では、平田内川ほか２箇所、防潮水門施設管理委託

金１，１７７万円でございます。３項委託金の予算額合計は、前年度に比べ１，３８４万３，

０００円減の３，７８９万１，０００円でございます。

次に１６款財産収入、１項財産運用収入の主なものでは、１目財産貸付け収入、２節建物貸

付収入の公宅料１，２３９万４，０００円、３２ページの４節物品貸付収入、光ファイバケー

ブル等貸付料１，５７９万１，０００円でございます。１項財産運用収入の予算額合計は、前

年度に比べ９１万８，０００円減の４，８４３万３，０００円を計上いたしました。

２項財産売払収入の主なものでは、１目不動産売払収入、１節立木売払収入の８００万円で

ございます。

２項財産売払収入の予算額合計は、前年度に比べ１３４万９，０００円減の１，１５８万３，

０００円を計上いたしました。

次に３３ページでございます。１７款１項共に寄附金の主なものでは、１目１節共にふるさ

と応援寄附金１億５，６００万円でございます。

１項寄附金の予算額合計は、前年度と同額の１億５，６１０万１，０００円を計上しいたし

ました。

１８款繰入金、１項基金繰入金の主なものは、１目財政調整基金繰入金２億５７６万円は、

財源調整分と病院事業会計繰出金充当でございます。

２目産業振興基金繰入金１億５，３６８万８，０００円は、新函館農業協同組合合併支援補

助金などの充当でございます。

３４ページでございます。６目公共施設整備基金繰入金８，３９０万３，０００円は、狩場

葬苑１号炉耐火煉瓦積替工事などの充当でございます。

３５ページの１項基金繰入金の予算額合計は、前年度に比べ１億８，１５４万７，０００円

増の６億２，５３４万８，０００円でございます。

２項特別会計繰入金では、１目国民健康保険事業特別会計と２目後期高齢者医療特別会計か

らの繰入金合わせまして予算額３５７万９，０００円で、前年度に比べ１９万５，０００円の

増でございます。

次に１９款１項１目共に繰越金では、前年度同額の３００万円を計上いたしました。

３６ページの２０款諸収入、４項雑入の主なものでは、１節総務費雑入の市町村振興宝くじ

交付金３０９万３，０００円、２節民生費雑入の重度心身障害者医療費立替収入２８５万円、

３７ページでございます。３節衛生費雑入の各種健診個人負担金３０８万９，０００円、８節

教育費雑入の学校給食費納付金９４４万１，０００円でございます。

３８ページの４項雑入の予算合計は、前年度に比べ４，４４４万８，０００円減の３，２９

８万６，０００円を計上いたしました。
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５項１目共に備荒資金支消金では１億円を計上いたしました。

２１款１項共に町債で、１目総務債、臨時財政対策債から７目災害復旧債の過年度発生補助

災害復旧事業債までの記載されている２０事業について借入れをするものでございます。

１項町債の予算額合計は、前年度に比べ７，４１０万円減の６億３，６９０万円でございま

す。

以上で歳入１２款分担金及び負担金から２１款町債までの説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 歳入１２款から２１款までの質疑を許します。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 歳入１２款から２１款までに質疑を終わります。

２時まで休憩いたします。

休憩 午後 １時５２分

再開 午後 ２時００分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

ここで再度一般会計歳入歳出全款の質疑に入りますが、社会福祉協議会運営事業補助金につ

いては後ほど改めて時間をとりますので、それ以外の項目での質疑を許します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 今回、全く質問してませんので相当溜まってるんですよ。だけど何か

委員長の顔を見たら少し遠慮しろよというふうに見えますので、絞ってごく少数の質問だけさ

せていただきます。よろしくお願いします。

まず１点目ですが、内容説明資料の１２ページ、新規事業で新函館農業協同組合合併支援補

助金１億３，７８２万３，０００円です。この財源の問題なんです。常任委員会でも指摘いた

しましたが、これ産業振興基金から投入しているわけです。その根拠は何ですか。

○委員長（熊野主税君） 河原課長。

○農務課長（河原泰平君） お答えいたします。このたびの合併に関しまして、これまで町内

２農協、２つ存立しておりまして、その２農協が合併することによって一元的な営農指導、ま

たその一元的な営農指導により新しく新規作物を作れる。また集出荷体制を整えられるという

ことで農業振興に繋がるということで、せたな町基金条例第２条に基づきまして産業の振興を

図るために必要な事業の財源の確保ということで充当できるものとして考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これは町長に答えてもらわなきゃなりません。間接的な寄与はあると

思います。間接的に寄与するということについては理解しますが、直接的な振興策とは私は違

うと思うんです。その点を提起してるんです。それで産業教育常任委員会の席上でも、これは

産業振興基金に手を着けるというのはいかがなものかという提案をしてるわけですが、どうい
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う検討されたんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今担当課長が言われましたような認識でございまして、これは間接的

に産業振興に寄与するというふうに捉えたところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それは課長が既に答弁してる話であって、どう検討したんですかって

聞いてるんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これにつきましては、理由はそういったことでございまして、私とし

ては政策的にこれはこの基金を利用するというふうに判断したところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そうしますと私が産業教育常任委員会で提起したことについては、実

際上検討しなかったと。そのままスルーして提案しましたよということだと思うんです。これ

は政策的に私も間違いだと思います。一貫して私はチャレンジ制度、これをあえて新チャレン

ジ制度というふうに言わせてもらっておりますが、これを行うようにということを一貫して言

ってきたんです。総括をして新たな方向を見つけ出したいって言って検討して何年になります

か。全く返事がないんです。私が提起してるだけではなくて、他の議員の方々からも異口同音

の指摘はございました。これ答えてないんです。私けしからんと思いますのは町長の答弁なん

です。これ現在額あとで財政課長から答えてもらいますが、やや３億近い数字になってると思

います。正確に答えてください。２億数千万って言っておきますが。それだけの基金があるん

だから新チャレンジ制度なぜやらないんですかという提起をしたときに、町長なんて答えまし

たか。覚えてらっしゃるでしょう。忘れましたか、忘れたようであれば言っておきます。もう

少し貯めてからやりたいって、ああ思い出しましたか、もう少し貯めてからやりたいって言っ

ておきながら、また１億３，０００万使っちゃって、また１億３，０００万プラスそれ以上貯

めなきゃチャレンジ制度というのは導入しないということなんですか。全く説明になってない

でしょう。お答えください。

○委員長（熊野主税君） 佐藤財政課長。

○財政課長（佐藤英美君） まず産業振興基金の残高ですけども、令和４年末残高の予定では、

４億２，１３０万２，０００円を予定しております。令和５年予算の取崩額で１億５，３６８

万８，０００円、令和５年積立予定で１，２０８万３，０００円、令和５年見込みで２億７，

９６９万７，０００円、残として令和５年末で残る予定で現在のところ考えているところでご

ざいます。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 何度か議員のほうからチャレンジ事業についてのご質問ございました。

そういった答弁もさせていただいてるとこでございます。今日はこの提案してる予算の審議と

いうことでございまして、新農協、要するに合併した農協の支援という予算につきましては、

産業教育常任委員会の中でこれはご理解をいただいている予算でございまして、菅原議員のご
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意見も十分聞かせていただいての中での決定だったというふうに思っております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 例によって答えになってないんです。いかにも高橋町長らしいなと申

し上げておきます。答弁になってません。チャレンジ事業を行う上で財源あるじゃないかって

いう提起してるんです。財源があるのになぜ活用しないのかっていうことを言ってるんです。

それに対してあなたの返答は、もうちょっと貯めてみたいという答弁なんです。今聞いたらも

う令和４年度末で４億２，０００万もあったんじゃないですか。令和５年度において取崩し新

たに積立てた残高見込み２億７，６００万です。幾らまで積立てたら新チャレンジ制度を導入

するんですか。お答えください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 幾らまで貯めてということではございません。ある程度財源があれば

これはやれるというふうに思っておりますが、今回は、新年度におきましては、チャレンジと

それから農協の合併に伴う支援金、比較しましてどちらを優先するかということにはなるんだ

というふうに思いますが、私としては、これをただいまご提案している部分について予算を計

上させていただくと。先ほども申し上げておりますとおり、こちらのほうを優先をするという

政策判断をさせていただいたところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これ以上やるとまた同じ問答の繰り返しになりますから、これで止め

ます。要するに生産者の切実な要求、議会での町長への問題提起、完全に背中を向けたという

ことなんです。そういう政策しかあなたは取ることができないということを、今いみじくも告

白したことになるわけです。答弁要りませんが申し上げておきます。この新函館農協に対する

補助金は、私は確かに反対はしませんでした。しかし財源については、産業振興基金じゃまず

いだろうという提起をしたんです。その理由は産業振興基金は、農林水産商工業の生産者の直

接支援に役立つ形で使うのがこの基金の目的だって言ってるんです。そうすると新チャレンジ

事業、名称は違う名称でも構わないんです。生産者の直接的な支援に役立つ方向で高度に、し

かも緊急に利活用することが今の町政に求められているんではないかということを一貫して言

ってきてるんです。もう何年になりますか検討するって言ってから。こういう使い方してるん

だよ。それからあるいは使い方というよりも、貯めこんでおるならば、生産者、商工業者、枯

れて死んでしまいます。そういうことに対してなぜ地方公共団体の首長として思いを致せない

のかということを問うてるんです。答弁も私の期待するような答弁でないでしょうから、これ

は指摘だけで留めておいて次の問題に移ります。

いろいろあるんですが委員長省略しますから、それで９款消防費で、もう１問やっておきま

す。救急業務の問題なんです。これは病院会計になるのかなと思いましたが、組織的には消防

業務の問題ですから９款の問題に関連させて総括質疑をしておきます。救急業務の問題で言い

ますと、大成区の救急体制の問題なんです。最近、直接住民の方から持ち込まれましたが、要

するに１番近い医療機関としては大成の診療所を除けば八雲の病院ということになるわけです。

ところが、かかりつけの患者さんの場合の対応と、かかりつけでない患者さんの対応は明らか
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に違いがあるっていうんです。これは八雲の病院長の判断なんでしょうけれども、かかりつけ

医でない患者の方については対応しないという問題があるようであります。これ町長、深刻な

問題なんです。大成区の方に言わせますと指定病院、国保病院ですから一旦峠を越えて国保病

院まで行かなくちゃいけないと。そこで応急措置で済めばいいが、さらに転院ということが考

えられますと。仮に八雲の病院ということになりますと、行って帰ってと、これは救急患者本

人にとっても、家族にとっても大変な問題なんです。それで八雲の病院で一旦診てもらえるよ

うになれば、転院の場合も随分違うだろうということなんです。こういう問題について町長は

認識しておられますか。まず認識しているかいないかお答えください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この問題はせたなばかりでなくて各町においてもこうした問題がござ

います。なかなかルールもございまして私たちとしては解決できないで今まできているという

ことでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 解決できないできているから質問してるんですって。そういう答弁を

求めてるんじゃないです。そういう状況にあるということを首長としてどのように認識してお

りますかと、あなたの認識の内容について伺ってるんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これは住民からのお話もございます。地域懇談会等でもこうしたご意

見がございました。そういうふうに認識をしております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういう認識をした上で、どういう対応をなさろうとしているんです

か。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 基本的にそれぞれの町の病院で救急患者の受入れをしていただいて、

その後、２次あるいは３次というふうな医療機関への搬送というふうなことでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） いやそういう建前論聞いてるんじゃないんです。住民からそういう切

実な声が上がっているので、少しでも改善、改革打開しようとする町長自身の政策判断はない

んですか、あるんですかとそういうことを聞いてるんです。わかりませんか、こちらがなぜ今

取上げたか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これについては、以前からそういうことなんですが、そういったルー

ルが一つございます。これを変えるということについて随分難しい問題というふうに受け止め

ておりまして、なかなか私たちの思いどおりにはいかないと、相手があるということもござい

ますけれども、なかなか思うようにいかないというのが実態でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 実態はそうなんでしょうが、どういう打開策を今取ろうとしてるかっ
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て聞いてるんです。これまた繰り返しになりますから質問変えますが、相手というのは、どな

たを指して相手と言ってるんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 要するに他町の２次あるいは３次医療機関でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私そこに間違いがあると思うんです。これは行政間の協議を私は求め

ておきたいと思います。医療機関のトップは医療機関のトップの考え方あるわけです。一理あ

る説明のように思います。これは熊石の町民のための医療機関なんだから熊石以外のエリアに

住んでる方まで夜間とても対応できないんだと、これは一理あるんです。そうするとそこと話

をして解決あるいは問題の打開ができますか。だから町長の目指してる方向っていうのは、私

は捉えてないと思うんです。これは今日提起しておきたいんですが、八雲町側と行政間で一つ

俎上に載せて検討していただけませんか。地域間協力っていうのはあってしかるべきなんです。

特にせたな今金の間では両病院同士いろいろな連携プレーというのは、結果ですけれども出来

ていると思います。十分、不十分はあるとしても。じゃ同じ北部檜山に住んでいるせたな町と

八雲町の関係はどうか。これ総合病院との関係では基本的な関係はできていると思うんです。

ところが熊石と長磯、あるいは大成区全体を見たときに、そことの問題が調整、整理されてい

ないという宿題が残っているように思うんです。それは患者同士が先方と話し合うとか、ある

いは消防署自体が病院側と話し合うとかという範囲の問題じゃないんです。これは行政の課題

としてしっかり検討していただく必要があると思うんです。そこのところを今日は提起してお

きたいと思います。違う答弁もらうとまた話長くなりますから、これも提起に留めておきます。

検討してください。

それから次は一般質問でも申し上げましたが、職員の退職問題、それから採用問題について

触れておきたいと思います。まず最初に総務課長に伺っておきたいと思うんですが、私の手元

の集約では、令和４年度の定年退職は９名となっておりますが間違いがないかどうか。それか

ら令和４年４月１日の職員の組織機構図から見ますと、令和５年４月１日の段階では定年前退

職者のトータル数は１６人ということになろうかと思うんです。まずこの数字について総務課

長から正確な数値をお示しいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 令和４年度の定年退職の数のご質問だと思います。詳しく申しま

す。これは一般会計特別会計、病院会計、分けて説明させていただきます。特別会計、病院会

計合わせて定年退職９名です。自己都合については１６人、計２５名で間違いございません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 計２５名です。私の調べでは、せたな町職員ではありませんが、檜山

広域行政組合せたな消防署の職員は３人退職というデータを得ております。消防署の問題はま

たあとで触れますが、定年退職９名、定年前退職１６名、町長に伺いますが、定年退職９名こ

れはやむを得ない話であります。定年前退職の年間１６人という数値あなたどう思いますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） 少し多いなというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） なぜ多いと思いますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） これは私たち辞表を受けとっておりますし、辞表の内容、あるいは職

員と面談での話と、総合的に判断しましてそれぞれ退職の理由は様々ですが、ほとんどは家庭

の事情や親の介護など原因は様々でございました。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私もお辞めになる方は、それぞれの事情がおありだろうと思います。

それから職業選択の自由というのがありますから、一旦就職したら最後までという法的な拘束

力はありません。それは承知の上で聞いてるんです。町長、私どもの感覚で言いますと、地方

公務員というのは１番安定して、１番魅力のある職業の一つだと思ってるんです。どういうこ

とか。役場倒産というのはないわけです。夕張のような財政再建団体ということもありますが、

民間のように企業倒産ということはないわけです。悪事や犯罪に手を染めて解雇されない限り

定年まで勤めることができて、退職金を貰えて、年金をもらえると、１番安定した魅力のある

親も身内も親戚も羨むそういうポストなんです。しかも地域住民のために自分の情熱、生き方

を傾けて幸せのために奉仕するという崇高な仕事があるわけです。そういう魅力のある現場で

あったはずなのに、いろいろな事情があるにしても、私は今町長として何でこういう大量の退

職者が出てくるのかということを、行政自体のどこかに何かがないのかという観点から謙虚に

自己点検なさる責任があると思います。この点についてどうですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 副議長の話を聞いていまして、私も本当に公務員、自治体職員安定し

て魅力あるなというふうに思ってる１人でございます。ただ最近の傾向としまして、やはり職

員のマインドが少し私たちが考えているのとは変わってきたなと。確かに安定が一つの魅力で

ありますが、ニーズとしては多様化してきているなというふうに考えております。したがいま

して、今後につきましては安定だけではなかなかこれで職員を最後までということにはならな

いというふうに思います。ですからどの職業も多分そういう形にはなるんだと思いますので、

新規採用、あるいは中途採用などを駆使しまして職員の確保にあたらなければならない時代に

なったなというふうに思っているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これ以上質問しても前向きの答弁出てこないと思いますが、一言だけ

言っておきます。私は退職される方の側の責任ではないと思ってます。それは当然それぞれの

事情がおありになって、それぞれの方の最良の選択肢として判断されたことだろうと思うんで

す。私が言ってるのはそういうことじゃないんです。行政を預かっているトップとして町民の

幸せのために、役場組織が全体として組織力を発揮する体制を今後とも維持できるのかできな

いのかという町長自身の自己責任についてどうお考えになってるのかを聞いてるんです。これ

全くその答弁はございませんでした。残念です。
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それで次の問題に移ります。これは総務課長からでもいいんですが、あるいは担当課長から

でも結構なんですが、まず新体制の問題で心配になりますのは、建設水道課、これは技術スタ

ッフもお辞めになるようでありますけれども、そういう補充も含めた新年度の体制は大丈夫な

のかどうか伺っておきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 建設水道課の技術職員、何名か退職されるということで、社会人

の新規では募集してなかったんですね、結局辞めるというのが急だったものですから、そうい

う形で自己都合なんですが退職されるということで、改めて募集させていただいて技術系につ

いては補充ができてるということでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。次なんですが瀬棚保育所、これも定年退職の方が１名

と現職で非常に責任のあるポストにおられる方が１名というふうに伺っておりますが、瀬棚保

育所の体制はどうでしょうか。町民児童課長でも結構です。

○委員長（熊野主税君） 高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） 瀬棚保育所限定でよろしいですか。瀬棚保育所につきまして

は、年々入所児が減少傾向にあるということで、所長が退職予定なんですけども、残りの保育

士で対応できるということで判断しております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 高橋町民児童課長が残りで大丈夫だとおっしゃるんですから大丈夫な

んだと信じたいと思います。もう一つ認定こども園、これも管理職の中枢の位置にある方とも

う１人の方お辞めになるというふうに伺っているわけですが体制はどうなんでしょう。

○委員長（熊野主税君） 高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） 認定こども園につきましても来年度以降の入所者、それとあ

と去年まで育児休業していた保育士もおりますので、その方が復職するということで現体制で

十分対応できます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 大きい声で言ってくださいね、聞こえない方がいるそうです。わかり

ました。これも担当課長が大丈夫だというんだからそれは信頼したいと思います。

次に保健福祉課の問題です。地域包括支援センターの問題なんですが、ここでも中核の方が

お辞めになるようだという情報を得ております。大丈夫ですか。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） ご質問の件につきましては保健福祉課として町民に対して町

内募集を若干名ということで募集している最中でございます。２月末までの申込み締切りにつ

きましては申込みはありませんでした。今月下旬に要件をちょっと緩和しまして改めてまた公

募をする予定でございます。
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○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 募集はそうすると今のところ補充者はまだ見通しが立っていないとい

うことですよね。そういう答弁ですね。これは定年退職とは違うと思うんですが、高齢者支援

員この方もお辞めになるというふうに聞いておりますが間違いありませんか。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 間違いございません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういたしますと包括支援センター現行の体制から２名少なくなるわ

けです。正職員のほうは、さらに募集を続けているということのようでありますが、高齢者支

援員のほうの補充はどうなんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） その後、再募集をいたしましたが現在申込みはございません。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういたしますと私は非常に心配です。町長そういう認識を持ってま

すか、町長。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 思っております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 思っていないって言ったらまた混乱するわけですよね。それはそうい

う答弁になりますでしょうよ。問題は欠ける体制が補充されることに至るかどうかってことな

んです。問題の中心はそこです。私は以前にも触れたことがありますが、せたな町の地域包括

支援センターの皆さんは非常に頑張っておられる。常々高く敬意を表しております。今回も各

家庭に配られた広報配布物を見ますと、支え合いせたな通信創刊号ということで地域包括支援

センターから大変タイミングマッチしたお知らせが回ってるわけです。しかも高齢化率という

のは各区それぞれ非常に高くなってきて、この地域包括支援センターの皆さんの仕事の重要性

というのは、年々、月々、日々非常に重要になっているんです。大変感謝の声もあちらこちら

から聞こえてくるわけです。そういうときに、今この体制が３月１５日の時点でまだ補充され

る見通しが明確に立っていないという答弁ですから町長これは大変だと思います。どうなさい

ますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 非常に残念というふうに思っております。ただ採用に向けて鋭意努力

をさせていただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。４月１日には町長の今の答弁が守られていることを期

待しておきます。しっかりやってください。それから消防の問題についても触れておきたいと

思うんです。これは一部事務組合の問題だということで答弁逃れをしないで、我が町の直接の

住民の命と暮らしに関わる問題ですからお答えをいただきたいと思うんです。私の手元の資料



- 43 -

では、令和４年度、救急救命士１名退職されております。それから今回も救命士２名、一般の

方１名ということで、令和３年度と４年度トータルいたしますと救急救命士が３人、一般の職

員の方が１名、こういう形で退職されていると思います。まずこの認識に間違いがないかどう

か、総務課長ご答弁願います。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 現在せたな署、大成支署、瀬棚分遣所、合わせて定員ですと３６

名でございます。それで令和３年度１名辞めて、令和４年度末までは今おっしゃられたように、

３名辞めますので、４名が４年度末で退職されることになっておりました。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私の申し上げたことはそのとおりだと思います。４名のうち３名は救

急救命士なんです。１名は一般の方です。その救急救命士の確保、あるいは補充はどうなりま

すか。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） 令和５年度で救急救命士２名と一般消防士２名採用決まってたん

ですが、１人救命士救命士の方が来ないということで、３名の補充に留まりましてうち救急救

命士は１名ということでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ちょっと最後聞こえませんでした。うち救急救命士は何人ですか。

○委員長（熊野主税君） 原総務課長。

○総務課長（原 進君） １名です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういたしますと町長、３年度と４年度合わせて現状では救急救命士

２名不足になるというふうに判断してよろしいですか。これどうしますか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 採用に努めるということはもちろんでありますが、内部から救命士を

養成するということも併せて考えていかなければならないというふうに思っております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういう答弁なんだろうなと思いますよね。確保できない場合は育て

る以外ないと。ところが私がこれまでの議会の一般質問で申し上げましたように、新規の救急

救命士の育成というのは１年や２年の話じゃないんです。わかりやすい例で言いますと、高卒

の新採用をしたとすれば、いろいろな条件がありますから１人の救急救命士として役に立つ、

現場で力を発揮できるようになるまでは、いろいろな判断の内容あるでしょうけれども、一口

で言ってアバウトで１０年です。これはせたな消防署の署長とも話し合いした結果、アバウト

１０年だとおっしゃってもらっても構わないと言ってるんです。つまり私が言いたいのは、救

急救命士が僅か２年の間に相次いで３人も去っていく。そういう状況について町長はどう受け

止めているかということを伺いたいんです。率直に聞いておきます。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） これは職員でも答弁申し上げましたが残念に思っているということで

ございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それじゃ答弁にならないです。残念なのははっきりしてるんだから。

その程度なんだなというのは確認をさせていただきます。今救急救命士は、私はせたな町だけ

じゃなくて、これは各地で不足になるという状況は出てくると思います。これ前の一般質問で

申し上げてるんです。なぜならば大きな病院の体制の中で救急救命部分のスタッフの募集、非

常に待遇でしかも重要な役割を担うセクションとして日々構築される、そういう状況に各中心

病院がなってきているからであります。これは引き抜きっていう言葉は使いたくありませんが、

やっぱり救急救命士のモチベーション、処遇改善等々を総合的に判断しますと、私はこれから

もありうることだと思うんです。そういうことに対して町長は心を致してほしいと思います。

ですから確かに自治体組織は違います。広域行政組合とせたな町は違いますが、我が町の町民

の命健康を守る上で大事な組織でありますから、町長も思いを致して我が事のように対処する

ということをしていただきたいと思います。これも答弁は要りません。

以上で総括質疑終わります。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 先ほどの救急体制のことで関連して確認させていただきたいんですが、

町長今まで八雲町長と熊石の国保病院の救急体制のことでトップ同士の話し合いって設けたこ

とないんですか。かなり前に強く要望もさせていただいたし、地域からも出てますし、そこを

一つだけ確認させてください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ございます。そのときもやはり病院側の対応、熊石国保についてはや

はり医師数も少ない、スタッフも少ないということでなかなか受入れは困難ですよということ

でございました。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） あとは多くは言いません。先ほど菅原委員に答えたような形でこれか

らも地域のことを考えて、ぜひトップとして諦めることなく隣町とトップ同士で話し合いを設

けていただきたいと、これは強く重ねて要求させていただきます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） それでは以前からお約束しておりました３款民生費、１目社会福祉

協議会運営事業補助金について質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 昨日浜高補佐からの様々な私の質問に対してお答えいただいたんです

が、また繰り返しになることもあろうかと思うんですが、ご了承いただきたいと思います。補

助金、これが前年度と変わらない理由に社会福祉士の採用を見込んでいるということでしたが、
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現在の情報合わせて担当として社会福祉士の採用は可能性としてどういうふうに捉えてますか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） ご質問にお答えいたします。この予算の承認をいただい

た後に社協さんのほうで募集をすることになるだろうかとは思いますが、町内のチラシ配布、

ホームページ、さらには昨日私も説明させていただきましたけれども北海道社会福祉協議会の

人材バンクという窓口を活用してもらって、募集される方がいるかどうかは現段階では私も想

定できない状況です。ただやはり何事も業種、人材不足という中では社会福祉士においてもな

かなか難しいところもあるのかなという感じはございます。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 確認させください。町内限定なんですか。そこの確認と。今捉えてる

人数で結構です。役場内部にもと、あとは介護に携わる町内のそういった事業所、そこも含め

て、要は町内に社会福祉士の資格を持った方何名いらっしゃるか押さえてるんであればお知ら

せいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。この募集にあたっては町内、町外問

わずであろうと思います。現在私が把握している町内での社会福祉士の資格を有している方は、

保健福祉課内しか私は把握しておりませんけども、正確な人数ではありませんが４名、５名い

るのかなとは認識しています。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 昨日の説明で要は議会の中で特別委員会設置されて様々なことが指摘

をされ、それで社協側で改善計画を立てて、それを基に社会福祉士の採用を決めたと。ただ昨

日の説明で様々、例えば成年後見制度から買い物生活支援等の事業展開も合わせてご説明いた

だきましたが、社会福祉士を仮に雇用できたと、その上で社会福祉士を採用した上でできる事

業どのように捉えてますか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。昨日も答弁させていただきました成

年後見制度の取り進めにおいては、やはり社会福祉士が担うことが各自治体も多い状況であり

ます。昨日も話しをさせていただきましたいろいろな生活支援サービス事業においては、資格

を要しなくても企画等できるとは思いますけれども、やはり社会福祉士というその資格に向け

て、いろいろな知識、現場での経験を得た福祉に通じられた方が社協を担うということになる

と、これまでの社協の運営事業とは変わって新たな事業展開ができるものと期待をしています。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今朝ほどなんですが、私、北海道社会福祉協議会檜山地区事務所、こ

れは失礼だったんですけど電話で問合せさせていただいたんです。檜山管内の現状で結構です

から、この社会福祉士の資格を有してる方が常駐している社協さんはどのくらいありますかと

率直に聞かせいただいたんです。そしたら、はっきりはまた調べてみないとわからないけど、
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江差町、上ノ国、そして隣町の今金町、そこに社会福祉士がいらっしゃるというふうに聞いた

んです。ただどこの社協も、要は現在の社会福祉協議会の、せたな町の社会福祉協議会を除い

てですけど、基本的に資格ある無しにかかわらずできる事業に取り組んでるんです。担当とし

て浜高補佐、今は保福の補佐ですけど担当について、やはり社協側には本当に事業展開してく

ださいと強く要請してきたのは十分わかります。ましてや今の現状だとヘルパーという資格を

持った方、現実問題社会福祉協議会にいらっしゃいますか。そこを確認させください。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。今の石原委員の質問で今のせたな社

協の中にヘルパーの資格を持ってる方がいるかということでしょうか。今の社協の職員の中に

はヘルパーの資格を有している者はおりません。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） それが弊害というか、いろいろ協議の中で、要は町側でアドバイスも

含めて提案している例えば、学童の支援そういったことにも手を出せないでいるというのが現

状だと私も聞きました。何を言いたいかというと、要は基本的に今まで町側から様々提案、あ

るいは指導も込めて社協側に要は独自財源ができるそういった事業展開をするべきだと。残間

代監もおっしゃってました。それはもう数年にわたって指導してきたと思うんです。そういっ

た基本な状態がないまま、これ言い方少し乱暴になるかもしれませんけど、改善計画と称して

ただ形だけ社会福祉士を募集しますと。だからその人件費を１００％充当したいのでください

ということで、到底これ申し訳ありませんが見込みがないと言わざるを得ません。ましてや今

管理職の立場で今の社会福祉協議会に３０数年も勤めて何ら努力もせず。というのはそういっ

た努力をしないと、これ断言するのは町内に社会福祉士の資格を有した方、その方もう仕事を

しながら４０過ぎてこの資格を取った。なぜ今の社会福祉協議会でその方ができなかったのか

と。やれと言っても答えていただけなかったのか。ましてやヘルパー今いませんけど、これ社

協合併する前に大成支所でこれヘルパー事業取り組んでたんです。ただ私の認識間違っていれ

ば訂正いただいて結構なんですけど、町の合併に伴って社協が合併するとき、要は不採算部門

切れという何か話がされたようなんです。止も無く大成支所で、いや本当に不採算部門だった

と思うんです。でも職員抱えて大成の高齢者のために事業展開してたんです。ところが合併に

伴って本所の指導なのか、前にも述べたかもしれませんけど、私の叔父も大成の社協の支所で

その協議に係って、酒を飲む前にかなり怒り心頭だったというのは今でも記憶してます。ただ

ヘルパー事業に関しては、それと同時に大成に拠点を構える民間が手を挙げてくれたからそれ

で良かったんですけど、そういったもろもろ含めて基本的にせたな町社会福祉協議会が、そう

いう努力もしない中で基本的にそういった事業も、要は浜高補佐先ほど説明しましたけど、資

格ある無しにかかわらず、できることに取り組んでいない土台があるところに社会福祉士、要

は大変な資格ですし、どこでも、昭和の言葉だったら失礼なんですけど、引手あまたというか、

町でも市なり県なりどこでも欲しい資格だと思うんです。確かに募集して来ればそれに越した

ことないんですけど、まずは基本の体制を今まで指導してきたとおり、それをしていただいて、

その上で見込みが出たときに、また新たに考えるべきなんじゃないですか。頭からそれを１０
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０％充当するための予算には到底私は賛成することはできません。少し長くなりましたけど担

当としての見解と、そのあと町長ご答弁いただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。石原委員先ほど管内で今金町、江差

町、上ノ国町と自治体の名前を申し上げさせてもらって失礼ですけれども、その３町の社会福

祉協議会には社会福祉士が配属されてるというようなお話ありました。私のほうでも担当でも

管内の社会福祉協議会の運営状況というのを２年前から調査させてもらってる中で、今言われ

た３町においては、成年後見事業や移送サービス、外出支援、そして生活コーディネーターの

派遣事業など社会福祉士が配置されていることによって、ほかの町と比較することではないん

ですけれども、そういうような社会福祉士が配置されることによって、いろいろな事業が展開

されているのかなと推測をしています。町内でそれぞれ管内、自治体の状況によります。ヘル

パー事業においても、当町においては民間、社会福祉法人で担っていただける事業所があると

いうことで、この事業については社会福祉協議会で実施しなくても町内のサービスを実施出来

ているという認識をしております。この社会福祉士の配置については、社協さんの改善計画に

載せられている計画で、これから事業拡大したいということでの予算措置でありますので、そ

の金額で計上を担当としてはさせてもらっています。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今ご意見を伺っておりまして、それぞれいろいろな意見があるんだろ

うというふうに思いながら聞いておりました。そうした中で今この社協が真剣に改善計画に沿

って改革を進めようということで今回の予算も提案しているところであります。私としては、

やはりしっかり予算付けをして、しないで頑張れということにはなりませんので、してさらに

もう少し頑張ってくれよと、町民の皆さんの期待に応えてくれよという思いでおりますので、

ひとつご理解をいただければ大変ありがたいなというふうに思っているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 浜高補佐一生懸命説明いただきましたけど、基本的に今まで取り組ん

で、要はその指導もかなり強い指導もしてきて、基本的に今の体制で、できることがあったは

ずなんです。それにも取り組めていないんです。移送業務でしたっけ、それも要はヘルパーさ

んがいないだけで社協で取り組めないじゃないですか。民間で今人手不足の中、児童の送迎も

今取り組んでるんです。ただその調整もついてないわけじゃないですか。そういった基本的な

ことができてなければない中で、それを飛び越えて事業展開できるとは到底思えないんです。

だからそういった土台ができたのちに、これを基に事業展開したいんだと、事業展開すること

によって自己財源が確保できた、でも足りない。かと言って事業拡大したいと。その上で町側

にお願いする。それに応えるべきだと思うんです。担当として努力されてるのは十分認識させ

ていただきます。そこはあえて強く指摘させていただきます。今のままだとどうなんでしょう

と疑問は残ったままですけど。これで質問終わります。町長、再度答えてくれるんだったら委

員長。同じだと思いますよ。
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○委員長（熊野主税君） １５分まで休憩します。

休憩 午後 ３時０４分

再開 午後 ３時１４分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

質疑を許します。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 今回、去年とほとんど変わらない中での補助金ということでありまし

たけど、具体的にこれはどこの場面でも出してもらっておりません。補助金の中身についての

事業内容、これきちんと示してもらうということで資料をひとつお願いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 事業の内訳の資料ですね。

では事務局で用意してますので配付いたします。

暫時休憩します。

休憩 午後 ３時１５分

再開 午後 ３時１６分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 資料ちょっと見ればあれでしょうけども、聞いたほうが早いと思いま

す。社会福祉士に係る人件費というのはどのぐらい見てるんですか。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 道高委員のご質問にお答えいたします。資料２枚ありま

す２枚目をご覧ください。中段、令和５年度の人件費のそれぞれ項目ごとの内訳を記載してお

ります。新採用金額アンダーライン引いてる部分あります。１番下合計、新規採用職員分予算

で３７８万５，０００円分を見込んでおります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） ありがとうございます。３７８万５，０００円が４月から採用した場

合にはこれだけの人件費がかかりますということであります。結局、現在の令和４年度改善改

革しながら進めた組織体制、これが改善改革後の組織改革をしますと要するに１名を増員とい

うことになるわけであります。そのような認識でよろしいですか。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） そのとおりでございます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 要するに令和３年度中には２名の各支所長退任されたと。そして令和
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４年度は２名退任後の今の体制、局長、それから次長あと職員、主事の中でやってきたと。１

人の４月からの見込みということでありますけれども、基本的な考え方として１名増というこ

と、それによってどのように仕事の内容が変わっていくのかと、マンパワーが増えることによ

って仕事分の内容が、受託する業務だとかが先ほど補佐のほうから言ったような事業展開が期

待できるということであります。私はそうであるならばきちんとした、ちょっと私まだこれま

だ判断しませんけども、当然に受託事業だとか、そういったものについての収入の財源的なも

のというものも当然に見込むべきだと思うんですけども、その辺のトータル的に財源的な確保、

要するに福祉士を採用することによって、そういったいろいろな仕事が増えて、それが社協の

収入に繋がるんだという財源確保、人件費の少しでも１００から自主財源を落とすんだという

ことの中身というのは、これは含まれてるのかどうか、そういったことも考えての今回の補助

金の内容なのか、その辺を伺いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） ただいまの質問にお答えいたします。昨日も平澤委員か

らご質問ありまして、収入の部分でご質問ありました。その中で私、北海道と町の受託金収入

ということで合わせて２１８万２，０００円を社協さんが見込んでるというお話させてもらい

ました。今後、新たに社会福祉士さんがもし採用された場合に、新たな事業を実施できてって

いう部分の収入は、まだ現在社協さんでは見込んではおりません。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） そういうことになりますよね。私は４月からということで見込んでま

すけども、おそらく今の事務的な作業からいきますと募集期間４月からやったとしても、これ

は本当に人材がいろいろ不足の中でなかなか難しいだろうと。要するに４月１日は無理だと思

うんです。５月なのか６月なのかわかりません。ですからその辺のことを、そしてそれに伴っ

た令和５年度における社協としての財源確保どうなんだと、そういったことをきちんと計画が

示された中での補助金の要求と言いますか、そこは町としてもきちんと精査する必要あると思

うんです。そういう中で、ただ４月から採用したいということであれば、やはりそこはこれま

で取り組む社協としてのもう一歩その姿勢というものをきちんと示す必要があると思うんです。

そこが町としての指導関係をどう考えてるのかということを、まずそこを確認させてもらいた

いと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。確かに道高委員おっしゃるとおり新

規採用職員数に関しては４月１日から採用というのは難しい時期かとは考えてます。この予算

委員会、議会で承認されてからの募集という話を昨日もさせていただきました。４月からの予

算計上ということで現補助金には見込まれています。採用時期がいつからというのは確かに４

月からは難しい。５月になるか６月になるかも今の段階で明確ではないので、確かに担当の私

のほうで年間の予算を組むのに、ちょっとにチェック甘いじゃないかと言われるのは確かにご

指摘のとおりとは思います。ただこの補助金に関しては、そもそもこれを言ってしまえば終わ

りかもしれませんけど、まず交付して精算によって返還というようなことでこれまでも、この
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補助金に関してはやられてきましたので、予算があったとしても無駄に補助金を交付するもの

ではなくて、実態に合った支出をしているということも理解していただければと思ってます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 普通の一般の職員の募集であれば何とか確保だと思いますけども、今

先ほどの前段いろいろな町の職員の確保についてもなかなか厳しい、ましてこういう専門職で

ありますと厳しいという状況です。ですからそこは甘い判断で今進んでるのかなと私は思うわ

けです。だからその辺の、それは社協としてはそういう考え方でこういう計画でいくんですよ

と来るわけですけど、町としてはやっぱり今の社会状況とかそういったものを考えたときに、

本当にそれでいいのかと。結局４月に見込んだ中での年間１２カ月分の人件費を見込んだと。

そして最終的には例えば６月、７月、見つかるまでということで、それはあとで精算で整理す

ればいいんだという話、卵が先か鶏が先かって話なんです。だからそこは初めてこういった体

制が１名を増員して、今どこの町だって大変厳しい中で職員の削減ということでやってきてる

わけです。それぞれ努力してるわけです。その中で社協が１名増やして、そしてやるというこ

とのそれに対するきちんとした内容が伴わないとなかなか理解できるもんじゃないだろうとい

うことが、私たち町民の立場から代弁すると、１人としてですよ、そういうふうに考えるわけ

です。ですからそこはきちんと基本的な考え方、町としてきちんとした基本的な考え方を持っ

た中で採用して、本当に新採用にあたって年齢がどの程度なのか、中途でベテランなのか、全

く新規で初めてやる方なのか、そういったことも含めた中でやはり人件費も変わってくるわけ

です。だからそういったことが、きちんと見えた段階で町が確保した時点で、きちんとそれは

対応しますという姿勢もあってもいいんでないかと私は思うんです。今ちょっと乱暴なあれだ

と思うんです。議会で出したから考えろということですけども、あまりにもそういった状況が

完全に理解されるような状況になってないというふうに私は思うんです。その辺、理事者の考

え方をお伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 社会福祉士の採用につきましては、昨日も答弁申し上げましたけ

れども、まずは予算の裏付けがいただきたいというようなことでご説明を申し上げたというふ

うに思ってます。それで社会福祉士が配置されてる町村というのは管内３町しかないというこ

とでございますけれども、道社協ではそういった窓口も持って対応してるということでござい

ますから、これはやっぱり専門職としての知識が必要だと私は思ってますので、この提案のと

おりそういうことでご理解をいただきたいというふうに思ってるところでございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

本多委員。

○委員（本多 浩君） 私の考えも、道高委員と基本的には同じなんです。事業を今年度起こ

すにあたって、資格を持った社会福祉士を入れて有意義な事業展開をしていきたいんだと。そ

の気持ちはわかります。十分わかるんです。だけど現時点で、その人材まだ当てがないってい

うこと。おまけに予算案がついてから動くんだっていう、この姿勢が私には理解できないんで

す。事業ってさ予算を付けてもらうためにこういう事業をやるんだと、そのためにはこういう
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人員が必要なんだうと。今その人員を募集してるんだと。もう目処が付いたぞと。だから今回

この予算を通してくれと言うなら通しますよ。だけど今の説明では、まだそういう専門職とい

うのは、いつ来るのかっていうのはわからないわけだよね。これは皆さん同じ意見だと思うん

です。だからいない人に、いない人材に何も今予算を付けることはないでしょうと。だからき

ちんと人材を確保するのに町も社協も一緒になって全力を挙げてその専門職の職員を確保する

のに努力しましょうよ。そしてその専門員が見つかったら、そのときに補正を組めばいいんじ

ゃないですか。そうすれば皆さんの理解が得られるんです。この委員だけでなくて多分聞いて

る職員も、そうだなと思ってほしいの。町民もそのほうがすっきりするねと。私は町内の中に

そういう風潮というのが、聞いてる人は聞いてますから、それがまともじゃないかなと思うん

です。どうですか町長。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） お答えをさせていただきます。今回のこの人件費も含めた社協の予算

につきましては、目的は先ほどから答弁差し上げております。副町長からも答弁をさせていた

だきました。もう一つの理由は、本多委員も議選の監査委員でありますから、町のルールとし

て予算が無い部分での募集はできないということになります。それは監査委員ですから当然ご

承知のことというふうに思いますが、そういった形で、これは採用にかかわらず工事の発注様々

ございますが、予算がなければできないということになるわけなんですが、その辺はやっぱり

ルールを私たちとしては守らなければならないなということも感じております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私の意見を申し上げる前に、町長の今の説明間違ってますよ。訂正し

てください。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時３３分

再開 午後 ３時３９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

答弁を求めます。

町長。

○町長（高橋貞光君） ただいま私が申し上げたのはルールの話でございまして、社会福祉協

議会につきましても、町の予算をこの社会福祉協議会に支援をしているということで、ルール

は準用されるのではないかというような思いがございましたので発言をさせていただきました。

この限りでないということでございますれば、またそれはそれでいいのかなというふうに思い

ます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 何か最後意味不明ですが、町が補助金付けなきゃ社協が新規の人事を

募集できないなんてルールないんですよ。これあるんだったら出してください成文化したもの
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を。

○町長（高橋貞光君） 聞き取れなかったのでもう一度お願いします。

○委員（菅原義幸君） 町が補助金を付けなければ社協が新規の人事を募集できないというル

ールがあるんであれば、その成文を書面で示してくださいって言っているんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 私もそれはあるかないかということについては現在のところわかって

おりませんが、私が申し上げたのは、そうした町の様々なルールというものが準用をされるの

ではないかなという考えで発言をさせていただいたということです。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） それじゃ町の様々なルールを示してください。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時４３分

再開 午後 ３時４６分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

町長、答弁を求めます。

高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ルールというのはないようであります。この部分については撤回させ

ていただきますが、ただこれ社協としては募集は可能というふうになります。ただ裏付けとす

る財源、これは人件費は町が１００％持っておりますので、この裏付けがなければ当然採用は

できないということにはなるんだと思います。ただほかの財源を使うということであればそれ

はまた別の話になるというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ルールがないのにルールがあるみたいな答弁で止めてください。それ

はもう聞き飽きたからこっちは。でたらめなんだから答弁自体が。我慢にも限度あります。こ

れはこの問題だけでないので私は厳しく指摘をしておきます。

次に社協の立場で人件費が無いので募集できないというけども、これもでたらめじゃないで

すか答弁。補助金は行くんですよ金額は別として、その補助金を１カ月で全部使いますか。手

元にだぶついている補助金というのはあるわけでしょう。そこの中から回すということは不可

能なんですか。そういうことを考えたときに何かそれを縛りのように、人件費３７８万５，０

００円、これを議決しなければ募集できないという根拠になりますか。町長きちんと答えてく

ださい。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。ちょっと答弁にならないかもしれま

せん。まず今言われるように、全体予算としては財源は確かにあることにはなります。ただそ

の新規採用職員という項目についての予算がついてなければ、そこは執行できないのだろうと
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考えます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そういうことを言うから前に進まなくなるんです。自分たちが得た補

助金の中で自主財源も含めて、自主財源３００万もあるんだから総合的に運用していくことに

なに支障があるんですか。どういう規則や基準に違反するんですか。そういう議会に対する根

拠の無い理由を作り上げて遮二無二予算を取るというやり方は避けたほうがいいです。今現に

募集する見通しが立ってないんです、確保できる見通しが立ってないんです。議決しなければ

募集できないというなら止めたらいいんじゃないですか。それ私単純に申し上げておきます。

それからもう一つ、ついでだから言いますが、社協はこういうことを言っているんです。機

構改革を行い人件費等の大幅な削減と事業を見直し、独自財源の増額を目的に改善計画を作成

したんだと。これは一般質問でも照会したとおりなんです。逆行してませんか。人件費何も減

らないでしょ同じなんです。増員するんですからしたって。令和４年度で円満に運営されてい

たものを、あえてもう１人増員して新たな事業による収益も積算できないのに補助金だけを増

やしていくと。これが改革であり改善なんですか。全く言ってることとやってること逆行して

るじゃないですか。それからもう一つついでに言っておきます。社会福祉士が必要だというん

なら事務局長なり次長なりに取らせたらいいでしょう。全部解決できますよ。何でそういう指

導しないんですか。これもついでだから言っておきますけども、次長の人件費私計算したんで

す。これは保健福祉課から出された資料を、こちらのほうで積算した数字です。令和４年度の

３月補正時点での支出見込額これは人件費全てです。共済費、法定福利費、全て包括して次長

は７３４万６，０００円です。これだけもらっているんです。それでは臨時職員どれくらいか

っていうと７人で１，０９８万です。やっている仕事の業務量は絶対的に違います。費用対効

果という点でどうなのか。地方自治法で言う最小限の費用で最大の効果を上げるという点から

見てどうなのか。そこも法律で決まってる話なんだからルールどおり判断しましょうよ。

以上です。

○委員長（熊野主税君） ほかにご意見ございませんか。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の菅原委員の質問とはかけ離れるんですが、何でもいいってことで

よろしいですか委員長。実は私先ほどの答弁の中で気になることを１点引きずっているんです

が、その点について一つお聞きしたい。それと合わせてもう１点聞きたいことございます。ま

ず１点目でございますけども、実は昨日の保健福祉課の答弁の中で、今回事業する上で成年後

見制度もしくは生活サポートセンターの運営に関わることについて、これは社会福祉士でなく

ても可能だという表現があったんですが、それは間違いでありませんか。私は福祉士でなくて

もいいというふうに取れたんで、今回社会福祉協議会の補助事業の内訳の中に社会福祉士を採

用するという表現なんですが、それでなくてもこの事業は可能だという表現で説明あったとい

う記憶してるんですが、その辺についての確認をいたしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。平澤委員おっしゃるように成年後見
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制度に関わる取り進めというのは、社会福祉士が取り進めるのが理想というか、そうあるべき

ということでありますが、昨日の私の答弁では、その資格を有しなくてもいいというようなこ

とで、成年後見制度、生活サポートセンター運営協議会ということを一緒くたに説明しました

けれど、生活サポートセンター運営協議会の業務に関しては資格を有しなくても取り進めるこ

とは当然できます。ただ成年後見制度の取り進めということでは、社会福祉士が担うというこ

とが他の自治体ではほとんどであります。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） それで別に拘っているわけでないんですけども、今回社会福祉士を採

用するがための人件費の増額を求めるというふうなことの説明が当初にあったと思ったんです

けども、そうでなくてもいいってことは福祉士でなくてもできるという判断をしたら、ではこ

の根拠がどうなんだろうというふうなことで私ちょっと疑問なんです。そしてまたあえてもう

１点前に進めば、この社会福祉士を採用することによって住民サービス今の社会福祉事業がさ

らにどれだけ進むんだろう。しかもまたこの前お話あったように、社会福祉の事業分量からも

って、その収益を見出せる何かがあるんだろうかっていうふうなこと、そういったものの中身

の整合性がちょっと出てきてないので、単に今はかかる人件費が今日の説明では新採用になる

と全て含めて３７８万かかるよっていう数字しか出てないんです。私は企業会計で済まされる

問題ではないと思うんですこれは。あくまでも町民に対する福祉サービスというふうな点でい

けば、これはお金に換算できるもんではないと思うんですが、やはりそういった人を採用した

ことによって社会福祉事業が広がり、住民サービスが良くなる。そしてまた事業収益が出ると、

そういった説明については、まだ話されていない。だからそういう面で自分としては、なかな

か素直にこのことについて、はいわかりましたって言えないのが今の現実なんです。だからこ

の今の中身によって、どういうことがあって、どういうメリットがあってこうなりますよって

言って話されて説明を受けたほうが私は理解しやすいと思うんです。これ私の考えですけども。

もしこれが説明できるんであれば、またこの内容について話しの事業分量とかいろいろなこと

ありますけども、そういった面の説明をいただければありがたいと思います。

以上。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。ご質問の財源を裏づけるような説明

は現段階では私はできないです。申し訳ないです。ただ昨日から社会福祉士の資格を有する方

というのは、現場での実習も踏まえ、いろいろな知識を持たれている方なので、そのような方

が社会福祉協議会の運営に携わることによって、今の社会福祉協議会ががらっと変わるのでは

ないかと期待をします。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 私は菅原委員とは違うんだけど、そういうふうに言って私理解すれと

言ったって私の頭で理解できないんです。がらっと変わる。きちんとこういうメリットがあっ

て、確かに資格がある方いいのはわかります。ただそれによってどういうふうに変わる、どう

いう事業ができるんだとか。その部分が先ほど前に言った、別にあなたを攻めてるわけでない
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ですよ。福祉士でなくてもできるっていう言葉出しながら福祉士がいたほうがいいっていうふ

うになるとどうも矛盾するんです。そこのとこで、今ここでその方を採用して今まで以上の事

業ができるっていうことがどういうふうに説明されるんですか。がらっと変わるでは私は理解

できません。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 大変失礼いたしました。言葉遣い誤りました。これまで

も説明させていたいてます。社会福祉士の資格を有する方がいろいろな事業運営にかなり尽力

されるとは理解します。ただこの方がいなければ必ずこの事業やるというようなことが、私の

説明不足でありますけども、まずは成年後見制度をやる場合は、やはり社会福祉士というのは

必須であるとは認識します。やはりいろいろな経験踏まれた方、知識のある方、そういうよう

な方が社会福祉士ということで採用をしたいという社会福祉協議会の計画でありますので、こ

れに沿って担当として予算を計上させていただきました。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の説明は成年後見人だけに限った場合においてはそういうことがあ

りうるというふうなことで、昨日当初の質問答弁内容と変わったというふうなことでいいんで

すか。

○委員（石原広務君） それも謝ったよ。

○委員（平澤 等君） ちょっと記憶なかったんですみませんでした。それじゃもう一歩前に

進んで、先ほど私質問してちょっとしつこくて申し訳ないんですけども、確かにそのほうが円

滑に進むというふうなことの今の答弁なんですけども、ここに対する事業に関する例えば今ま

で問題になってきた事業、それによって事業収入で人件費が１００％でなくて事業集計によっ

てそれはカバーできるとかっていうそういったものについては、この社会福祉士が１人採用す

ることによってその分のまた新たな収益が確保できるということはないということですか、あ

るっていうことですか。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。社会福祉士でなければならない収入

というのは、成年後見制度の事業をやられればいろいろ委託金等が交付されることになります。

そのほかの事業に関しては社会福祉士でなければ収入が得られないということは私の段階では

理解はしていません。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） そのぐらいのことでわかったような、わかんないような感じなんです

けども。それじゃもう一つ踏み込んで聞きたいと思いますが、今回の予算請求の中で満額で３

７８万ということでありますけども、この金額でこの方を採用することによって社会福祉協議

会、さっきは言葉悪いんですが、がらっと変わるという表現あまり適当でないんですけども、

これによって社会福祉協議会の事業分量及び住民サービス、これが一段と増えて充実した社会

福祉協議会が運営できるというふうなことで、多分出してきたんだと思うけども、それのため

だけに今のお話したことのほかには何かないんでしょうか。
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○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。この新採用職員を採用した場合、現

在の業務分担をどう割り振りするかというところまでは社協さんからは確認はしてませんけれ

ども、担当としての見解ですけれども現在社協さんでは各種団体の事務局を担っています。そ

ういう中では今の次長さんも団体事務局をやってますし、そういうようなもし社会福祉士が採

用された場合には、本来、町が求めるいろいろな生活支援サービス事業や社会福祉にもっと関

わるような事業を新たな職員が担えるものというふうに認識しています。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） しつこくて申し訳ないんですけども、ただ前年度、令和４年度の今の

各両支所長がいなくなった中で運営してきて、社会福祉協議会の事業が進められてきたという

中で、そのままの事業の同じ内容であれば、そのメンバーで踏襲できるっていうふうなことに

なるんですが、今回１名増やすっていうふうなことになったときに、成年後見人制度と昨日説

明あった生活サポートセンターの部分だけのために、この社会福祉士が必要だっていうふうな

こと、そういうふうなことでいえば説得力弱いと思うんです。やはりもう少し何か私が納得で

きるような説明をいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。納得できるかどうかは自信はありま

せんが、私、成年後見制度、または生活サポート運営協議会というのを主体的に説明をさせて

もらっていましたけれども、さらに例えば障害児の移動支援というような事業が今民間の企業

でやられている。先ほど石原委員もヘルパーさんという話も出てましたけど、そのヘルパーの

研修を受けた事業所なりが移送サービス、移動支援事業というのができる事業あるんですけれ

ども、この事業についても担当課では社協さんに担っていただきたいということを昨年からお

願いをしている、協議をしている段階です。まだ受けるかどうかは現在進行形中です。そのほ

かにも今回予算内容で、予算説明資料でも記載させてもらってるんですけれども、避難行動要

支援ということで、災害時の避難行動要支援ということで平成２２年から当町では個別計画と

いうものを策定はしています。令和３年に災害基本法を改正されまして、実際にその個別計画

の努力義務化というのを求められました。ただ当町はもう既に計画は作っています。担当課で

も更新をしてはいるんですけども、避難行動の要支援対象者というのも数も多いものですから

担当課だけではなくて、町内のケアマネさんのいる事業所や社協さんにも訪問調査という業務

を回っていただくよう今回委託業務ということで計上させてもらってます。このようないろい

ろ業務を社協さんに担ってもらえるものを、これからも担当課としては協議してやれる可能性

のあるものは、ぜひ受託事業を受けてほしいということでは現在も話し合いをしています。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） １番聞きたかった内容について今述べられたので、そういったのを最

初に言ってくれればなるほどという理解をして、やはりこの人員を増やすことに対しては住民

サービスは増やすっていうことについての私も協力を惜しまないし、これはすべきだなってい

うふうなことで理解できます。先ほど来いろいろな面で人員についての補充の話しましたけど、
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話変えますけども、その中で言えばやはり採用が決まるまでの間ということになれば、先ほど

町長も話したように、いきなりお金を全部やって、あとで余ったら、要するに１２カ月の間に

採用が決まるまで２カ月なら２カ月分の空白があるから、その分あとで余った分返してもらう

という方法もあるし、私は個人的に思ってるんですけども、採用が決まった時点で補正すると

いうふうなことも一つの方法だってあるんです。そういう中で、今の段階でまだ見込めない段

階の中で満額付けておくという方法もあるけども、やはりそれはある意味実態にそぐわないと

いうことです。ただ先ほどいろいろ同僚議員が話しましたように、まず予算を付けてから採用

するんじゃなくて、採用手続きして採用が決まる時点で資金的な余裕できれば新年度の途中で

私は責任を持って人件費の分については補正をしてその分あてるという考え、このほうが１番

今の場合は理解しやすいのかなっていう感覚は持ってます。それでそういう考えに対しての今

これ補佐に説明言われたものなんですけども、理事者についてこういう考えで臨むのがベター

だと思うんですけども、理事者の考えを聞きたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 今平澤委員から３点ほどのものの考え方でお話ございました。町

としては、いろいろ事情がありますので提案のとおりお願いをしたいということでございます。

○委員長（熊野主税君） ほかにご意見。

桝田委員。

○委員（桝田道廣君） ただいま平澤委員のほうから、この人件費の部分をあとでということ

で補正をかけてもいいんじゃないかという部分につきまして、私も実際そういうふうに思いま

す。また先ほど来浜高補佐のほうから成年後見人のお話が出ておりました。実際、私の知る中

で、このせたな町内で成年後見制度を利用している人はほんの数名でしかないと。実際町内で

成年後見人として活動されている方も１人、函館のほうからの専門職の方を含めて今そういう

方々のサポートをしているという状態だと私自身は認識しております。また成年後見人を選定

する以前で、要支援の方はケアマネジャーの立場で金銭的な管理、助言等ができると。それが

要介護になればケアマネジャーの域を離れて、社会福祉協議会等のほうでサポートができると。

そのもう一つ上に成年後見人があるというふうに私は理解しているんですけれども、そういう

意味の中で、現在そういう成年後見人、またその手前の方含めてどのぐらいおられるのか。ま

た成年後見人を福祉士の方が利用、社会福祉協議会のほうで活動するって言ったときに、どれ

ぐらいの収入になるのか。私の認識している人数の中では、それほどではないんじゃないかと

いうふうに考えると、やはり社会福祉士を雇ってから補正を組むべきというふうにも思います

ので、その辺も含めてちょっとお願いします。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 桝田委員が今質問されましたけど、私も結局は現在の現状、成年後見

制度、これ町のほうで既に数年前から取り組んでるんです。そういった現状も合わせて説明い

ただければと思います。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 桝田委員、石原委員のご質問の現状で町内の成年後見の
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必要な人数というのは資料持ち合わせてませんので、のちほどということにさせていただきた

いんですけど、例えば他町の社協の例で話しをさせてもらいましたら、私、成年後見制度、成

年後見制度っていう言葉を言ってましたけど、他町では安心生活サポートセンターというよう

な社協さんが担っているところがございます。その安心サポートセンターという内容では、市

民後見人の育成業務や成年後見の相談や申立て業務、また法人後見業務といって裁判所とのや

りとり、専門家とのやりとりという業務を社協さんで担っているという他町の事例があります。

私が成年後見制度って言ってるのは、この制度に係る相談窓口ということで社協さんがやられ

ている自治体がありますので、当町の社協においてもこのようなセンター的な役割を担いない

かということを期待します。件数はのちほどお願いします。

○委員長（熊野主税君） 今川主幹。

○保健福祉課主幹（今川勇吾君） ただいまの成年後見制度の現在の町内の報酬助成をしてい

る件数としましては今１０件となっております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 今役場内部でそういった１０件、先ほど浜高補佐が説明した専門的な

届出とか、そういったことも今の段階では役場内部でそれは行われてるというふうな認識でよ

ろしいんですか。

○委員長（熊野主税君） 今川主幹。

○保健福祉課主幹（今川勇吾君） ただいま役場内部で把握している件数が１０件ということ

で、ただその後見人業務としましては町外の社会福祉士の方が業務を担っていたりですとか、

弁護士の方が担っていたりとか、そういう形になっております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 私の聞き方が失礼しました。要はそういった町外あるいは専門職、そ

このやりとりも含めて今役場内部で対応してるというふうな理解でよろしいんですか。

○委員長（熊野主税君） 今川主幹。

○保健福祉課主幹（今川勇吾君） そのとおりでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 皆さんと同じことになるかと思うんです。そういったことが要は社会

福祉協議会の自己財源確保に、今社会福祉士を採用すればその可能性は高いけど、私また先ほ

どの質問に戻るんですが、現在できることがあるわけです。先ほど菅原委員も言ってましたが、

３０年も勤めてる私は先ほど濁したんですけど、要は次長なりもそういった努力を見せる、あ

るいは働いてる方、臨職含めてヘルパーの資格を養成、これは強制できるものではありません。

そういった動きも合わせて見せた上で、そういう基本的なせたな町社会福祉協議会の姿勢を見

せた上で事業展開をすると。そういう姿を見せないと、なおさらこういった有資格者は来る可

能性は低いと思います。だから今皆さん言われてるように、議選の監査委員の立場でああやっ

て踏み込んで１番先に言っていただきました。まずはそういった姿を見せるべきであって、予

算ありきではなく動きを見せて、そして必要となれば私は個人的に賛成するかどうかは、その

場にいないかもしれませんけど、そういった状況になったのちに町として補助するべき、でな
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ければ本多委員の言葉を借りると役場内部も、そして町民も納得するような状況では今の社会

福祉協議会はないということを申し添えておきます。これ答弁また繰り返しになりますけど、

委員長、質問を終わります。答弁は要りません。

○委員長（熊野主税君） １時間経っているので休憩に入りたいと思います。

今、特別委員会の協議をしたいので休憩を４０分までとります。皆さん方、一服したら第１

委員会室に集合願います。

休憩 午後 ４時１９分

再開 午後 ４時４１分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

これをもって一般会計歳入歳出全款の質疑を終わります。

道高委員。

○委員（道高 勉君） 議案第１号一般会計予算案につきましては、額修正での一部可決を提

案いたします。社会福祉協議会運営事業補助金について新採用職員分の人件費３７８万５，０

００円を減額し、それを除く原案部分については可決とすることを提案いたします。

（「よし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） ただいま道高委員より議案第１号については、３款民生費社会福祉

協議会運営補助金を３７８万５，０００円減額修正し、それを除く原案について可決するとの

意見がありました。

お諮りします。

議案第１号令和５年度せたな町一般会計予算については、道高委員提案のとおり一部減額修

正し、修正部分を除き原案可決するとのものです。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 異議ございません。ただし一般会計そのものには反対であります。そ

のことを一言だけ申し上げておきます。

○委員長（熊野主税君） 菅原議員からも異議なしとのことでしたので、よって議案第１号令

和５年度せたな町一般会計予算については一部減額修正し、修正部分を除き原案可決すること

に決定いたしました。

以上をもちまして今日の議案審議を終わります。

この続きは明日３月１６日、午前１０時から再開したいと思います。

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。
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よって、本日の会議はこれで閉じ明日３月１６日午前１０時から再開しますので、ご参集を

お願いいたします。

本日はこれにて延会といたします。

ご苦労さまでした。

延会 午後４時４３分
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福 祉 係 長 稲 船 奈 穂 子 君
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《大成支所》

支 所 長 中 川 譲 君

次 長 佐 々 木 正 人 君

主 幹 藤 谷 希 君

大 成 保 育 園 長 浜 高 あ け み 君

住 民 係 長 撫 養 和 伯 君

事 務 係 長 村 井 貴 大 君

（２）教育委員会教育長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 古 畑 英 規 君

次 長 山 本 亨 君

主 幹 長 内 解 人 君

主 幹 尾 野 真 也 君

学 校 給 食 係 長 山 崎 英 人 君

（３）農業委員会会長の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 優 君

係 長 小 池 秀 樹 君

（４）選挙管理委員会委員長の委任を受けて出席する説明員

書 記 長 原 進 君

書 記 次 長 小 林 和 仁 君

（５）代表監査委員の委任を受けて出席する説明員

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 松 原 孝 樹 君

１．本会議の事務に従事する職員は次のとおりである。

事 務 局 長 丹 羽 小 百 合 君

次 長 松 原 孝 樹 君

主 事 大 辻 省 吾 君
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再開 午前１０時００分

○委員長（熊野主税君） 皆さんおはようございます。

全員が出席しており定足数に達しています。予算審査特別委員会を再開いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

整理番号第１、議案第２号令和５年度せたな町国民健康保険事業特別会計予算を議題とします。

各会計予算案概要説明資料により内容の説明を求めます。

高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） それでは概要説明資料の４ページをお開き願います。令和５

年度せたな町国民健康保険事業特別会計について説明いたします。令和５年度の歳入歳出予算

総額は１２億２，３３０万７，０００円、前年対比では４，１９１万８，０００円の減、３．

３％の減となっております。

はじめに歳出の主なものから説明いたします。１款総務費で予算額３，９８９万３，０００

円は人件費や徴税等に係る経費でございます。

２款保険給付費で８億５，９７４万５，０００円は、療養給付費や高額療養費などの給付に

係る経費でございます。

３款国民健康保険事業費納付金で３億９６７万８，０００円は、財政運営の主体となる北海

道への納付金です。

５款保健事業費で１，１９１万７，０００円は、特定健診や各種がん検診などに係る経費で

ございます。

８款諸支出金で１０１万円は保険税の還付金でございます。

次に歳入の主なものについて説明いたします。１款国民健康保険税では、一般被保険者に係

る保険税で２億３，６８３万６，０００円を見込んでおります。

３款道支出金では８億８，１７３万６，０００円、主なものは保険給付費等交付金で保険給

付費を賄う財源となります。

５款繰入金では、１億４３２万５，０００円で、基盤安定繰入金のほか、人件費等に係る一

般会計繰入金の法定分として計上し、国保会計の収支の均衡を図ったものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第２号を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。
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（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第２号は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第２、議案第３号令和５年度せたな町後期高齢者医療特別会計予算を議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。

高橋町民児童課長。

○町民児童課長（高橋 純君） それでは概要説明資料の５ページをお開き願います。令和５

年度せたな町後期高齢者医療特別会計予算について説明いたします。令和５年度の歳入歳出予

算総額は１億６，５９３万５，０００円、前年対比では４７５万２，０００円の減、２．８％

の減となっております。

はじめに歳出の主なものから説明いたします。１款総務費で予算額３７０万３，０００円は

事務費及び徴収に関わる経費でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１億６，０１６万５，０００円は、広域連合へ納付する

事務費及び保険料等負担金でございます。

３款保健事業費１７６万５，０００円は、後期高齢者健康診査に対する一般会計への繰出分

でございます。

次に歳入の主なものについて説明いたします。１款後期高齢者医療保険料では、広域連合が

過去の収納実績をもとに試算した１億８４万４，０００円を予算計上しております。

３款繰入金では６，３０６万５，０００円で、広域連合への事務費負担金及び保険料軽減分

に対する一般会計繰入金でございます。

５款諸収入では１９９万円、広域連合からの健康診査等受託料などを計上し、収支の均衡を

図ったものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第３号を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第３号は原案のとおり可決いたしました。
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説明員の交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０６分

再開 午前１０時０７分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第３、議案第４号令和５年度せたな町介護保険事業特別会計予算を議題といたしま

す。

内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） それでは資料の６ページになります。令和５年度せたな町介

護保険事業特別会計予算案につきましてご説明いたします。

はじめに歳出から主なものについてご説明いたします。１款総務費、予算額４，３１７万７，

０００円で、前年度より７０１万６，０００円の増でございます。一般管理費３，１９５万５，

０００円で人件費のほか、電算システム保守管理業務、介護人材確保育成支援事業や介護従事

者確保定住対策事業及び高齢者保健福祉計画第９期介護保険事業策定支援業務に要する経費を

計上いたしました。そのほか主なものとして認定調査費、認定審査会共同設置負担金等であり

ます。

次に２款保険給付費につきましては、これまでの実績を基に前年度より５，９７０万２，０

００円増の１０億１，７０３万８，０００円を見込んでおります。主なものといたしましては

介護サービス給付費では、前年度より４，８６８万５，０００円増の９億３０４万８，０００

円で、地域密着型介護老人福祉施設などの利用者の増加が大きな要因であります。介護予防サ

ービス給付費では、前年度より４０８万７，０００円増の２，３８７万円で、そのほか主なも

のとして利用者負担が高額になったときに支給となる高額介護サービス費、低所得者への補足

給付となる特定入所者介護サービス費であります。

次に３款地域支援事業費、予算額１億８４２万２，０００円で、前年度より１，２２７万５，

０００円の増であります。要支援者の訪問通所サービス費として介護予防生活支援サービス事

業費２，１５７万２，０００円、介護予防教室や配食サービスなどの一般介護予防事業費、合

わせて１，９２８万８，０００円、包括職員の人件費、事務費等に係る包括的支援事業費、合

わせて５，５９０万２，０００円のほか、成年後見制度支援事業や除雪サービスなどの任意事

業費、合わせて１，１６０万６，０００円を計上いたしました。

続きまして歳入でございます。１款保険料では、予算額１億４，１７２万９，０００円、前

年度より９９１万５，０００円の増で６５歳以上の第１号被保険者の保険料であります。

次に３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款道支出金につきましては、定められた率に

より算出し計上してございます。本年度につきましては、３款から５款までの合計で予算額７

億４，５００万４，０００円、前年度より３，９８１万１，０００円の増となっております。

次に７款繰入金では、予算額２億７，７３０万５，０００円で、前年度より２，８９５万７，



- 8 -

０００円の増となってございます。介護給付費繰入金は、前年度より７４６万３，０００円増

の１億２，７１６万５，０００円、地域支援事業繰入金が前年度より１，３０２万９，０００

円増の５，４７８万８，０００円、職員給与費等繰入金が前年度より７０１万６，０００円増

の４，３２９万５，０００円、低所得者保険料軽減繰入金が前年度より４８万７，０００円減

の１，８９９万７，０００円、介護保険事業基金からの繰入れは３，３０６万円を見込み、歳

入歳出総額は１１億６，８９４万８，０００円、前年度より７，８９９万円の増でございます。

以上で終わります。

よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

石原委員。

○委員（石原広務君） 予算書の２０９ページ、除雪サービス事業助成費に関して質問させて

いただきます。これ町長にご答弁基本的にいただきたいんですが、昨年横山議員が、この除雪

サービスについて一般質問されました。そのときの答弁に人口構造等の変化から私どもといた

しましても見直しを検討する時期に来ているのではないかと考えている。サービス調整会議に

おいて過去からの経緯や課題など現在整理している段階です。掻き手の確保が最大の課題とも

してますし、そのあと２点目の質問にも同じような形でサービス調整会議で過去からの経緯や

課題などを現在整理している段階であります。利用者と契約されてる掻き手の方々、町内会の

方々、それから利用されている利用者と現状や課題など意見交換させてもらいながら検討させ

ていただきたいと、こういうふうにご答弁なさってるんです。そのあと前担当と実は意見交換

させていただきました。要は一般質問でも、町長そういうふうに答えましたが、要はそういっ

た会議体を持つのは困難だと。ストレートに町長の考えをまず確認させていただきたいんです

が、除雪サービス事業、実は数年も前からいろいろあるんです。私も係わる前から要は掻き手

の方々から、あるいはサービスを利用してる方々からいろいろ苦情も、愚痴も含めて聞いたん

です。町長このサービス事業は、町長として継続するべきだというふうにお考え中なのかどう

なのか、そこをまず確認させください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） お答えいたします。この除雪サービスにつきましては新町におきまし

て徐々に要望が高まってきて、それに対応してきている事業というふうに認識をしております。

課題は様々、この受け手の問題等もあるわけでありまして、十分高齢者の要望に応え切れてい

ないという実態ももちろんございますので、そういった課題どういった形で解決に向けて整理

ができるかということは今後の課題になるというふうに認識をしているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 結局一般質問で答弁したあとにいろいろ諸事情があって、こういった

意見交換もできないというのが前担当の率直な意見だったんです。その上でこの場で、じゃ手

掻きでシーズン２万円、機械を使ってシーズン２万５，０００円、積算根拠はって会議で質問

したとしても絶対これ無理なんです。かなり前からの手掻きでせっかくやられてる方々、要は

町長の答弁にも掻き手確保に大変担当も苦労してると。それも十分わかるんです。せっかくお
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年寄りの方々のために朝早くから自身の家の前もそっちのけで、４時、５時から動いてる方も

いらしたんです。その方々も、要はいやもう全く割に合わないと。ましてや４時、５時に行っ

て逆に遅いと言われることもあるんだよねと。確かにそうですよ４カ月手掻きで２万というの

はどうもね、私は正直言うとこの事業は大反対でした。町長いいですか。前担当にぶっちゃけ

申し上げたんです。せめて手掻きの方々せめて５，０００円、１万円なりのアップを町長に申

入れしてくださいよと申し上げたら即答でした。無理です。前担当です。今は残念ながらこの

場にはいませんが、町長、結局は財政状況も考えたのでしょうけど、横山議員が一般質問で申

し上げておりましたが、要は高齢化も進みますし、今回の一般質問ときも買物支援ということ

で、これも高齢者対策なんです。来シーズンに向けて今から頼むという声も正直あるんです。

そこに応えるため、高齢者対策も含めて再度ご検討いただいて、これは新年度予算でもうこう

いうふうに予算は決まってますが、改めて町長、高齢者のために、要は掻き手不足、本当にも

う掻き手も高齢化なんです。前担当は高齢者事業団を組んだらいいんですかねとか様々言って

ましたけど、町長ここは早い段階でもう一度検討していただいて、本当に高齢者対策に繋がる

ような形でぜひ考え直していただきたい。それで担当のほうでも、きちんと検討していただき

たい。その上でまた来シーズンに向けてきちんとした形でこの事業が継続でき、あるいは高齢

者が喜ぶような形で、ぜひ前向きなご検討いただきたいと思いますけど町長いかがですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この問題の解決には結構難しい部分がございますので時間を要すると

いうふうに思っておりますが、これはもちろん現在のところ掻き手の善意に頼っているという

ことも少なからずございます。利用者の皆さんの町の支援以外に出されているということもあ

りますので、そういった町は一定の支援をさせていただきながら掻き手、あるいは利用者それ

ぞれの協力の下でこうした事業が進められるというのが１番のいい形だというふうに思います

ので、いろいろな課題が生じておりますが、利用者の方々のご協力もいただきながらこの事業

をしっかり進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 担当課に申し上げます。間違いなく町長また無理だって言うかもしれ

ません。でも少しでも割に合うような形で、要は助成費のアップも含めてぜひ前向きな交渉し

ていただきたい。町長に申し上げます。本当にこのサービスこれからも使いたいんだと切なる

声があるんです。少し話し長くなりますけど、除雪サービスを申し込んで掻き手も見つかって、

でも朝早くご自身がお１人で生活して、それこそ足も悪く、やっと台所に立って好きな料理を

作って、冬の寒い中、玄関先ですよ。１メーター何がしの玄関先、ビール箱に座って届く範囲

だけやってるんです。何でそんな事してるのって言ったら、もし救急車にお世話になるときに

そういった人たちに迷惑をかけるという思いでやられてる方も今後もこれ増えますよ。掻き手

も本当に個人や法人で協力するということでやられてるかもしれませんが、せめて単価アップ、

あるいは地域によって地域差これあるんですが、個人負担も含めてそれが叶わなければ、町長、

そこは町としてきちんと助成するというのを基本に検討課題に加えて来シーズンに向けて、繰

り返しになりますけど前向きな考え方でぜひお願いしたいと思いますけど再度町長ご答弁くだ
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さい。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今の２万あるいは機械での２万５，０００円という町の支援がござい

ますが、このほかに当然利用者は負担されているというふうに思います。したがいまして負担

がどの程度の負担になっているのか、こういったことも調査をしなければならないというふう

に思います。そういったことで掻き手、利用者ともにこのサービスがこれからも維持できるよ

うに、受けられるようにいろいろと検討をしてまいりたいというふうに思っております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 確かにそうなんです。町では繰り返しになるけど、手掻きで２万、機

械だと２万５，０００円、個人負担も当然、北檜山区なりの地域では、それが当然という形に

なってるんです。私も正直言うと個人ではなく、法人の関係で利用者の方にそれを申し入れさ

せていただきました。前担当は、そういうことをすると利用者少なくなりますよっていう答え

だったんです。逆に増えたんです。理解できる方がほぼでした。ですから、掻き手と利用者の

関係がうまくいくように、そこも含めて利用者なりに説明を町としてぜひしていただきたい。

というのは掻き手側からなかなか言いにくいんです。前担当って言いますけど前担当の苦労し

てた中に、利用者から北檜山区の事例だったんですが、もうそれこそ追加でくれって要求され

たんですよねとか、そういうことも苦情として受けたようなんです。そういった調整も含めて、

本当はこれ町長自らなんて絶対動けませんから、担当のほうは本当に苦労するかもしれません

が、うまいことこの高齢者対策として、このサービスがきちんと続くような形で、町長も前向

きに検討するということだったので、内部でもきちんと協議して高齢者対策、ぜひこの部分以

外にありますけど継続できるような形でぜひ考えていただきたいということを強く要望します。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 関連して除雪のことご質問させていただきます。先ほど石原委員の質

問の答弁の中で、町長は要望が高まっているとおっしゃいましたが、私、去年これ３月のこの

定例会で一般質問したときに調べたところ、それほど要望は高まっていってないように思って、

横ばいだと思ったんですが、そこをちょっと数字のところを確認させていただきたいと思いま

す。

○委員長（熊野主税君） 浜高課長補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 横山委員のご質問にお答えいたします。おっしゃるとお

り横ばいという状況ではございます。今手持ちで持っている資料では、令和３年度において手

掻きと機械での除雪を利用されている人数は２２４人であります。今シーズン令和４年度２１

８人であります。過去この３、４年としても横ばいという状況ではあります。ただ極端に増え

てはいないと認識しています。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） そこを町長しっかり認識を持っていただきたいと思います。それほど

増えてはいない、横ばいであるということを認識を持っていただきたいと思います。

それともう１点、今回の一般質問の際もさせていただいたんですが、せたな町の高齢者保健
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福祉計画、ここに立派な冊子がありますけど、これここに基本理念書いてあるんです。高齢者

が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせる地域づくり、これが基本理念として謳われて

います。ということは、高齢の方は自分の住みなれたところで最後までしっかりと人間の尊厳

を持ちながら暮らしていく、このような崇高な基本理念を打ち立てているんでありますから、

しっかりやっぱりこの住環境の確保、除雪の確保というのは必要になってくると思いますので、

これ１年前にも同じようなことを言わせていただきましたが、しっかりと新年度検討していっ

ていただきたいと思いますが、お考えお聞かせいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 担当のほうに検討するように伝えたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） どうぞよろしくお願いいたします。

もう１点、別の質問です。予算書の２０１ページです。総務費の一般管理費、負担金補助及

び交付金、この中に介護人材確保・育成支援事業、その下に介護従事者・定住対策事業この２

点２７４万円予算計上されております。これ令和４年度は、どれくらいの実績があったのかお

聞かせ願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） ただいまの質問にお答えします。令和４年の実績として

は１事業所で１名の方が対象になっております。対象になってる内容としては、定住助成金と

して１名対象になっている内容となっております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） それでは今私が質問した上の人材確保育成支援事業のほうに関しては、

令和４年度は実績がないという理解でよろしいんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） 人材確保については初任者研修で４名、あと実務者研修

で８名、研修を受けております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） これいつから始まった事業だったか教えてください。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） 人材確保育成支援事業につきましては、平成２８年から

です。それと介護従事者確保については令和３年度からスタートしております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） この平成２８年から始まった人材確保育成支援事業、これ今介護人材

非常に不足していると聞きます。そういう中で今回人材育成、人材確保のほうが４名、実務研

修が８名ということで事業効果が出てるような気がするんですが、担当としてこれはこのまま
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でせたな町の介護人材が十分賄えるとお考えかどうか、お聞かせ願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） 現状といたしましては、人材確保の育成支援事業につき

ましては十分足りているかどうかという部分に関しては、各事業所とも人材が不足してるとい

う声は常々聞いているところではあります。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 今このような事業を始めても今担当のほうから不足ぎみだと、各事業

所からお聞きしているということでしたが、私もこういう声を聞いております。さらに昨年、

厚労省が調査したところ訪問介護の従事者も約４分の１の方が６５歳以上だというようなこと

も報告されています。そのような現状を鑑みると、やはりこの介護従事者の育成確保というの

は喫緊の課題として、せたな町取り組んでいかなきゃいけない。この事業２７４万円、予算措

置されていますが、さらに力強いものにしていかないと、これからのせたな町の高齢化率を考

えるといけないのではないかと思うんですが、これをもっと新年度はすぐにとは言いませんが、

しっかりと検討していく段階に入ってると思うんですが、理事者のお考えどうでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まずこれは全国的な傾向でございますが、こういった介護あるいは福

祉の関係の人材というのは少ないと、足りていないという状況にございます。そういった実態

を受けまして少しでも事業所に必要な人材の確保を支援しようという形で、この事業を立ち上

げているところでございます。まだこの事業を利用されてそういった資格を取っているという

方々がたくさんございますので、これからも十分この趣旨を、ご理解を町民の皆さんにもご理

解をいただきながらしっかり確保の支援をしてまいりたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） この人材確保育成に関しては平成２８年から始めていらっしゃるとい

うことですし、これは非常にすばらしいことだと思いますし、定住促進も令和３年から始めて

いるということで、町としては、できることを懸命にやってるということは十分に理解できる

ものであります。ただいろいろなデータですとか、町の実態を見ていくと、これだけではかな

り厳しい状況になっているということも、もう推測されますので、さらにここ力を入れていか

ないと、先ほど私申しましたとおり住みなれた地域で生き生きと暮らすという基本理念の達成

できていけないと思いますのでしっかりと考えていただきたいと思います。今回、外国人の方

もせたな町に来て、このような介護に従事してるとお聞きしましたが、このようなことに関し

ても、そろそろ手を着けていく時期だと思うのですが、いかがお考えでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず町内いろいろ見ましても、こうした事業所の人材確保というのは

先ほど申し上げましたように不足していると。これはこの関係ばかりでなくて町内全体の作業

におきましても不足しているということでございますので、町内からなかなかこうした人材を

育てるというのは難しい状況になってきているというふうに思います。したがいましてこうし
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た事業所における人材確保というのは、一部、町外あるいは国外と言ったような状況で皆さん

ご苦労されて確保に取り組んでいるということでございますので、これは自らの経営もござい

ますから、そういったやられている事業者の経営努力といったものも十分見なければならない

のかなというふうに思っております。いずれにしましてもいろいろお話を聞かせていただきな

がら、町ができる対応というのは何かということも含めまして、今後、見てまいりたいという

ふうに思っております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） わかりました。しっかりと町長は町がやれることを考えて検討してや

っていきたいということを十分理解させていただきました。私は本当に常にこの事業のこの基

本理念のところに帰るわけであります。町民の皆さんが最後までこの町でしっかりと暮らせる

ように、特に高齢の方というのは、この町を今まで作り上げて来た方たちです。その方たちを

やはり蔑ろにするというのは、本当に私はやっちゃいけないことだと考えています。できるだ

けその人たちが最後まで、この町で生活してよかったなと思えるような町にしていただきたい

と思いますので、介護人材のこと、除雪のことをしっかりと今後も取り組んでいっていただき

たいと要望して質問を終わらせていただきます。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 私は介護の認定審査会の関係なんですけども、これは合併当時からせ

たな町独自での介護認定、そしてまた今金町との共同でやる介護認定と２つに分かれてやって

きております。これはそういう合併時の経緯もあるんですけども、あれから１８年経ちました。

現在、独自でせたな町としての介護認定のされてる新規を対象ということだと思うんですが、

それとあと共同設置、これどのぐらいの人数でやられてるのか。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） 今の質問なんですが、件数というのは認定者の件数とい

うことでよろしいですか。ちょっとお持ちいただいてよろしいですか。今ちょっと資料持ち合

わせてないので。

○委員長（熊野主税君） 道高委員。

○委員（道高 勉君） 急なことなものだからね。それは理解します。それで私が今回申し上

げたいことは、本当に２つに分かれた中での町民のこういう介護認定審査やってきました。確

か独自でやってる共同以外にやっているのは、新規で早期に認定審査してサービスを受けさせ

るという中で独自で認定審査会をやってきたと。あとは継続だとか、そういうものについては

共同でやってるということでの審査会にお願いしてきたという経緯があると思うんですけど、

私はこれについて結局は二重の、結局職員におかれては手間暇かけながらやってきてるという

ことであります。そこでその割合がどういうふうになってるのかということをまず知りたかっ

たんですけども。それで私はこれからの事務の広域連携的なつながりからいくと、そしてまた

十分に介護を受けられる認定審査については、できれば共同の設置した中での取り組みという

ものをこれからやっぱり据えていかないとならないのかなと。事務事業の見直しもあるという

中で、職員にかかる負担というのは２つに分かれてるわけですから大変なもんだろうと思うん
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です。その辺これはすぐできるものでございません。そういうことでこれからの在り方として

は、共同設置一元化に向けた今金町との協議もあると思いますけども、そういう時期に取りか

かって来てるのかなということでそういうことの検討について、少しでも職員の負担がないよ

うな形に認定審査を行っていくべきだというふうに私は思うんですけども、その辺、当時ござ

いました町長にお伺いしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この認定審査につきましては、合併時からいろいろな経過をたどって

現在のような状況が続いているということでございます。もうそろそろ２０年を目の前にして

おりますので、どういった形が効率よく好ましい姿なのかということをやはり検討していかな

ければならない時期というふうに判断しております。相手もあることですから、その辺につき

ましても十分話し合いをしながらそういったことを整理をして、話し合いをするということに

なるんだというふうに思いますので、今この認定審査に係わってる職員の話も順に聞きながら、

どういった対応すべきかという点について少し職員に考えていただくと。それをもってまた両

町での相談ということになるかと思いますので、進めさせていただきたいというふうに思いま

す。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 先ほど横山委員の質問にすぐ関連というふうに言えばよかったんです

が、まず確認させていただきたいですけど、介護人材確保、従事者確保、看護師の資格を持っ

た方、これに該当なるのかと、あと別なその助成があるのであればお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時４５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

石原委員。

○委員（石原広務君） なんかあるんですか休憩とって。

○委員長（熊野主税君） 答弁調整です。どっちにしますか。いいですか。

○委員（石原広務君） 答弁聞いてから。

○委員長（熊野主税君） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４６分

再開 午前１０時４７分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

水野主幹。
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○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） すみません大変失礼しました。看護師にもかかわらず初

任者研修と実務者研修を受講された方に対しては対象になります。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 要は介護事業所で介護人材確保、あるいは看護師などで従事してる方、

それを確保できたときに、こういった助成が対象になるかどうか確認したかったんですけどい

かがですか。別なものは今説明いただいたのでそれで結構ですけど。

○委員長（熊野主税君） 水野主幹。

○保健福祉課主幹（水野万寿夫君） この助成制度に関しては看護師は対象になりません。あ

くまで介護福祉士、介護支援専門員、初任者研修実務者研修の対象者となっております。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 少し質問が認識のないまま質問させていただいて申し訳ありませんで

した。というのは、これは町長政策判断だと思うんです。先ほど町長から必要な人材というこ

とでは、各介護事業所、看護師の確保もかなり苦慮してるんです。せっかく町外から以前にあ

った事例なんですが、看護師確保したと。何か例えば要は極端な話し引っ越し費用とか、定住

するための何か手助けできる助成とか、こういったものも対象にならないかっていうことで担

当で何か協議してもらって結局対象外だったんです。例えば、極端な話をさせていただいて申

し訳ないんですが、この介護人材確保、介護従事者確保、ここを介護の現場に従事者の確保と

か、あるいは規約なりがあればそこを改定して、ここは政策判断だと思うんです町長。要は介

護の事業所で必要な人材、それを確保しやすい、あるいは町外からそういう助成があるんだっ

たらぜひ行きたいというのに結びつくような形で、町長ぜひこれ前向きに政策判断としてそう

いった方向に持っていっていただきたいと思いますけどいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 今ご質問ございました介護人材確保・育成支援事業補助金、それ

から介護従事者確保・定住対策事業補助金いずれも人材確保ということは、施設運営に関わる

ことでございますので、今お話ございました看護師そういった方々もおられるようでございま

すので、これはぜひ内部で協議をさせていただきたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 副町長、実現に向けて副町長の立場だけど政策判断する、最後は決裁

する町長にきちんと向かっていってください。本当にこれは横山委員おっしゃったようなのに

も絶対結びつきますから、ぜひよろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木正則君） 事業者が何を必要としているのかというようなことも聞きながら

検討してみたいというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 配食サービスについて質問させていただきたいと思いますが、予算書

の２０６ページ、配食サービス業務、これ現状で幾つの法人がこれに関わって各区分けて人数

がわかるんであればお知らせいただきたい。



- 16 -

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） 石原委員のご質問にお答えいたします。。今年度におき

まして瀬棚区、北檜山区、大成区、委託事業所は２法人、北檜山区は社会福祉法人雄心会、大

成区は社会福祉法人大成慈恵会、そして瀬棚区は給食業務と配送業務を区分けしていまして、

給食業務では株式会社日進医療食品、配送業務、有限会社ケアステーションせたなと２法人、

２事業所ということで委託をしております。件数ですが、まず実績ということでは令和３年度

の件数を申し上げさせていただきますけれども、北檜山区で３，０２１食、瀬棚区で１，８２

２食、大成区で１，９２５食、町内全体で合計６，７６８食を利用されています。これは延べ

件数ですので、ちなみに利用人数、令和３年度においては北檜山区で３０人利用されました。

瀬棚区が９人、大成区が１２人の方が利用をされました。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 事前にそういったデータは聞くべきでした。先ほどちょっと思いつき

というか、いろいろ国のほうも物価高云々っていうのも報道されてるんです。今、単価に関し

てはたしか５００円と認識してるんですが、内部の協議と、あるいはその法人関係から何かし

らの要求なり、アクションなり、というのは逆に言えば逆行するかもしれませんけど、今の単

価から逆に私負担下げてほしいというのが切なる思いなんです。確かに食材も高騰してきてま

す。でも高齢者の出費も嵩んでいるんです。食に関してはこれもう絶対欠かせませんから、あ

る法人が値上げを要求してるという情報も間接的に聞きました。それは絶対なってはならない

っていうふうに思うんです。ましてやその法人の経営に支障が出ても、それもまた問題だと思

うんです。その単価も含めて内部協議、あるいはその内部協議を教えていただいたあとに町長

としての考え合わせてお聞かせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。石原委員がおっしゃいましたように

事業所から賄い材料費、現在５００円相当で委託料としてはお支払いしてます。そして事業所

からは物価高騰によって賄い材料費分を値上げ等をできないものかというお話は受けました。

担当において協議した結果従来どおりの単価でありますけども、この配布サービス利用される

方も利用料負担ということで負担していただいております。これが配食サービスに伴う食材料

費等に要する実費分ということで、現在１食当たり５１０円という利用料をいただいておりま

す。こういうことから賄い材料費分を値上げすることによって、この利用者の負担金というこ

とも合わせて検討することにもなりかねますので、担当としては令和５年度においては現単価

において賄い材料費の委託料積算をしたものであります。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） 私も個人的な生活状況ですけど、よくコンビニのそれこそ弁当買うん

です。ただその５００円以下って結構あるんです。逆に言えばそういうことと比べると、もう

少し下がらないかなという思いがあるんです。要はその担当のほうは苦労してできるだけ単価

が上がらないような形で今回予算措置してるんですが、今後こういったサービスに対して町長、
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どこかでおじいちゃんおばあちゃん使ってくださいと、単価も下げますからというような形で

これは願望なんですけど町長、そういった考え今の段階でおありになりませんか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今の段階と言いましてもなかなか中身をきちんと確認してからでない

と、今の段階でお答えするということにはなりません。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） そういうことを言うと私の性格わかってるでしょ。中身とっくにわか

ってなきゃダメなんです。いいです。内部できちんと協議していただくということなので、副

町長の大きなうなずきでこの質問止めますから。ありがとうざいます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 介護スタッフの人材確保の問題、先ほど来、質疑答弁されております

が、私聞いていて納得できないんです。質問者は理解しましたということで収まってるようで

すが、町長の答弁はどういうことかっていうと、町としてできる対応はないか検討したいとこ

ういう答弁で終わってるんです。この問題が提起されてきたのはいつからだと思いますか。

答弁がないようですからこちらから答えますが、実践的な具体的な問題として出てきたのは、

私は平成２７年度だというふうに見てるんです。それは何かというと介護保険制度の中身が変

わる３年ごとの評価の時なんですが、２７年を切っ掛けにして極めて厳しい後退的な改定がな

されました。このときに全国各地で介護サービス事業所の経営難と撤退という問題が発生した

んです。我が町もそうでありました。我が町の場合は、特に雅荘の経営が単年度約７００万か

ら１，０００万の赤字避けられないという状況に直面したんです。ここから雅荘閉鎖の危機が

発生してきてるんです。それは町長ご承知でしょ。そのときに恵福会側から何遍も町長に相談

したけれども自己責任で解決しなさいよということで相談に乗ってくれなかった結果、当時の

議長である私のほうに相談が提起されてきたという経過があるんです。町長、先日の私の一般

質問でいみじくもおっしゃっておりましたが、雅荘閉鎖に至る経過の問題の中には、介護スタ

ッフが確保できないという問題があったんだということを答弁されてるんです。それは本質的

な問題なんです。経営の７００万から１，０００万の単年度赤字ということの中身には、介護

人材も確保できないという財政上の悩みも含めた問題が出てきてるってことなんです。もっと

わかりやすく言います。全国的には介護従事者の平均月額、それから保育労働者の平均月額、

他の職種と比べて平均してアバウト１０万円安いって言われてるんです。これが全国的な問題

として提起されておって、これにどういう対応するのかというのが国政、道政、地方政治の共

通の課題になってるんです。この問題をどう解決するかということなんですまさに。ですから

私は雅荘再開、あるいはせたなの町全体の介護サービス事業の持続化の問題では、介護サービ

ス事業を持続的に進めていく上での基金を制定したらどうかという提案を３年前からやってる

んです。これに対して検討する、検討するとおっしゃっていましたがいつ結論を出せますか。

ここのところを答えてほしいと思うんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。
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○町長（高橋貞光君） これは難しい問題だなというふうに思います。人材不足、人材確保と

いう問題はこれは全国的な問題でありますし、先ほど菅原議員もおっしゃっておりましたこれ

に関わる法人の収入が十分得られていないということから、介護人材の報酬と言いますか、給

与って言いますか、これが他に比べて低い水準にあるというお話をされました。そうしたこの

理由が根本的な問題としてあるんだろうというふうに思います。やはりこれは国の問題だとい

うふうに思います。こういった部分に対する国の介護報酬等の見直しなど根本的な対応がなけ

ればなかなか解決に至らない部分というふうに思っております。我が町せたな町といたしまし

ても、これもほかの町と同じように人材不足ということでございます。せたな町の場合こうし

たことに対応するため先ほども答弁差し上げましたが、必要な人材確保の支援ということでそ

ういった予算も作りながら対応しているという状況でございますので、こうした部分でさらに

これを成果を上げるとしたらどういった形がいいのかということについては、当面検討してい

きたいというふうに思っているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 検討していきたいっていうけれども何年検討してきてるんですかって

言ってるんです。何も答えになってないんですよ今。私はもう７年も前から具体的に、雅荘閉

鎖したんですよね。そういう問題が我が町では出てきてるんだから全国的な問題ではあるけれ

ども、町の対応がどうなのかということを具体的に明らかにすべきでないかという点から今質

問してるんです。検討したいっていうのは結構です。だけどいつまで検討するんですかという

話なんです。それで私が先ほど聞いてるのは、介護サービス事業持続化基金ということをきち

んと導入して、結局、財政的支援の問題になるんです最後は。そこのところを解決しませんと

幾ら検討したい、何が対応できるのかといろいろ考えあぐねてても答えが出てこないと思いま

す。だから町長の政策的な決断の問題なんです。そろそろ私が提起している政策について決断

なさってはいかがですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 雅荘の関係につきましては、このたびこうして社会福祉法人により再

開がされました。本当に良かったというふうに思っておりますし、町民の皆さんも大変喜んで

おられるという状況でございます。議員おっしゃいました問題につきましては、町の対応だけ

では解決できるものではございません。町としても今後、他の町の取り組みなども十分勉強さ

せていただきながら、どういったことができるかという部分について考えてまいりたいという

ふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） だからそれが、それで止まってるからどうなんですかって言っている

んです。一歩も答弁前に進んでないんです。前に少し進めたいと思うんですが、雅荘再会でき

たのはなぜできたかということなんです。いろいろ経過あるけれども１億２，５００万を５年

間にわたって投入するからでしょう。これは雄心会でなくても、恵福会であってもそれだけの

財政投入やるということになればこれはできたと思います。だから私が一般質問で申し上げま

したように、恵福会に必要な時期に必要なだけの支援をしないでおいて、結局は閉鎖に至った
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じゃありませんか。恵福会に対する支援というのは、議会として閉鎖の精算金として支援する

んじゃなくて、持続をするということを前提にして支援すべきだという方向で提起したんです

理事者に。結局４，０００数百万投入したけれども雅荘が閉鎖されてしまったと。その後３年

半以上かかってようやく再開しましたが、結局１億２，０００万の財政投入が前提になっては

じめて再会できたんです。そうすると閉鎖に至る前の財政投入と、再開に至るまでの財政投入

と合わせて幾らになると思いますか。結局、財政的支援をどうするかっていう問題に帰着する

んです。私はそこを曖昧にしたままこれからも進んでいくんですかって言っているんです。町

長の１番悪いところは、雅荘を雄心会頼みで再開して、やれやれよしよしというところで完全

に止まってるんです。私は３年も前から持続化基金というものをきちんと設けて、その下で事

業者に対しても、介護従事者に対しても、政策的な支援をできるように取り組むべきだと、そ

のことが各介護サービス事業所に対して公平公正に扱うことになるし、そのことがこの町の全

体の将来に向けた介護サービス事業を持続的に維持していく確かな補償になるのではないかと、

そういうための基金をセットして、それを官民含めていろいろ協議しながら高度に利活用する

そういうシステムを作り上げるべきだという具体的に提案してるんです。何でそれに手を付け

ないんですか。町としてできること、対応できることはないか検討したいって、町長何年おっ

しゃってるんです。だからもうそろそろそういうことは止めて、問題は財源きちんと確保して

政策的な対応をどうするかということなんですから決断なさったらどうですかって言ってるん

です。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） まず雅荘の関係につきましては、これは町で相当財源を確保しながら

施設も整備をさせていただきましたし、また雅荘の経営のマイナスの部分については財政的な

支援もさせていただきました。これまでもお話をしているように雅荘の閉鎖に至った経緯とし

ては、これは人材の確保ができないということでございます。それはそういうことでございま

すが、やはりこうした福祉施設の維持というのは経営者の経営手腕頼みと言いますか、そうい

った状況が続いているということは承知しておりますので、こういった部分、財政の部分も、

この人材確保の部分もあるというふうに思いますが、それぞれ今努力して確保されていると、

厳しい中でも確保しているという状況にございますので、そうした状況も見極めながら町とし

て何ができるのかという部分について、これからも考えていかなければならないというふうに

は思っております。必要な部分については、菅原委員少な過ぎるという考えかと思いますが、

私たちとしては徐々にそういった部分にも手を付けて対応してきているということで、ご理解

をいただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 答え後退してるんです。十分対応してきてるって、それなら何も検討

する必要ないんじゃないですか。十分でなかったし、いろいろ不足な面が出てきてるから解決

しなきゃならん問題だという議論をしてるんです。どうも町長よくないんですよあなたの答弁。

いちいちその目くじら立てて言うつもりはないんです。常識を超えたはるかに想定外の答弁を

なさるから言わざるを得ないんです。それで委員長、私これで止めますけれども、どうも町長、
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何て言ったらいいんですか本当に。よく会議録を読んで自分の答弁の決定的な間違いというも

のに気が付いてくださいよ。これは一つ言っておきます。それでもうあとは質問繰り返しませ

んけれども、結局、民間に任せておいても解決できない局面になっているから、国、道、町の

公的な政策的支援が必要になってるということなんです。そのときに雅荘のケースで言います

と、赤字で毎年７００万、１，０００万出るから困るよということで相談に行ったときに、経

営そのものが合わないということと、もう一つは人材確保ができないということ２つありまし

た。それは私も直接相談を受けてます。ですからそれに対して町としてどういう支援をするか

っていう答えを出すべきだったんです。これを出さないままにずるずる来て、議会が動いて支

援策に立ち上がったときには時既に遅くて閉鎖に至ったと。結局後始末の後ろ向きの支援とし

てさらに４，０００万まで出して閉鎖に至ってしまったという政策的な高橋町長の責任によっ

て閉鎖に追い込まれたんです。その後、再開するのに３年半を要して、なおかつ１億２，００

０万の財政投入しなければ再開に至らなかったということなんです。結局財政支援で解決した

わけでしょ。だからそのときに、私は雅荘再開だけに限定するんじゃなくて町全体の介護サー

ビス事業の持続化のために基金を設けたらどうだという提起してるんです。これもう何回も言

ってます。その都度検討します、検討します、検討しますといまだに検討しますです。だから

いつまで検討なさるんですかと聞いてるんだけども、お答えにならない。そればかりか現状は

きちんと解決できてきているというところまで答弁するわけですから大変遺憾です。ただこの

問題は全く未解決で、私は持続化基金を制定して、それを民間事業者の知恵、創意も含めて官

民一体で我が町の持続的な介護サービス事業を実現していく以外ないということを確信して改

めて提起をしておきたいと思うんです。委員長、答弁は要りませんから、これで終わります。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

石原委員。

○委員（石原広務君） 申し訳ないです。先ほどの配食サービス業務の内部協議について確認

したいんですが、町内４法人ですか、伺ったんですけど、先ほど少し触れましたが、その中に

は受託法人として要は高齢者のために単価を下げるべきではないかという声も届いて、あるい

は値上げもするべきだっていう声も合わせて、そういったもろもろ含めて協議した結果、今回

の新年度に繋がったというふうに理解してよろしいですか。これ担当課長なのか補佐なのか、

ご答弁いただきたいと思います。間違いなく高齢者のことを考えて、これ値下げするべきでな

いかっていう声も合わせて届いての内部協議なのか、そこをお知らせいただきたい。

○委員長（熊野主税君） 浜高補佐。

○保健福祉課長補佐（浜高正明君） お答えいたします。その協議といいますのは、私北檜山

区に勤務しまして、その北檜山区の受託事業所から今般の価格高騰による食材費も上がってい

るために、賄い材料の単価を上げていただけないかというような話はあったんですけれども、

この利用者負担も合わせて増額になることから、これは従来同様の価格でやらさせてもらえな

いかという協議を相手方としたということの協議でありました。ということで利用者負担を現

状上げたくないということで相手方にも理解をしてもらった協議でありました。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。
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○委員（石原広務君） 限定して法人分かるような答弁、実は要らなかったんです。間違いな

くその高齢者のことを考えて、これ値下げするべきではないかという意見、これ間違いこれあ

りますから。今回はこういうふうに浜高補佐頑張って現状でいくというふうにお考えになった

んですが、これ先ほど副町長のほうからかなりいいようなご答弁と取れるような答弁聞きまし

たので、そこはそれで結構です。今後、先ほどの繰り返しになるので、合わせて今後の内部協

議できちんと情報を掴んで、先に繋がるような形で進めていただきたい。これは答弁要りませ

ん。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第４号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第４号は原案のとおり可決いたしました。

３０分まで休憩します。

休憩 午前１１時２１分

再開 午前１１時２９分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

整理番号第４、議案第５号令和５年度せたな町介護サービス事業特別会計予算を議題といた

します。

内容の説明を求めます。

樋口保健福祉課長。

○保健福祉課長（樋口 靖君） 資料の７ページ、令和５年度せたな町介護サービス事業特別

会計予算案についてご説明いたします。

はじめに歳出より主なものについてご説明いたします。１款サービス事業費、予算額６，９

９２万１，０００円で、前年度より６万８，０００円の減でございます。せたなデイサービス

センターの業務委託等にかかる事業費４，１９７万２，０００円、高齢者グループホーム管理

費は指定管理料等で４４万円、そのほか介護予防支援事業費１，１４１万８，０００円及び居

宅介護支援事業所に係る事業費１，６０９万１，０００円は主に人件費であります。

続きまして歳入でございます。１款サービス収入、予算額３，８４９万２，０００円で、前
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年度より４６１万３，０００円の増で、通所介護サービス事業収入は１，９２０万円、要支援

者のケアプラン作成等に係る介護予防サービス計画費収入３７８万４，０００円、要介護者の

ケアプラン作成等に係る居宅介護サービス計画費収入１，０３９万円、せたなデイサービスセ

ンターの利用に係る自己負担金収入３３６万円、要支援者のケアプラン作成等の受託にかかり

ます居宅介護支援事業所収入１７５万８，０００円を見込んでございます。

２款繰入金では、一般会計からの繰入金、予算額３，１３２万８，０００円で、前年度より

４６８万１，０００円の減を見込んでございます。歳入歳出総額では６，９９２万１，０００

円、前年度より６万８，０００円の減でございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第５号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第５号は原案のとおり可決いたしました。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３２分

再開 午前１１時３３分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第５、議案第６号令和５年度せたな町簡易水道事業特別会計予算を議題といたしま

す。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは資料の８ページになります。令和５年度せたな町簡

易水道事業特別会計予算案についてご説明いたします。令和５年度の歳入歳出予算総額は３億

１，７８１万２，０００円で、前年対比では７８２万２，０００円、率にして２．４％の減と

なっております。

はじめに右側の歳出の主なものからご説明いたします。１款事業費用、予算額１億５，７９
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１万２，０００円、内容といたしまして営業費用では、総務費において公営企業会計移行業務

や料金システム改修事業を見込み、維持管理費で施設維持委託費や水道メーター器購入にかか

る費用、営業外費用では支払利息などを計上いたしました。

２款資本的支出、予算額１億５，７９０万円の主なものといたしましては、建設改良費にお

いて松岡浄水場井戸新設及び瀬棚配水管移設に係る調査設計業務などを見込んだほか、起債償

還費を計上しております。

次に左側の歳入の主なものについてご説明いたします。１款事業収入、予算額２億２，３５

８万２，０００円は、水道使用料や一般会計からの繰入金を見込んでおります。

２款資本的収入、予算額９，４２３万円では、主に一般会計出資金や町債として公営企業会

計適用事業債などを計上し、収支の均衡を図ったものでございます。

以上で説明終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第６号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第６号は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第６、議案第７号令和５年度せたな町営農用水道等事業特別会計予算を議題といた

します。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは資料の９ページになります。令和５年度せたな町営

農用水道等事業特別会計予算案についてご説明いたします。令和５年度の歳入歳出予算総額は

１，５３１万１，０００円で、前年対比では３８万６，０００円、率にして２．５％の減とな

っております。右側の歳出の主なものからご説明いたします。１款事業費用、予算額１，２８

１万１，０００円は、維持管理費において水質検査手数料や施設維持委託費などを計上いたし

ました。

２款資本的支出、予算額２００万円は、建設改良費において維持管理修繕料を見込んでおり

ます。

次に左側の歳入の主なものについてご説明いたします。１款事業収入、予算額１，３２９万
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１，０００円は、水道使用料や一般会計負担金などを見込んでおります。

２款資本的収入２０２万円は、主に一般会計補助金などを計上し、収支の均衡を図ったもの

でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第７号は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第７、議案第８号令和５年度せたな町公共下水道事業特別会計予算を議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは資料の１０ページでございます。令和５年度せたな

町公共下水道事業特別会計予算案についてご説明いたします。令和５年度の歳入歳出予算総額

は４億３，３４７万円で、前年対比では、４，８３７万８，０００円、率にして１２．６％の

増となっております。増額な主な要因といたしましては、下水道事業計画策定や大成浄化セン

ター改築更新にかかる費用を見込んだためでございます。

はじめに右側の歳出の主なものからご説明いたします。１款事業費用、予算額１億６，９１

０万２，０００円につきましては、営業費用では総務費において、公営企業会計移行業務や消

費税及び地方消費税などを見込んでおります。管渠費としては、汚水管渠の維持管理に関する

費用、処理場費といたしましては、処理場管理業務や汚泥運搬業務などに要する費用、営業外

費用では支払利息を計上いたしました。

２款資本的支出、予算額２億６，３８６万８，０００円の主なものといたしましては、建設

改良費におきまして下水道事業計画策定業務、北檜山下水処理場耐震診断及び耐水化計画策定

業務、大成浄化センター改築更新工事委託業務などを計上したほか、起債償還費を見込んでお

ります。

次に左側の歳入の主なものについてご説明いたします。１款事業収入、予算額１億６，９５

７万２，０００円は、下水道使用料や一般会計繰入金、公営企業会計適用事業債などを見込ん
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でおります。

２款資本的収入、予算額２億６，３８９万８，０００円は、主に下水道整備事業に対する下

水道事業債や国庫補助金などのほか一般会計出資金などを計上し、収支の均衡を図ったもので

ございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第８号は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第８、議案第９号令和５年度せたな町漁業集落排水事業特別会計予算を議題といた

します。

内容の説明を求めます。

平田建設水道課長。

○建設水道課長（平田大輔君） それでは資料の１１ページでございます。令和５年度せたな

町漁業集落排水事業特別会計予算案についてご説明いたします。令和５年度の歳入歳出予算総

額は５，１９４万６，０００円で、前年対比では１，５１６万円、率にして４１．２％の増と

なっております。増額の要因といたしましては、太櫓地区排水処理施設更新工事によるもので

ございます。

はじめに右側の歳出の主なものからご説明いたします。１款事業費用、予算額６２５万円は、

汚水管渠や処理場の維持管理に関する費用を計上いたしました。

２款資本的支出、予算額４，５６４万６，０００円の主なものといたしましては、建設改良

費において、太櫓地区排水処理施設更新工事を見込んでおります。

次に左側の歳入の主なものについてご説明いたします。１款事業収入６２９万円は、排水施

設使用料や一般会計繰入金などを見込んでおります。

２款資本的収入４，５６５万６，０００円は、主に排水処理施設更新工事に関する下水道事

業債や過疎債、国庫補助金などを計上し、収支の均衡を図ったものでございます。

以上で説明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。



- 26 -

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第９号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第９号は原案のとおり可決いたしました。

説明員交代のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時４２分

再開 午前１１時４３分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開いたします。

整理番号第９、議案第１０号令和５年度せたな町風力発電事業特別会計予算を議題といたし

ます。

内容の説明を求めます。

神田まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（神田 昌君） それでは資料の１２ページでございます。令和５年度

せたな町風力発電事業特別会計予算案でございます。

右側の歳出から説明させていただきます。１款電気事業費４，５９９万５，０００円、前年

から２６９万９，０００円の増となっております。内容としましては、法定設置の電気主任技

術者１名の報酬、それと施設のメンテナンス経費などということになっております。

２款の予備費につきましては３００万円、前年と同額で、歳出合計しまして４，８９９万５，

０００円となっております。

続きまして左側の歳入で主なものでございます。３款諸収入４，１３２万９，０００円、前

年比でマイナスの４９５万２，０００円ということで、内容は電気売払収入で４，１３２万８，

０００円、それと雑入となっております。

次４款の繰入金で７６４万５，０００円、これは風力発電事業基金繰入金ということで、歳

入合計しまして４，８９９万５，０００円で収支の均衡を図ったものでございます。

以上で説明終わります。

よろしくお願いします。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。歳入歳出全款一括質疑を許します。
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平澤委員。

○委員（平澤 等君） それでは内容については異存はないんですが、お聞きしたいことがあ

りますので２点ほどお聞きします。ただいま説明のあった諸収入で、前年対比増減額４９５万、

約５００万の減少というのは、これはどういうような内容なんでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。こ

の約５００万の収入減につきましては、現在北海道電力のほうに売電をしております電気の収

入になりますが、今年の１２月で政府のやってます固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴ制度に

なるんですが、この期限が今年の１２月で終わるということで、来年１月からは電力会社との

相対の売買になるという形になりますので、想定では８円程度ということで見込んでおります

のでその分が下がるという形になっております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） 今の説明で言いますと固定価格の買取が１２月で切れて、結局、来年

の１月、２月、３月分を見込んだ中では、これだけの減少になるというふうなことで、収支の

均衡を図るという点で電気事業費及び予備費の総額を合わせるために、この減少した分及び、

２点目に入るんですけども、繰入金で今回７６４万５，０００円見てます。これは基金からの

繰入れというふうなことになってますけども、このことについて説明願います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 令和５年度につきましては、固定価格買取制度と

いうのが２０年の期限になります。それ以降も運転をする場合、メーカーの保守、フルメンテ

ナンスをしなきゃならないという形になっておりまして、その延命寿命調査の業務が１，２０

０万円ほどかかる見込みになっておりますので、その分を収入がないものですから、この基金

のほうを充てて実施のほうしなければ、２１年目以降の運転ができないという形になりますの

で、そういった点で基金を使わせていただいて、この業務をやりたいということで考えており

ます。

○委員長（熊野主税君） 平澤委員。

○委員（平澤 等君） わかりました。今の内容についてわかったんですが、これは理事者の

方にお聞きしたいと思いますが、今まで風車の事業について耐用年数が過ぎる。もう間もなく

来るもしくは来てるという段階の中で、ある程度今後のことについて積立てをしていかなけれ

ばならないってことで運用益の中で繰入れしてきたけども、今回繰入金を積立てした基金から

７６０万繰入れしたということで、今回の今の説明によると歳出を賄うためには繰入金から賄

わないとならないという状態が発生したということでいけば、積立金の今後の例えばの話です

けども、撤去もしくは改修、それから建て替えする場合において今後のやり方なんですが、ど

ういう考えの下にしていくのか。ただ今のこの会計だけ見ると、これは何もなくて順調に風車

が回った場合の話ですけども、たまたま自然災害で結構止まってる場合が見られるというふう

なことでいけば、こういった面についての心配、また機械的なことの故障もありうるだろうと
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いうふうなことになってくれば、そういった危惧がされるわけでございますけども、そういっ

た点含めた中で今後の考え方について理事者からお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） １６年から運転しておりますこの風車なんですが耐用年数が来ている

と、ＦＩＴの年数もすぐそこという状況になってきておりまして、このあとどうするかという

ことが今年度の大きな課題というふうになると思います。運転するにしても、撤去するにして

も、そのほかの用途というのももちろん考えなければなりませんが、どういった形が１番財政

負担の少ない形でやることができるかということをしっかり考えていかなければならないと、

今のところこの方向でという結論はまだ出ておりません。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） 予算書の３３２ページ委託料のところです。先ほど阪井補佐がおっし

ゃってましたが、寿命延命調査業務約１，２００万計上されておりますが、これどのような調

査をするのか教えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） ただいまの質問でございますが、これは今せたな

町で運用しております風海鳥２基ありますけれども、これはヴェスタスという会社の機械にな

ります。２０年が耐用年数ということになりますので、この２０年以降の運転をする場合、メ

ーカーの保証がなければ運転できないという形になりますので、設置したヴェスタス社のもの

になりますので、ヴェスタスの技術者に来ていただいて全部のメンテナンスをまずしていただ

くという形になります。その中で不具合があれば直さないとならないところも出てくるかと思

いますので、それに伴う対応も今後考えられるということになります。なるべく動かせるよう

な形で進めていきたいと。先ほど町長も言われたように、このあとどういった運用が考えられ

るかというところも検討させていただきながら、まず脱炭素、ゼロカーボンシティーに向けた

取り組みを進めたいというふうに考えております。

○委員長（熊野主税君） 横山委員。

○委員（横山一康君） せたな町ゼロカーボン推進費も今回一般会計で出てましたので、これ

非常に大事な役割を果たす風海鳥ですのでしっかりやっていただきたいと思います。この寿命

延命調査をやるということは、その調査の結果次第になると思うんですが、もし結果がそれほ

ど費用が莫大にかからないものであれば、できるだけ動く間は運用していきたいというような

判断でよろしいのかお聞きしたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） そのように考えております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

橋本委員。

○委員（橋本一夫君） 直接風力の事業会計には関係ない話なんですけども、一部漁業者から、

私たち確認することはできないので、漁業者から聞いた言葉をそのままこの場で述べさせてい

ただきます。何か風力発電所の下の地盤の砂が移動して浅くなっているところがあるっていう
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話を聞いてるんですけども、その辺の確認はできていますか。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） まちづくり推進課ではその辺の話は聞いている状

況ではありませんでした。

○委員長（熊野主税君） 橋本委員。

○委員（橋本一夫君） その辺調査してみて、もし撤去でなくて移動できるものであれば移動

して、船に支障がないような形でやってもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願

いします。

○委員長（熊野主税君） 担当課いないけど返答できますか。

○委員（橋本一夫君） 風力発電のあれで言われたもので、その辺はどうなのかなって確認し

ているものかいないものか、港湾なら港湾でもいいです。後からまた。

○委員長（熊野主税君） 阪井課長補佐。

○まちづくり推進課長補佐（阪井世紀君） 答えられる範囲になりますけれども、港湾内の砂

が溜まってるっていうのは聞いてます。この中の話で、浚渫につきましては国の事業になるか

と思いますので、そこは担当課と調整しながらやれるような形できればいいんですけれども、

そういったお願いのほうを進めたいと思います。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１０号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第１０号は原案のとおり可決いたしました。

整理番号第１０、議案第１１号令和５年度せたな町病院事業会計予算を議題といたします。

内容の説明を求めます。

国保病院、西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） それでは令和５年度せたな町病院事業会計予算について

ご説明いたします。最初に資料１３ページの病院事業会計全体の予算の説明し、そのあと国保

病院、瀬棚診療所、大成診療所の順でご説明をいたします。

それでは１３ページをご覧願います。収益的収支では、収入支出ともに予算額１１億６，１

７１万２，０００円、前年度に比べ７，０７０万７，０００円の減でございます。はじめに支

出の主なものは、１項医業費用１１億５，６６０万８，０００円、前年度に比べ７，０２９万
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１，０００円の減でございます。内訳は給与費６億７，６５６万３，０００円、前年度に比べ

７，５３６万２，０００円の減、材料費１億５，２８８万６，０００円、前年度に比べ３９６

万８，０００円の増、経費２億６，４６０万５，０００円、前年度に比べ８６５万８，０００

円の増などでございます。

次に収入の主なものでは、１項医業収益８億４，６５８万３，０００円、前年度に比べ３，

４８２万９，０００円の減でございます。内訳は、入院収益は前年度同額の２億９，８３５万

９，０００円、外来収益４億５，３８０万２，０００円、前年度に比べ２，８８５万１，００

０円の減、その他医業収益７，７８７万２，０００円、前年度に比べ２２４万５，０００円の

減、訪問看護事業収益１，６５５万円、前年度に比べ３７３万３，０００円の減でございます。

２項医業外収益では３億１，４８２万９，０００円、前年度に比べ３，５８７万８，０００円

の減でございます。主なものは負担金交付金の２億８，８５７万９，０００円、前年度に比べ

１，３２２万３，０００円の減となってございます。続きまして一般会計からの繰入額につい

てご説明申し上げます。繰入額は３億３，６８７万８，０００円、このうち交付税措置額いわ

ゆるルール分でございますが１億７，５２７万２，０００円、一般会計繰出基準補助金８６１

万１，０００円、町単独持出分１億５，２９９万５，０００円となってございます。

次に下段の資本的収支についてご説明申し上げます。はじめに支出からご説明いたします。

予算額４，６３３万３，０００円、前年度に比べ２，９４０万円の増でございます。１項建設

改良費３，３２３万円、前年度に比べ２，７４３万５，０００円の増、２項企業債償還金１，

３１０万３，０００円、前年度に比べ４１７万４，０００円の増でございます。

次に収入では、予算額２，３７３万７，０００円、前年度に比べ１，５３４万円の増で、全

額１項他会計出資金でございます。内訳は、企業債元金償還分で７１２万４，０００円、医療

機器等購入費１，６６１万３，０００円となってございます。一般会計からの出資金は２，３

７３万７，０００円で、このうち交付税措置額は７１２万４，０００円、町単独持出分１，６

６１万３，０００円でございます。以上のとおり収支が均衡ではございませんので、不足する

額につきましては２，２５９万６，０００円ですが、損益勘定留保資金で補填するものでござ

います。

続きまして１４ページせたな町立国保病院分でございます。収益的収支は収入支出共に予算

額８億９，９８７万２，０００円、前年度に比べ３，３７３万３，０００円の減でございます。

支出の主なものは、１款１項医業費用８億９，６３６万円、前年度に比べ３，３１９万３，０

００円の減でございます。内訳は、給与費が５億３，１０７万円、前年度に比べ３，９３２万

４，０００円の減、これにつきましては大成診療所長であります医師１人分を大成診療所予算

で今年度から計上したことによる減となってございます。それと看護師３人、検査技師１人、

事務系職員１人この分が減となっているものでございます。

次に収入の主なものは、１款１項医業収益６億６，４３１万１，０００円、前年度に比べ７

５７万５，０００円の減、内訳は、入院収益、前年度同額の２億９，８３５万９，０００円、

外来収益２億８，３７１万２，０００円、前年度に比べ４６７万５，０００円の減、その他医

業収益６，５６９万円、前年度に比べ８３万３，０００円の増、訪問看護事業収益１，６５５
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万円、前年度に比べ３７３万３，０００円の減でございます。２項医業外収益は２億３，５４

６万１，０００円、前年度に比べ２，６１５万８，０００円の減でございます。主なものは負

担金交付金の２億１，６１７万９，０００円で、前年度に比べ３１８万５，０００円の減とな

ってございます。一般会計からの繰入額は２億６，４４７万８，０００円、このうち交付税措

置額は１億５，３９５万４，０００円、一般会計繰出基準補助金８６１万１，０００円、町単

独持出分１億１９１万３，０００円でございます。

次に資本的収支でございます。はじめに支出の予算額は３，９３１万９，０００円、前年度

に比べ２，７３５万４，０００円の増でございます。１項建設改良費２，８７１万円、前年度

に比べ２，５６７万４，０００円の増でございます。これは全額医療機器購入費でございます

が、薬を袋に詰めます全自動錠剤分包機、それからレントゲン撮影の機材であります一般会計

エックス線撮影間接変換ＦＰＥＴ装置これらの購入費でございます。続きまして２項企業債償

還金１，０６０万９，０００円、前年度に比べ１６８万円の増、全額企業債償還元金でござい

ます。

続きまして収入の予算は１，９７３万３，０００円、前年度に比べ１，４０１万４，０００

円の増、１項他会計出資金の企業債元金償還分５３７万８，０００円と医療機器等購入費１，

４３５万５，０００円となってございます。一般会計からの出資金につきましては１，９７３

万３，０００円、全額でございますが、このうち交付税措置額は５３７万８，０００円、町単

独持出分として１，４３５万５，０００円となってございます。以上のとおり収支が均衡では

ございませんので、不足する額１，９５８万６，０００円につきましては、損益勘定留保資金

で補填をするものでございます。

続きまして１５ページ瀬棚診療所分でございます。収益的収支は、収入支出共に予算額１億

４，２７４万７，０００円、前年度に比べ６５万２，０００円の増でございます。支出の主な

ものでは、２款１項医業費用の１億４，１６７万６，０００円、前年度に比べ５７万３，００

０円の増でございます。内訳は、給与費８，４４０万６，０００円、前年度に比べ６８万５，

０００円の増でございます。材料費では１，２３８万６，０００円、前年度に比べ１９９万７，

０００円の減、経費は３，１９４万３，０００円、前年度に比べ１３９万６，０００円の増で

ございます。

次に収入の主なものですが、２款１項医業収益９，８９０万１，０００円、前年度に比べ３

９９万５，０００円の減でございます。内訳は、外来収益で９，２６２万９，０００円、前年

度に比べ４３万円の減、その他医業収益６２７万２，０００円、前年度に比べ３５６万５，０

００円の減でございます。２項医業外収益４，３７４万６，０００円、前年度に比べ４６４万

７，０００円の増でございます。主なものでは負担金交付金３，６８３万６，０００円、前年

度に比べ３９９万２，０００円の増となってございます。一般会計からの繰入額は、３，６８

３万６，０００円、このうち交付税措置額は１，４２０万円、町単独持出分が２，２６３万６，

０００円となってございます。

資本的収支につきましてはございません。

続きまして１６ページ、大成診療所分でございます。収益的収支につきましては、収入支出
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共に予算額１億１，９０９万３，０００円、前年度に比べ３，７６２万６，０００円の減でご

ざいます。支出の主なものは３款１項医業費用の１億１，８５７万２，０００円、前年度に比

べ３，７６７万１，０００円の減でございます。内訳ですが、給与費で６，１０８万７，００

０円、前年度に比べ３，６７２万３，０００円の減、これにつきましては、先ほど国保病院の

ところで申し上げました大成診療所所長であります高宮医師の給与、これを国保病院会計から

移行したことによるものと、昨年計上しておりました前所長と放射線技師、それと看護師３人

分の予算が減額となったその相殺によるものでございます。続きまして材料費３，１７０万円、

前年度に比べ１３２万円の減、経費１，７２３万３，０００円、前年度に比べ１２１万８，０

００円の増でございます。

続きまして収入の主なものですが、３款１項医業収益８，３３７万１，０００円、前年度に

比べ２，３２５万９，０００円の減でございます。内訳は外来収益で７，７４６万１，０００

円、前年度に比べ２，３７４万６，０００円の減、その他医業収益５９１万円、前年度に比べ

４８万７，０００円の増となってございます。次に２項医業外収益３，５６２万２，０００円、

前年度に比べ１，４３６万７，０００円の減でございます。主なものでは、負担金交付金の３，

５５６万４，０００円、前年度に比べ１，４０３万円の減でございます。一般会計の繰入額は

３，５５６万４，０００円、このうち交付税措置額が７１１万８，０００円、町単独持出分が

２，８４４万６，０００円となってございます。

続きまして資本的収支でございます。まず支出の予算額ですが７０１万４，０００円、前年

度に比べ４８０万５，０００円の増でございます。１項建設改良費４５２万円、これは皆増で

ございます。医療機器購入費で２５７万９，０００円、これにつきましては訪問診療をする際

に持ち運びが可能となるポータブル超音波装置の購入及び調剤支援システムこれらの更新など

でございます。車両購入費といたしまして１９４万１，０００円、これにつきましては往診用

の車両これまで約３０年乗った車がありますが、その更新に充てるものでございます。続きま

して２項企業債償還金２４９万４，０００円、前年度に比べ２８万５，０００円の増で全額企

業債償還元金となってございます。

続きまして収入ですが、予算額４００万４，０００円、前年度に比べ２７０万５，０００円

の増でございます。全額１項他会計出資金、企業債元金償還分で１７４万６，０００円、医療

機器等購入費で２２５万８，０００円でございます。一般会計からの出資金は全額の４００万

４，０００円、このうち交付税措置額は１７４万６，０００円、町単独持出分が２２５万８，

０００円となってございます。以上のとおり収支が均衡ではございませんので、不足する額３

０１万円につきましては、損益勘定留保資金で補填をするものでございます。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 説明が終わりました。収入支出全款一括質疑を許します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ３点ほどございます。それで手短にやろうとは思うんですが、例によ

って答弁によっては長くかかるかもしれませんので、議事進行上、昼食休憩に入られてはいか
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がかと思います。判断を求めます。

○委員長（熊野主税君） ただいまから昼食休憩に入ります。

１時１５分まで。

休憩 午後 ０時１５分

再開 午後 １時１５分

○委員長（熊野主税君） 休憩を解き会議を再開します。

菅原委員。

○委員（菅原義幸君） ３点単純に伺いますので、ひとつ率直にストレートで答えてください。

まず１点目、大成診療所の問題について伺います。定年退職で２人、自己退職で２人という

ふうに見ております。定年退職２人の方のうち看護副師長は再任用ということのようでありま

す。ただ技師１人は退職というふうに情報を得ておりますが対応策を伺いたいと思います。そ

れから自己退職２名この補充をどうするのか伺いたいと思います。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 手塚次長。

○国保病院事務局次長（手塚清人君） まず大成診療所のほうですけれども、看護師の方の退

職分につきましては１人定年される方再任用ということで１名減になりますけれども、そちら

については現在町立国保病院のほうからシフトで人を配置するようなことで、今看護部と検討

しているということになっております。検査につきましては、検査技師のほうの補充がまだ終

わっておりませんので、大成診療所については瀬棚診療と同様に外部の委託によって検査を実

施するという方向でおります。看護部退職者の補充につきましては検査技師は先ほど申し上げ

たとおりですけれども、看護師につきましては募集をしておりまして正職員２名、令和５年度

採用予定というふうになっております。２名のうち１名の方はご都合で入職が９月以降になる

見込みですけれども、２名の正職員の採用の予定というふうになっております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。次に町長に伺います。小六先生退職後の問題で夜間医

師が不在になるということで住民の皆さんから非常に不安だという声を直接伺っております。

これに対する対応をいろいろなさっているとは思いますが、結局、町長は診療所を閉鎖するん

じゃないかという心配をなさってるわけです。なぜなんだというと、町長は閉鎖しないと思い

ますよと言うんですが、結局あわび山荘を国民宿舎から外した時の経過が強烈に住民の間には

残っておりまして、住民がいくら診療所を閉鎖しないでくれとは言っても、町長その通りに言

いますよ。あの町長のことだから菅原さん大丈夫なんですかっていう話なんです。しっかり町

長の考え方を伺いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今のご質問につきましては大丈夫です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。
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○委員（菅原義幸君） 大丈夫だということをその方に伝えたいと思います。会議録で残って

ますし、ユーチューブでも発信されてるわけですからわかりました。

２つ目です。国保病院、これは定年１人の方は再任用、自己退職２人、うち１人は技師であ

りますが、この対策はどうなりますでしょうか。

○委員長（熊野主税君） 手塚次長。

○国保病院事務局次長（手塚清人君） まず医療技術者のほうの退職につきましては、こちら

も年度途中で検査技師のほうが１名減というふうになっております。検査技師のほうにつきま

しては救急の待機ですとか、いろいろな負担もあって３名ほど確保したいというところなんで

すけれども、今１名減の状態で２名の状態になってますので現在募集中というふうになってま

すので、今のところまだ応募はない状況なんですけれども、引き続き募集をして何とか補充に

こぎ着けたいというふうに考えております。看護部のほうは先ほど２名正職員で採用するとい

うお話させてもらいましたけれども、こちらを国保病院のほうで補充するという形で先ほどの

大成診療所については会計年度職員、正職含めてシフトで回っていくということで、看護師の

補充は先ほど申し上げた正職員の２名での対応というところで考えております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。最後の３点目です。医師確保の問題について伺います。

瀬棚診療所長です。長期休暇という情報を得ておりますけれども、復帰の見通しについては間

違いがないのかどうか伺っておきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） お答えいたします。ただいま菅原委員から瀬棚診療所所

長、２カ月ほどの長期の療養に入りますが、その後、復帰する予定でございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） わかりました。そういうことで答弁なさるだろうなというふうには思

いますが、ただ住民の中にも、これまた様々な反応が出ていることも事実なんです。特に瀬棚

診療所で申し上げますと、大成も同様なんでしょうけれども、経過として見ると診療の日数、

それから診療の時間がとめどもなく減少してきてるんです。そういうことでは、これまたいず

れなくなるんだろうと。町長はそういう考え方でいるんだろうということが出ているわけです。

町長、もう一遍しっかりご答弁願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 菅原委員もご承知のように各町村医師、あるいは医療スタッフの確保

に大変苦慮しているところでございますが、その中にありまして町村の公立医療機関の体制と

しては、他町に比べましても引けを取らないむしろ相当充実した体制を今維持しているという

ことは委員もご理解いただけるというふうに思います。そういったことで私としては今の１病

院、２診療所体制これはしっかり維持してまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これも認識の違いなんですが、他町より充実しているという評価は住
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民はしていないんです。他町より劣っているっていうふうな話は特にしているわけではありま

せんが、特に大成区と瀬棚区の住民の間では、合併当初を起点として、ずっと地元診療所の機

能が後退してきてるという受け止め方をしているのはこれは事実なんです。だから他町より充

実しているという実感は両区民は持っていないと思います。中身をいちいち言いませんけれど

もわかりますでしょ。ベッドはなくなってるんです。診療日数も減っているんです。夜間の体

制も当然なくなってるわけです。こういう歴史的な流れ現実をやはり踏まえておく必要が町長

には必要だろうということを率直に提起しておきたいと思うんです。それであまり医師個人の

問題をここで取り上げようとは思っていませんが、以前に私は医師体制全体の問題でどうなの

かという質問をしたときに、大丈夫です心配ございませんというスタンスの答弁をこの議場で

ちょうだいしたことがありましたが、少し甘いんじゃないかなというのが私の率直な見解でし

た。町長その辺の認識について少し甘すぎませんか。どうなんですか。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 町としてしましては、過去には合併に伴う医療再編ということで持続

可能な自治体経営、あるいは健全な町財政運営ということも含めて現在の医療体制をとってい

るということでございまして、これは皆さん方にもご理解いただいているものというふうに思

います。したがいまして、私としては可能な限りこの体制をしっかり維持していくということ

に努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 私そういうことを聞いてません。維持してまいりたいと考えていると

ころでございますということを答えてくれって言ってるんじゃないんです。現状認識として危

機感に不足してませんかって聞いてるんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この今の体制をやりくりできる医師体制ということで、ぎりぎりの体

制になっているというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 同じこと重なりますから質問変えますけども、現状認識が私は甘いと

思うんです。大成区民は常駐する先生を確保するように町長に伝えてくれと。夜心配で心配で

しょうがないって言っているんです。まずこれ一つ申し上げておきます。それから瀬棚の区民

は、いずれにしても近々なくなるんじゃないかということを心配してる区民もいらっしゃると

いうことなんです。ほとんど診療の時間が削減されてきてるんです。町長はおそらく国保病院

とそんなに距離がないんだから患者バス出すから国保病院に一本化してそっちに来いという考

え方なんだろうというのは、全ての人がとは言いませんが、そういう声が非常に強まってます。

そういう危惧を持ってる方が増えています。そういうことをしっかり認識していただきたいと

いうことなんです。そこに対する町長の認識非常に甘いなと、のんきだなと思います。率直に

申し上げておきたいと思うんです。それで医師確保の問題が結局のところ問題になるわけです。

今医師確保につきまして、どのような努力、どのような確保の可能性をもって進めているかを

最後に伺いたいと思います。
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○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） お答えいたします。現在のところ国保病院、常勤４名体

制ということで、現院長と私そして町長とも院長コンタクトを取って、いろいろ情報交換をし

ながら進めてまいりましたが、院長の考えにつきましては現在の４人体制で当面、両診療所も

含めて診療体制を整えていくという考えでございます。今、医師の確保について非常に委員か

らご心配ありがたく、私も将来に向けてその確保をしっかりやっていってくれというような激

励の言葉として受け止めたいなと思っておりますけども、非常に医師確保につきましては、こ

れはもう今に始まった話でなくて、もうずっと医師を確保するというのにはもう苦労なさって

歴代の事務長さん、それから歴代の町長、副町長きておられると思います。それをこれまでの

そういう経緯をいろいろ検証しまして、今後も医師確保につきましては、しっかり取り組んで

まいりたいと思っております。現状、医師を募集しているという状況にはございませんが、そ

ういう状況が生じるような展開がありましたら、速やかにそういう対策を講じてまいりたいと、

このように考えております。

以上です。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 事務局長としての答弁はわかりました。町長の答弁を改めて伺いたい

と思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） この診療体制を維持するために必要な医師体制ということになるんだ

というふうに思いますので、現状の維持体制を少なくともこれからも維持できるように努力し

てまいりたいと考えております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 現状募集をしていないということなんですが、なぜ募集しないんです

か。私は現状４名の体制でいいという院長の考え方を町長がそのまま是としているのか。町長

自身の政策として医師の今後の安定的な確保も含めてどう展望しているのか。町長の政策判断

を聞きたいんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 先ほども申し上げましたように、今のこの医療体制を維持するという

観点から考えておりまして、院長の判断も４名体制で何とかいけるということでございますの

で、私たちとしてもその体制をこれからも維持したいと。ただずっと同じ方がここで診療され

るという保証は全くございませんので、これはそういった事態になれば事前に医師の確保とい

うことも検討をしていかなければならないということにはなるかと思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 町長の答弁やっぱり今日はっていうか、まずいんです。自分でどこに

まずい答弁をしているかということをわかってないとすれば、これはね悲劇です。今１番残念

な答弁なさいました。どういうことかっていうと、現状の体制でいきたいと院長がおっしゃっ

てるんで、私もそこを踏まえるという趣旨です。したがって医師募集はしていないんだという
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ことなんです。その次の問題なんです。もし欠けるというような事態になったときには募集す

るんだとおっしゃいましたでしょ。欠けちゃったら終わりなんです。欠けてからでは手を打て

ないんです。それからいついつ辞めますよというふうなときに慌てて動いても確保できません

から。それは合併以来の全ての経過で証明してるじゃありませんか。私は少なくとも医師募集

は、常に高々と作業を進めておかなきゃいけない問題だと思います。そのときに５名体制は要

らないのかということになります。住民は求めてるんですから。今の体制では不十分だと。も

っとしっかりしてほしいという要望を持ってるんですよということなんです。だから４名の体

制さえ維持できるかどうかという保証はないんです今。誰か１人何かアクシデントで欠員にな

るということは常にありうるわけですから、それは退職だけではなくて、その他の要素も含め

て常に欠員の危険性はあるわけですから、現状４人でいいんだというふうな判断をしているが

故に一切募集しないと、停止をするという判断に問題がないんですかって言ってるんです。町

長どうですか。

町長に聞いてるんです。町長の政治判断を聞いてるんです。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 問題があるかないかということですが、これは現状問題は生じており

ません。ただ委員おっしゃるような心配ももちろん場合によってはある。そういった事態も生

まれるというふうにはこれは思っておりますので、そういった事態にも対応できるようにしっ

かりと医師の確保を目指すとこういうことになるというふうに思います。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そしたら募集やっておいたらいいじゃないですか日頃から。医療振興

財団のほうにも１名欲しいんですよと手を挙げておいたらいいじゃないですか。ホームページ

にも医師募集という作業しておいたらいいじゃないですか。それで同じことだから言いたくな

いんですが、問題生じていないという認識が根本的に間違ってるんです。問題生じているんで

す。医師不足なんです現状は。大成診療所きちんと体制作れますか。瀬棚診療所の体制きちん

と住民要望どおりセットできますか。それはその日にち、午前、午後によっては、曜日によっ

ては患者の多い少ないという問題はあるでしょう。そのことを別としまして、診療所であるな

らば、通常、土日除くフル診療です。そういう体制取れてますか、取れてませんでしょ。だか

ら問題は生じてるんです。それを問題生じていないと言い切るところに町長の問題があるんで

す。私は医師募集は常に作業としてやっておくべきだと思います。そして口をかけてる方が、

こことこことここにいて、問題はこうこうこうだということを絶えず掌に挙げるようなところ

までとっておかないと、今欠員１人出たらもうバンザイですよ町長。お答えください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 今副議長おっしゃいましたように、様々なこの方法で医師については

いろいろとコンタクトは取らせていただいております。医師募集というのはいつから採用する

ということでなければ募集はできないということですから、そういう意味でただいま募集はし

ていないということでございまして、全く医師確保について努力してないのかということでは

ございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。
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○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 結局またいつもの町長の答弁に戻ってるわけです。言葉遊びはやめま

しょう。募集しておかなきゃダメなんじゃないですかって言っているんです。欠員生じたその

時点でゼロスタート始めてもダメですよって言ってるんです。お答えください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） 欠員生じてから募集という意味ではございません。欠員を生じる前に

募集するということはしてまいりたいと。これ今までもそういう形で欠員生じる前に募集とい

うことはしております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） そうしたらやったらいいじゃないですか。

○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） 大変町長の後に私が答弁するのも大変僣越ではございま

すが、ただいま菅原委員からいろいろとご意見ちょうだいしましたので、国保病院の現状につ

きまして若干ご説明をさせていただきたいと思いますのでご理解ください。実は院長とは募集

に関しては、これまでずっと募集はかけてはいた現状があるんですが、昨年のある時期に院長

から今すぐ例えば応募がありましてドクターから連絡が来たとします。その際に国保病院とし

ては４人の常勤で充足しておりますので、すぐ採用する予定はございませんという断りの返事

をするのが非常にこれは失礼であるということで、院長もドクターですからそれぞれ自分の今

までの経験上、そういうことを踏まえて私に指示がありました。それで一旦取り下げているわ

けでございますけども、菅原委員から今すぐにでもかける、募集をするべきだというご意見を

ちょうだいしましたが、実は内々で新年度に入りましたら、これは医師の募集をするつもりで

考えておりました。ですから新年度もうすぐ４月でございますけども募集をかけて、そして不

測の事態に備えるということはしてまいりたいとこのように思っております。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） それじゃなぜ町長最初から答弁しないんですか。４月って言ったらあ

と半月です。私の一貫した提起を一貫して否定したんです。今危機的状況だから募集をしたら

どうですかということについて、しなくていいという答弁しておいて、事務局長今度は舌の根

も乾かないうちに半月後に募集しますって。どういうことですかこれは。事務局長あなたに聞

いてないんだ。町長に答えていただきたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから現状の話はしております。今のところ医師は充足していると

こういうお話はさせていただきました。今後そういった事態が生ずる可能性があるとすればこ

れは当然募集していかなければならないというふうに思っているところでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） これまた議会止まっちゃいますよこんなこと言ってたら。事務局長は

４月に入ったら募集するって言ってるんです。町長の答弁と整合性ないんじゃないですかそう

すると。どっちが本当なんですか。町長に聞いているんです。
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○委員長（熊野主税君） いや両方に聞かないとわからないですから。

西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） お答えさせていただきます。先ほど私の説明の中で、最

後少し説明不足だったなと思いまして、今再び説明させていただきますけども、病院側といた

しましては、新年度に入りましたら募集をかけたいという考えでございます。その件につきま

しては、町長とは、まだ私からは相談を持ちかけておりませんので、それは町長に近々、説明

をさせていただいて、そして町長の了承をいただいて募集をかけたいと。このように進めたい

と思っております。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） せたな町として不統一じゃないですかそこは。そういうことで、せた

な町７，０００町民の命と健康を守れるんですか。決定的な重要な問題について議会において

町長は、そういう事態じゃないから募集はしないとさっき言ったんです。私は募集しなきゃな

らない状況が出てるんだから募集すべきだという提起をしてるんです。なぜならば、そういう

危機感を私は持ってるんです。持ってるには持ってるだけの根拠があって言ってるんです。結

局私の判断と院長の判断、同じじゃないですか。募集しなきゃこれやばいなと。そういう作業

すべきタイミングに来てるなという本当に院長と同じなんです。そういう判断とあなたの判断

が１８０度違ったんです。どう思いますか。これもう事務局長答弁しなくていいですから、町

長答弁してください。

○委員長（熊野主税君） 高橋町長。

○町長（高橋貞光君） ですから先ほども言っておりますとおりそういうことの可能性がある

という判断をしたときには、しっかり募集して確保に努めるということでございます。

○委員長（熊野主税君） 菅原委員。

○委員（菅原義幸君） 今がその時期じゃないですか。答弁になってないんですって。素直に

私判断間違ってましたと、募集しなきゃならない時期ですと一言言えばいいんです。どっちみ

ち４月に入ったら募集するって言ってるんですから事務方は。院長もそういう判断してるんで

すから。私も今の状況見てて募集しないっていうのは間違ってるなと思います。だから町長の

先ほどの答弁だと、そういう事態が来たら募集しないといけないと思うけども、今問題は生じ

ていないって言ったんです。生じてるんじゃないか。４名体制のうち１人が２カ月も年休を取

ってんです。様々な支障でますでしょう。診療体制だっておそらくカットしなきゃならんと思

うし、いろいろなやりくりしなきゃならん自治体に迫ってるわけです。まさにその危機的な時

期になぜ募集をしないのかという提起してるんですから、問題が生じていない。その時、問題

が生じたら募集の手続きに入ります。これ根本的に判断間違ってるし、答弁としても訂正して

いただかなきゃならないことなんです。もう答えは西村事務局長出したから、これで止めます

けども、あまりにもひどい答弁が今議会では多過ぎます。改めて申し上げますが、町行政執行

者としての適格性を極めて私は強く疑わざるを得ません。これ以上答弁要りません。

終わります。

○委員長（熊野主税君） ほかに。
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石原委員。

○委員（石原広務君） 今のやりとり聞いて町長、西村局長で結構です。大成診療所の診療体

制、これは平日、月から金までじゃなくなった理由改めてお聞かせください。

○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） お答えをいたします。昨年３月末で前大成診療所長が退

職されまして、そのあと国保病院から医師を派遣するというそういう仕組みになりました。そ

の際、常勤医４人で国保病院、瀬棚診療所、そして大成診療所この４つの医療機関の診療にあ

たらなければならないということで、どういった対応したらいいのかということを院内でも十

分検討してまいりました。その結果、昨年２月でしたか、大成区におきましても住民の皆様に

は説明をさせていただきましたが、今の診療体制のとおり月曜日とそれから木曜日、この２日

間につきましては休診とさせていただきたいと。したがいまして火曜、水曜、金曜につきまし

ては国保病院から常勤医師を派遣し診療にあたると、そういう体制になりましたので、ご理解

を昨年の説明でもしておりますので、そこは石原委員もご理解いただいているところとは思い

ますが、再度ご理解いただけるようお願い申し上げます。

○委員長（熊野主税君） 石原委員。

○委員（石原広務君） ご理解と言われれば、これ理解できてないんです。納得もしてないん

です。夜間の救急にも、あとはもう副議長いろいろ質疑に合わせて区民の声として伝えていた

だきましたが、そういう不安があるんです。ここに来て言わないつもりでいたんですが、往診

や介護施設等にも今までの体制は取れないかもしれないっていう言葉がもう既に伝わってるん

です。その内訳はまだ詳細はきちんと伝えない中で、国保病院から派遣された医師からそうい

う言葉が伝わってるんです。町長が言ったようにもう危機的状況はずっと続いてるし、区民か

らの不安な声も本当にほかにもたくさんありますから、そこは町長認識なさってください。こ

れ答弁要りませんから、また長くなりますから結構です。そこだけ強くお伝えします。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

平澤委員。

○委員（平澤 等君） 関連してお伺いしたいと思います。先ほど病院の常勤医の長期療養が

あるということのシフト体系の違いが先般うちのほうにも回覧で回ってきました。その中で元

院長が協力してくれて何とかそれをカバーし、さらには出張医合わせた中でこの中で支障のな

いように進めていくっていうふうなそういったことがあったし、私は医者といえども生身の体

それぞれの疾病にはいつでもかかる要素があるということで、先ほど菅原委員の言った発言と

も重複することになりますけども、やはりそういった中での診療体制というのはしっかり作っ

ておかないと出張の方に負担をかける、またはきちんとした担保ができないと住民の健康にも

不安があると。そしてまた医師においてもやはり体を壊すまで頑張ってもらうんじゃなくて、

しっかりとした勤務体制、療養とれるそういった体制をとらないと、せたな町の医療体制の充

実というのはなかなか結びつかないというふうなことあると思うんです。そういった中で、今

の中でちょっと聞きたいのは、今回こういった中で１人の常勤医の方が療養されるということ

なんですけども、たまたまなんですが、これがひょっとしてまた誰か体調を壊したときどうす
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るんだろうという不安はやはり町民としてはあるんです。そういったときの対応の仕方、そう

いったものを含めて病院のほうでは、そういう緊急事態が想定された場合でも、しかし医師が

いないからダメですとはいかないので、やはり町民の健康を維持するという点については、し

っかりとした体制の構築をしなきゃならないので、まだ仮定の話で恐縮なんですけども、その

対応についての考え方についてお聞かせ願いたいと思います。

○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） お答えいたします。ただいま平澤委員のおっしゃる内容、

私も本当に心配している１人でございます。もう本当にどういう事態が生じるか、例えば、冬、

大雪でＪＲがストップするとか、それによって出張医の先生が来られない場合がこれまでもあ

りました。そういう場合も対応は常勤の先生でカバーできるところはしておりますし、どうし

てもカバーできないところは、それは休診せざるを得ないというのはこれまでもございました

が、そういう事態が生じないように、できる限りの対応はしてまいりたいと思っております。

例えば、今日、診療に入る先生が朝から体調を崩して、今日どうするっていうそういう場合も

あるんですが、そこは適宜その日の状況いかんで、カバーできるところはカバーしてやってき

たと、これからもそうだということで、何とか患者様にご迷惑のかからないそういう体制をこ

れからも取ってまいりたいと思っております。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

○委員（道高 勉君） 私も病院関係もいろいろな面で経験から老婆心ながら、今のやりとり

の中で確かにお医者さんの確保というのは本当に私も苦労した経験ありますけども、問題はや

はりお医者さんは確かにそれだけの報酬単価というのは高いんですけど、やはりそういう問題

でなくて、やはりこの地域診療にあたってのこのやりがいというのかな、そしてその環境です。

これをしっかり守ってあげなきゃならないんです。お金のために来てるわけじゃないんです。

よく言うんですけど先生方は、本当にこの町の診療体制、医療従事者がいかに診療体制に無理

なくということが１番ポイントなんです。だからそこは本当におそらく今４人でやって、１つ

の病院と２つの診療所掛け持ちでやってますけども、これも本当に今こういったアクシデント

起きてやりとりするとなると、やっぱり先生方にこれまでにない診療のスケジュールから、結

局いろいろな面で負荷がかかっていくわけです。そうなりますとある程度までは頑張れるんで

すけども、やっぱりそれが長くなりますと、やはり体力的にいろいろな面で出てくるんです。

そうなるとここにとっても限界ですと。いろいろなメディカルも、そういうものも体調、メン

タル面もいろいろ負荷がかかってきて、それが離れてしまう要因も一つもあるわけです。です

から、私はやはりその辺はきちんとメンタル面も含めた中で考えてあげて、我が町としてはそ

ういう配慮した町ですよということも、そういうお医者さんでも、医療関係者に対してもその

ぐらいの、これから考えたら病院ですよと、医療体制ですというものをきちんと前面に出せる

ようなそういう案内をしながら、イメージ作りをしながらやっていかないとなかなかスタッフ

も集まらないし、お医者さんだって４月に募集したって、ほとんどもう４月決まってます。だ

から実際的に動くとなったら秋なんです次の医者というのは。ですから本当にそういう厳しい

現状にあるということはこれは歴史の中で培ってきてますので、そこは十分に考えながら、現
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場の先生方のそういう面を配慮しながらどうすんだと、私はだから４人プラスプラスワンぐら

いの気持ちでやることによって、この病院体制はしっかりとサポートしてもらえるんだと。休

めるとき休めるんだということも、そういうことも一つの継続した医師体制の確保対策という

のに繋がるのかなと思いますのでその辺も踏まえながら検討していければと思います。

○委員長（熊野主税君） 西村事務局長。

○国保病院事務局長（西村晋悟君） ありがとうございます。お答えをさせていただきます。

ただいま道高委員からは、委員が苦労されたそういう経験談を踏まえてご意見いただきました

けども、いみじくも私の先ほどの答弁の中で、歴代の副町長さんもご苦労されてきたと、その

中の１人と思って敬意を表して、先ほど答弁させていただいたわけでございますけども、道高

委員おっしゃるとおり、もう医師の確保につきましては相当な時間がかかるもんだいうことで、

前の年の秋から動かなければ遅いというお話でございますが、まさにそのとおりだと思います。

秋よりもまだ早い段階で動かなければ、なかなかいい先生がこちらに来ていただけないのかな

と。これはもう私も病院に４年勤めまして非常に痛切に本当に感じているところでございます。

医師の確保、それから医療スタッフの確保、これにつきましては本当に今後大きな課題である

なと感じております。住環境もあるんです。医師が、例えばすぐ来たい先生がぽっと見つかっ

たとしても、住まいするその住宅がないというそういう事情とかもあるんです。ですからその

辺も、住宅の整備、今新築の時期これから来るわけですけども、本当はもう１棟くらい住宅が

あれば、これはもウエルカムでどうぞ来てくださいと、本当に強く募集をかけたいとこなんで

すけども、ちょっと長くなりましたけども、ご理解いただけたものと思ってこれで終わります。

ありがとうございます。

○委員長（熊野主税君） ほかに。

（「なし」という者あり）

○委員長（熊野主税君） 質疑を終わります。

これより討論を許します。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

お諮りいたします。

議案第１１号を原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（熊野主税君） 異議なしと認めます。

よって議案第１１号は原案のとおり可決いたしました。

以上で本特別委員会に付託された１５件の案件審査は終了いたしました。

本委員会は、議案１号については一部減額修正し、修正を除く部分については原案可決と決

定いたしました。ほかの１４議案については原案可決と決定いたしましたので、本会議にその

旨報告いたします。

これをもって予算審査特別委員会を閉会いたします。
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長時間にわたってご苦労さまでした。

閉会 午後２時０３分
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委員会条例第２９条の規定により署名する。

令和５年４月２８日

委 員 長 熊 野 主 税

署 名 委 員 本 多 浩

署 名 委 員 橋 本 一 夫


